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電話（０３）５２５５－１５１５ 

 

＜議  案＞ 

 

       第１号議案    協会の一般社団への移行認可と運営について 

            第２号議案     平成２３年度事業報告に関する件 
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            第７号議案     平成２４年度収支予算案に関する件 

       第８号議案   役員の改選に関する件 

       第９号議案   その他 

 

懇 親 会   １６時３０分～１７時３０分 

以 上 

 

定 時 総 会 
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平成 23 年度事業報告 
 

概 況 

平成２３年度を顧みると、経済不況からの回復が見え始めたような立ち上がりでしたが、１０００

年に一度の東日本大震災と福島の原子力発電の事故により一変し未曾有の惨状を招いた年とな

りました。 

食品産業は、被災地はもとより被災地以外においても、石油燃料や包装資材の不足、自動倉

庫等物流施設の被害、さらには電力喪失による東京電力の計画停電と節電対策とで深刻な影響

を受けた。こうした状況の中でも、食品業界は製・配・販がそれぞれの立場を乗り越えて食料

供給の安定化に努め、社会的に大きな評価を受けた。一方で緊急時におけるサプライチェーン

の課題も多く、今後の危機管理に大きな教訓となった。 

食品流通業界においては、社会構造の変化、人口構成の変化等から競争環境は一段と厳しさ

を増し、広がらない市場で規模と機能を獲得し競争力を高めるべく、総合商社の主導により食

品卸売業界ではかってない大規模な再編があり食品メガ卸が誕生した。 

こうした状況の中、弊協会の活動としては、流通秩序の維持に向けて節度ある事業活動の継

続を求め、フェアトレードの推進を更に一歩進めるべく提言を行ってまいりましたが、消費財

の不公正な取引に関する公正取引委員会からの指導が強まり、食料製造業者と食料卸売業者に

おける取引の適正化について要請を受けた。当協会としてはこの事実を真摯に受け止め、法令

違反の未然防止を図る観点から、周知の徹底と取引の適正化に向けて積極的な取り組みを行っ

た。 

各支部においても、地域事情に応じた事業計画を実践して支部活動の活性化に取り組んだ。

こうした活動を行えたのは、例年の如く賛助会員各位の全面的なご協力や所管の農林水産省を

はじめとする諸官庁の適切なご指導とご協力、加えて（財）流通システム開発センター、全国卸

売酒販組合中央会、（財）食品産業センター、（財）食品流通構造改善促進機構、（社）日本缶詰協

会、（社）日本パインアップル協会、日本製罐協会、（財）食品環境検査協会等の諸団体の皆様方

の、多方面にわたるご配慮があったからに他ならない。あらためて御礼を申し上げる。 

以下、事業別に概観し、その後に個別事業別に報告する。 

 

１．調査研究事業 

食品業界は、東日本大震災の影響がさまざま形で表れ、東北を中心に東日本エリアの商品供

給力が大幅に低下する中、被災地への緊急対応や首都圏における買いだめの発生や震災後の自

粛ムードや節電対応などで家庭内食への回帰が進展するなど震災起因の複合的要素を含みなが

ら、特に加工食品の需要は旺盛になり、全体としては堅調な推移を示した。 

こうした中で弊協会は、市場・流通構造の変化に伴う協働体制としての新たな製・配・販の

連携や流通業界を取り巻く各種経営環境の変化と優先的対応策を共有化すべく意見の交換を行

った。また「ＴＰＰ問題」が将来的に食品業界にどのような影響を与えるかについてメーカー各

位から貴重な意見をいただいた。 

東日本大震災時において食料供給のあり方等で大きな課題が生じたので今後にこの経験を生
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かすべく行政の各種検討会に参画し意見を述べた。 

東日本大震災の影響により東京電力、東北電力管内の電力供給が大幅に減少するため、政府

より均一▲１５％の需要抑制目標が打ち出された。この国難ともいえる状況にあたり食品流通業

界全体で電力節電制限に対処し「食」のライフラインを維持するため、個々のお取引内容を見

直していただき、電力節電抑制策に適応した食品流通のあり方に再構築していただきたく、小

売業団体に広く呼びかけた。 

業界の具体的電力抑制策については、省エネ法と「環境自主行動計画」の遵守を基本的な考

え方として省エネ法に定める特定事業者１５社の対象地域の事業所の電力総使用量状況を５月

～９月まで集計しＨＰに公開した。 

一方会員企業の５００ＫＷｈの大口需要の物流拠点（４企業１１拠点）については、農林水産省の

ご指導、ご協力をいただき経済産業省エネルギー庁と粘り強く交渉を行い、結果として社会的

重要性の高い産業分野と並んで特例措置が講じられ▲１５％節電のところを１０％免責され５％

の節電目標となった。卸物流の供給先が広範にわたり国民生活を支えるために極めて重要であ

ると行政に認識していただいた結果であった。 

また電力需要抑制環境に適した服装を心掛け、職務に適した機能的な身だしなみを推奨する

業界のクールビズの服装推奨ガイドラインを策定し公表した。 

環境問題では、２０１１年度（２０１０．４～２０１１．３）の弊協会の環境自主行動計画についての環

境数値をとりまとめ所管省に調査票を提出した。 

温暖化対策では、特定荷主部門は取扱商品の単価の下落傾向が継続し、取扱高の伸び以上に

物量が伸び、輸配送の回数と配送距離が増加してエネルギー消費量も増大、辛うじてエネルギ

ー消費量原単位は前年を下回った。 

特定事業場部門では猛暑の影響もあり前年より使用面積は減少するもエネルギー消費量、原

単位ともに悪化した。 

廃棄物対策では食品廃棄物排出量が年間１００ｔを超え定期報告書を要する事業者から排出量

と再資源量を報告していただき弊協会として初めて調査票に食品廃棄物排出量を記載した。 

この食品廃棄排出物の数値把握が可能になったことから「発生抑制の業界目標原単位：４.７８

Kg／百万円」（平成２４年４月から２年間）の設定となった。 

また現「環境自主行動計画」の期間が２０１１年３月で終了することから「新環境自主行動計画」

を策定する必要に迫られるが、東日本大震災による原子力発電の見直しから国のエネルー政策

が大きく変わる可能性があり、環境数値にも大きな影響が出ることから所管庁のご指導を得て

暫定版「新環境自主行動計画」としてとりまとめた。 

情報システム・ＥＤＩの分野においてはインターネットを使用した流通ＢＭＳの標準維持と普及

拡大を目指す「流通システム標準普及推進協議会」に継続して参画し、普及拡大に向けてのア

ンケート調査や個別仕様の排除に関する調査に協力し課題を抽出した。 

また協議会運営の要となる運営委員会委員長に引き続き弊協会の情報システム研究会の座長

が就任した。また情報処理コストの実態調査を継続して行い、平成２２年度としては特にハード

ウエア関連費用が技術革新の進展から一層低コスト化が進んでいることを確認した。 

ＥＤＩでは不定貫商品のＥＤＩ運用、ＩＦＲＳ導入時における出荷案内データの着荷日の扱い等につ

いて検討を行った。 

物流問題研究会では、先行して百貨店共同配送に取り組んだ２企業が具体的成果を顕在化さ
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せた。百貨店業界は納品代行制度が導入されているため、自社のセンターで商品を保管・仕分

け後に納品代行業者の拠点に横持ちする業務が発生し、多大なコスト負担が発生していたが、

新たな事業モデルを模索し、納品代行業者の拠点に専用拠点を開設し横持ち費用の削減や検品

工程の省略を実現した。今後は他の卸に対しても参加を促していく方針。 

また製・配・販連携協議会との情報共有化をはかる意味から「小売業様との納品与件緩和の

議論」を検討すべく実務担当者会を設置して１／３ルールや配送条件改善について現状を確認す

るアンケート調査を行った。 

また長期にわたる休業時のメーカーの配送に関して、卸側からの書式の異なる問い合わせに

関してメーカー側が大変苦慮されているとの要望を受け、研究会で統一した様式を検討し「長

期休暇配送体制確認書」を策定し活用の啓発を図った。 

商品開発研究会は、新たな幹事企業を加えて今年も日本蜜柑缶詰工業組合の幹部の方々と国

産蜜柑缶詰の現況について意見交換を行った。またブランドオーナー企業が共通してＦＣＰ共通

工場監査項目を活用できないかどうかについての検討も行った。 

法務研究会では、「震災に係る法務問題について」「公正取引委員会からの措置命令について」

「リース・賃貸借の契約構成に係る諸問題について」「下請法のリスクについて」「「食料品卸売業

者と食料品製造業者との取引の適正化について（要請）」「外食チェーン企業との寄託＆売買契約

とその仕組み」等時宜にあった法務問題を取り上げ意見交換を行った。 

また取引の適正化に向けて弊協会主催で公正取引委員会に講師をお願いして研修会を行い、

現場の視点から実践に即した質問事項をとりまとめ、今後作成を予定している協会の独占禁止

法遵守マニュアルの基礎調査とした。 

労務管理研究会では、「東日本大震災についての対応」「各社の電力需要抑制策」「クールビズ

の服装ガイドライン」「従業員に対する賞罰規定・制度について」「定年延長問題について」「臨時

社員の管理方法について」「欠勤・休職期間の考え方について」「メンタル不調者の対応について」

等を議題として食品流通に関する労務管理問題について幅広く意見の交換を行った。 

支部活動では、関東支部流通業務委員会が今年度も継続調査事業として、「物流コスト」「返

品実態」「在庫の回転状況」「傭車及び物流動向」について実態調査を行い、かく担当企業が分析

を行った。 

 

Ⅱ．研修・普及・啓発・実践事業 

本部活動としては、各支部の定時総会や研修会時に具体的に本部活動報告を行い、情報の共

通化を図った。 

今年も継続して、情報システム研修会を全国卸売酒販中央会と共催して開催し、クラウド時

代のプラットホーム戦略等について情報システム部門が共有すべき課題について専門の講師を

招いて研修した。 

公正取引委員会が実施した食料品製造業者と食品卸売業者との取引に関する実態調査の結果、

「優越的地位の濫用行為」になり得る行為を行っている卸売業者が見受けられたことにより、

公正取引委員会より、取引の適正化について要請を受けた。 

公正取引委員会は業種別講習会を開催して「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え

方」について啓発していただいたが、弊協会も独自に公正取引委員会に講師をお願いして、実

践に即した質疑中心の研修会を開催し、法令違反の未然防止と取引の適正化に努めた。 
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また公正取引委員会が作成したＤＶＤ「気をつけよう！取引のルール 優越的地位の濫用規

制」を会員企業に配布し普及啓発に努めた。 

食育の普及啓発活動として、平成１９年に「食育と食品選択のためのハンドブック」の初版を

作成したが、消費者庁の設置や米トレサ法の施行や関連法の改正など多く変更事項が発生した

ので第２版を作成した。 

また新たに弊協会のホームページと連動したハンドブックテストを設け関係者のみならず一

般の方々にも食品を取り巻く法律の基礎知識として活用していただくよう環境を整えた。 

食品に含まれる放射性物質の新基準値が平成２４年４月１日から施行されることについて、食

品の安全・安心の確保を図る観点から、酒類・食品製造業者並びに製造業者団体の皆様に基準

値の見直し内容をご認識いただき、それぞれにご対応いただくべくジャパン・インフォレック

ス様のご協力をいただき約３,５００社に文書をメールで配信し、啓発を図った。 

この他研修事業としては中国支部が６月７日、関東支部が６月１７日、東海支部が６月２８日、

四国支部が６月２９日、北海道支部が７月４日、九州沖縄支部が７月５日、東北支部が１０月１４

日、東海支部が１０月２５日、関東支部が１１月１１日、北陸支部が１１月２２日、近畿支部が２月２０

日経営実務研修会を開催した。 

東海支部と近畿支部はそれぞれ地域の食品卸同業会との共催で実務研修会を開催した。 

また商品開発研修会としてメーカーの工場見学会が例年通り関東支部、東海支部で行われた。

北海道支部では「ＢＲＩＣ,ｓ」とともに、近年急速に注目を集めているベトナムを視察研修した。 

 

Ⅲ．本部活動 

公益法人制度改革への対応として、理事会、定時総会の決議を経て一般社団法人への移行認

可申請を平成２３年１２月７日に行い、平成２４年３月２２日に内閣総理大臣から認可書が交付され

た。これで弊協会は平成２４年４月１日から一般社団法人日本加工食品卸協会へ移行するはこび

となった 

一昨年からの継続事業として国内加工食品市場全体を俯瞰できる公益性の高い販売統計デー

タである「加工食品卸売統計調査」を実施した。 

また、関連省庁や団体が事業する「食品事業者環境対策推進支援事業検討会」「ＡＳＰ・ＳａａＳク

ラウド普及促進協議会 食品流通情報サービス展開委員会」「ＢＣＰ検討会」「安定的商品供給モ

デル開発検討会」「取引慣行の実態調査検討委員会」「流通システム標準普及推進協議会」「モーダ

ルシフト等推進官民協議会」「国連ＣＥＥＡＣＴ日本委員会」「全国食品缶詰公正取引協議会」「食料

品地域物流円滑化等推進協議会」に委員として参画し、加工食品卸業界としての意見を述べる

と共に業界としての将来展望の知見を得た。 

本部事務所の所在地である日本橋室町地区の再開発に伴い、事務所の移転が本決まりし平成

２３年４月２８日に日本橋本町の江戸ビル４階に事務所を移転した。これに伴い定款変更が必要と

なり、事務所の住所、役員の定数等について平成２３年５月の定時総会で定款の変更案の審議を

行い、平成２３年７月に所管省の認可を得た。 

枝野経済産業大臣と流通業界の懇談会が開催され、小売業の８団体と消費財の卸売業団体を

代表して弊協会の会長が出席し、現状の流通の課題について意見を述べた。 

東日本大震災における食料品の提供などの災害援助に対して農林水産省鹿野道彦大臣より、

また東日本大震災で被害を受けた地域の産品の販売促進等に対して経済産業大臣枝野幸男大臣
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より弊協会に感謝状が授与された。 

３年に一度の会費額見直しや連絡窓口の確認を図るため、会員台帳の提出を全会員に依頼し

平成２４年度３月末までに回収し会員台帳の整備を行った。 

 

 

事業担当別活動状況 
 

 総 務 関 係 

 

［監 査］ 

上半期（平成２３年４月１日～平成２３年９月３０日）については、１０月３１日（月）に、下半期

（平成２３年１０月１日～平成２４年３月３１日）については４月１３日（金）監事の方にて監査が

実施された。 

また監督官庁である農林水産省食料産業局食品製造卸売課の担当官による「定期立入検査」

が平成２４年１月１７日と２４日に実施された。 

 

［登 記］ 

平成２３年５月２６日（木）の定時総終了後、登記事項について、平成２３年７月２０日に、また

平成２３年１１月８日（火）の理事会終了後、登記事項について平成２３年１１月１８日に東京法務局

にて登記が完了した。 

 

［定時総会］ 

 

平成２３年度の第１８回定時総会は、平成２３年５月２６日（木）１５時より東京大手町レベル

２１東京會舘に於いて開催された。 

主な議案内容は、平成２２年度事業活動報告や平成２３年度事業活動計画及び定款変更、公

益法人制度改革に伴う対応等であった。 

総会終了後は業界のトップコミュニケーションの場として懇親会を行った。 

以下に議事録を掲載する。 

 

 

議    案   第１号議案  平成２２年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２２年度収支決算報告に関する件 

第３号議案  会員の動向に関する件 

第４号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 

第５号議案  平成２３年度事業計画案に関する件 

第６号議案  平成２３年度収支予算案に関する件 

第７号議案  役員の一部改選に関する件 

       第８号議案  定款の変更に関する件 
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第９号議案  公益法人制度への対応に関する件 

       第10号議案  その他 

 

出欠状況  会員総数 １４２社中 出席会員 ３７社 委任状出席８４社 合計 １２１社   

出席賛助会員 ９３名 事業所会員 ４名 

来賓出席  農林水産省 総合食料局 流通課課長   吉 井   巧 殿 

商業調整官   山 田 啓 二 殿 

課長補佐    山 下   信 殿 

係長      大 熊 光 輝 殿 

 

開会定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

 

事務局はここで本日の出欠状況を報告し、会の成立と共に定款２０条により会長を議長に満場

一致で選出した。 

 

議長は出席会員の中から、議事録署名人として、三井食品株式会社 執行役員 営業本部副

本部長 大江正彦氏と株式会社日本アクセス 専務取締役 総合企画本部長 成田祐一氏を指

名、了承を得て議事に入った。 

 

吉井課長の挨拶のあと、早速議案の検討に入った。 

 

第１号議案  平成２２年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２２年度収支決算報告に関する件 

 

議長より、事務局に対し、この両案は関連があるので続けて説明報告するよう指示があり専

務理事より、手元に配布された資料の確認をした後、概況並びに事業活動のポイントについて

次の内容を報告した。 

 

１．調査研究事業 

① 新取引制度のあり方やメーカーの期待する卸売業の方向性について 

② ｢米トレサ法」のアンケート調査について 

③ ｢独占禁止法の改正」に伴うパブリック・コメントの提出について 

④ ｢物流コストの実態調査」について 

⑤ ｢環境自主行動計画」の環境数値について 

⑥ ＥＤＩの「着荷日」に関するアンケート調査について 

２．普及、啓発事業 

情報システム研修会について 

３．本部活動 

① 公益法人制度改革への対応について 

② ｢加工食品卸売統計調査」について 
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③ 事務所の移転について 

④ ｢東日本大震災」について 

⑤ 業界の「電力需要抑制の自主行動計画」について」 

４．平成２２年本部収支決算状況 

平成２２年度本部収支決算状況（収入合計 ５５,８３２,５７８円及びその内訳・予算比、支出合計

５１,５４０,１７５円及びその内訳・予算比、当期収支差額  ３,１５７,４０３円、次期繰越収支差額  

２９,７３８,７０６円を報告、次いで収支計算書、貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録表

について報告)。 

同時に４月１５日に監事各位により監査を受けた経緯を報告した。 

議長はここで監事に監査報告を求め、味の素株式会社の小原監事から「去る４月１５日に監

事３名にて行われた監査の結果、業務報告を受け財務諸表及び帳票・証憑につき、適法正確

に処理され報告の事実と相違ないものと認めました。｣と報告がなされた。 

議長はここで、両議案の質疑を求め、無かったので、承認を求め、拍手で承認された。 

 

続いて、議長は第３号議案の説明を事務局に求めた。 

 

第３号議案  会員の動向に関する件 

 

事務局は、資料を基に平成２３年３月末現在の会員数について報告し、承認された。 

 

第４号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 

 

議長より今年度の会費の額及び徴収方法について、事務局から説明するように指示があり、

額に関しては、一昨年自主申告いただいた売上額に基づく会費区分にて算定した額と同額を、

また徴収方法については 

① 年額一括 

② 銀行振込み 

③ 振込手数料は会員各位負担 

④ 納付期限平成２３年６月３０日(木) 

であることを専務理事が説明し、出席者の拍手を持って承認された。 

 

第５号議案  平成２３年度事業計画案に関する件 

第６号議案  平成２３年度収支予算案に関する件 

議長より関連ある両議案を続けて説明するよう指示があった。 

はじめに第５号議案の平成２３年度事業計画案について、中嶋政策委員長より、調査研究事業、

普及啓発・研修・実践事業及び実施計画案についての説明がなされた。 

 

｢平成２３年度の主要な事業計画につきましてご説明させていただきます。 

今回の大震災は、あらためて非常時の食品流通のあり方や生活を守る社会的使命感と生活貢

献を最優先する業界としての産業行動の姿勢、真価が問われているものと考ええております。 
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こうした環境の中で、生活様式の変革を求めるような国難に対処すべく、食品流通業全体で

「食」のライフラインを維持するため、従来の食品流通のＳＣＭを抜本的に見直し、状況に適し

た流通システムを再構築して、国内市場を整備する事がより重要であると考え、調査研究事業

としては最優先して、電力節電抑制策の業界「自主行動計画」の調査と策定を行い、そして実

践をして参りますます。 

また、メーカーの皆様とは構造変革と競争環境の中で、卸売業の活性化とその方向性につい

てお互いの機能役割を確認しながら検討していきたいと考えています。 

関連する法制度の問題では、７月からいよいよ「米トレサ法」において産地情報の伝達が始

まりますので、我々が第１義に望んでおります容器・包装への記載により運用できますよう充

分普及啓発して参ります。 

また大震災により、ＴＰＰに関する進展がやや遅れてはおりますが、ＴＰＰは我々業界にとりま

しても大変重要な課題でもありますので、どのような影響が考えられるかについて調査をして

参ります。 

環境問題では、現在の我々の「環境自主行動計画」は今年度が最終年度になっておりますの

で、次期計画をどのような目標、内容にしていくか検討する必要があります。原発の問題で、

日本の環境状況が大きく変わって参りますので、充分与件を踏まえて準備して参ります。 

最後に、業界の情報発信力を高めるために、今年度は協会のＨＰをリニュアルしたいと存じ

ます。ぜひご関心をもってご覧いただきたいと存じます。 

以上主要な事業計画の内容でございますが、これらの活動につきまして食品卸業界自身の協

調性と強い団結力が何より前提となりますので、ここにご出席の皆様のご支援とご協力をお願

い申し上げましてご報告とさせていただきます。」 

 

第６号議案  平成２３年度本部収支予算案に関する件 

 

事務局より、平成２３年１月２６日（水）開催の理事会議決事項である「平成２３年暫定予算」

を内包する平成２３年度の本部収支予算案を資料に基づき説明した。 

(前期繰越収支差額２９,７３８,７０６円、当期収入合計５４,３６３,０００円、当期支出合計５６,６３０,０００

円、当期収支差額▲４,４０２,０００円、次期繰越収支差額２５,３３６,７０６円、それぞれの内訳概要を対

前年予算比にて説明。） 

ここで議長は質疑を求めたが、無かったので両案を一括しての承認を求めたが、拍手を以っ

て承認された。 

 

第７号議案  役員の一部改選に関する件 

 

議長より、今年度は役員の改選期ではありませんが、一部の方から会社人事の都合により役

員交代の申し出が有った事を説明し、事務局より詳細を報告するよう要請する。 

それを受け事務局より下記の通り報告がなされた。 

 

［退任理事・監事］ ［新任理事・監事］ 

㈱日本アクセス 今泉 忠也 理事 ㈱日本アクセス  堀井壯一郎氏 
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三井食品㈱   水足 眞一 理事 三井食品㈱    長原 光男氏 

国分㈱     成田  健 理事 国分㈱      北見  賢氏 

㈱梅澤     鈴木 重一 理事 補充なし 

㈱ヤグチ    萩原 弥重 監事 補充なし 

 

報告を受け議長より、退任理事４名、退任監事１名、及び新任理事３名の事務局案の承認を

求め、拍手を以って異議なく承認された。 

従って本年度は、２５名の理事及び２名の監事、合計２７名の役員による運営体制になる事を説

明し、会員各位の尚一層の協力をお願いした。 

 

第８号議案  定款変更の件 

 

事務局より事務所移転に伴う変更案、理事の定数に関する変更案、及び民法改正による役員

の職務等に関する事項の変更案について定款修正の申し出が有り、拍手をもって全ての定款変

更案が承認された。 

 

第９号議案  公益法人制度改革への対応に関する件 

 

事務局より公益社団法人の認定が得られなかった為、次善策として「一般社団法人」への認

可申請の手続きを今年度中に行う事について承認を得た。また、今後の申請にあたり一般社団

法人の定款案について、微修正を会長に一任してほしい旨の説明があり、これも承認された。 

 

第１０号議案  その他 

 

その他で何か意見等が無かったので、議長より永年にわたり力添えをいただき本日が最後の

務めとなった三井食品㈱の水足理事より一言ご挨拶を頂戴して１６時２０分に閉会となった。 

以 上 

 

［理事会］ 

平成２３年度は理事会を４回開催した。 

以下に議事録を掲載する。 

 

◆第１回 理事会 平成２３年４月２１日（木） 

 

議  案  第１号議案  平成２２年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２２年度収支決算報告に関する件 

第３号議案  会員の動向に関する件 

第４号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 

第５号議案  平成２３年度事業計画案に関する件 

第６号議案  平成２３年度収支予算案に関する件 
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第７号議案  役員の一部改選に関する件 

第８号議案  定款変更に関する件 

第９号議案  公益法人制度改革への対応に関する件 

第１０号議案  定時総会の開催に関する件 

第１１号議案  その他 

 

出欠状況  理事総数 ２６名中 出席理事 ２２名 委任状 ４名 計２６名 

監事総数 ３名中 出席監事 ３名   計３名 

来賓出席  農林水産省総合食料局流通課 商業調整官 山田 啓二 様 

係長    大熊 光輝 様 

 

開  会  定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

 

事務局はここで本日の出欠状況を報告し、会の成立と共に定款２７条により会長が議長席に就

く事を告げた。 

議長は出席理事の中から、議事録署名人として、宗像善昌理事と足立誠理事の指名を行い、

了承を得て議事に入った。 

 

第１号議案  平成２２年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２２年度収支決算報告に関する件 

 

議長より、第１号議案と第２号議案を続けて事務局より報告するよう指示があり専務理事よ

り、手元に配布された資料の確認をした後、概況並びに事業活動のポイントについて次の内容

を報告した。 

① 政策委員会・食品取引改善協議会の活動内容。 

② 調査研究事業として、「米トレサ法に関するアンケート調査」「環境自主行動計画の調査

票提出」「独占禁止法の改正についてのパブリック・コメントの提出」「物流コストの実態

調査」「ＩＦＲＳに関するアンケート」を報告。 

③ 研修・普及・啓発・実践事業として、「情報システム研修会」を開催。 

④ 本部活動として、「公益法人制度改革への対応」「加工食品卸売統計調査」を実施。「本

部事務所の移転計画」をまとめる。 

⑤ 関連省庁・諸団体との交流活動について。⑤関連省庁・諸団体との交流活動について。 

⑥ 平成２２年度収支決算報告（収支計算書・貸借対照表・正味財産増減計算書・財産目録）。 

 

同時に４月１５日に監事各位により監査を受けた経緯を報告した。 

議長はここで監事に監査報告を求め、濱口吉右衛門監事は「去る４月１５日に監事３名にて行

われた監査の結果、業務報告を受け財務諸表及び帳票・証憑につき、適法正確に処理され報告

の事実と相違ないものと認めました。」と報告した。 

議長は、両議案の質疑を求めたが無かったので、承認を求め、拍手で承認された。 

続いて、議長は第３号議案の説明を事務局に求めた。 
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第３号議案  会員の動向に関する件 

事務局より、平成２２年度内に於ける入退会者のリストに基づき、報告を行い、承認された。 

 

第４号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 

 

議長の指名をうけ、事務局より平成２３年度の年会費の額及び徴収方法について説明した。額に

関しては一昨年度、自主申告いただいた売上高に基づく会費区分により算定。また、賦課徴収

方法については 

① 年額一括 

② 銀行振込み 

③ 振込手手数料は会員各位負担 

④ 納付期限  平成２３年６月３０日（木） 

との説明があり、議長はこれに関して承認を求め異議なく賛同を得た。 

 

第５号議案  平成２３年度事業計画案に関する件 

第６号議案  平成２３年度収支予算案に関する件 

 

議長より関連ある両議案を続けて説明するよう指示があった。 

平成２３年度事業計画案について、中嶋政策委員長より、調査研究事業、普及啓発・研修・実

践事業及び実施計画案についての説明がなされた。 

「平成２３年度の主要な事業計画につきましてご説明申し上げます。 

未曾有の大震災は、原発事故という深刻な事態も引き起こし、電力不足は食品流通にも大き

な試練を与えています。 

今回の大震災は、あらためて非常時の食品流通のあり方や生活を守る社会的使命感と生活貢

献を最優先する業界としての産業行動の姿勢、真価が問われているものと考えております。 

こうした環境の中で、生活様式の変革を求めるような国難に対処すべく、食品流通業全体で

「食」のライフラインを維持するため、従来の食品流通のＳＣＭを抜本的に見直し、状況に適し

た流通システムを再構築して、国内市場を整備する事がより重要であると考え、調査研究事業

としては最優先して、電力節電抑制策の業界「自主行動計画」の調査と策定を行い、そして実

践をして参りますます。 

 

また、メーカーの皆様とは構造変革と競争環境の中で、卸売業の活性化についてお互いの機

能役割を確認しながら検討していきたいと考えています。 

関連する法制度の問題では、７月からいよいよ「米トレサ法」において産地情報の伝達が始

まりますので、我々が第１義に望んでおります容器・包装への記載により運用できますよう充

分普普及啓発して参ります。 

また大震災により、ＴＰＰに関する進展がやや遅れてはおりますが、我々業界にとりましても

大変重要な課題でもありますので影響について調査をして参ります。 

環境問題では、現在の我々の「環境自主行動計画」は今年度が最終年度になっておりますの

で、次期計画をどのような目標、内容にしていくか検討する必要があります。原発の問題で日
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本の環境状況が大きく変わって参りますので、充分与件を踏まえて準備して参ります。 

最後に、業界の情報発信力を高めるために、今年度は協会のＨＰをリニュアルしたいと存じ

ます。ぜひご関心をもってご覧いただきたいと存じます。 

以上主要な事業計画の内容でございますが、これらの活動につきまして食品卸業界自身の協

調性強い団結力が何より前提となりますので、ここにご出席の皆様のご支援とご協力をお願い

申し上げましてご報告とさせていただきます。 

 

第６号議案については事務局より、事業計画と連動した収入、支出について新会計基準に基

づき資料の如くに策定した根基について説明した。 

ここで議長は質疑を求めたが、無かったので両案を一括しての承認を求めたが、拍手を以っ

て承認された。 

 

第７号議案  役員改選に関する件 

 

議長より、本年は役員改選期の年ではないが、会社人事の都合により一部の方から役員交代

の申し出が有った事、更には、ご本人のご都合により退任の申し入れを受けた事等の報告があ

り詳細についての説明を事務局に促した。 

事務局より申し出順に報告がなされた。 

［退任］ ［新任］ 

㈱日本アクセス 今泉忠也 理事 堀井壯一郎 氏 

国分㈱ 成田 健 理事 北見  賢 氏 

三井食品㈱ 水足眞一 理事 長原 光男 氏 

㈱梅澤 鈴木重一 理事  

㈱ヤグチ 萩原弥重 監事  

 

報告を受け議長より、理事３名の交代並びに鈴木理事及び萩原監事の退任という事務局案の

承認を求め、拍手を以って異議なく承認された。 

 

 

第８号議案  定款変更に関する件 

 

議長より８号議案の内容を説明するよう事務局に要請。事務局から添付資料に基づき定款変

更案（①事務所移転に伴う所在地の変更②理事の定数変更）について報告がなされ、出席者全

員から賛同を得た。 

 

第９号議案  公益法人制度改革への対応に関する件 

過日内閣総理大臣あてに申請した公益社団法人の審査が「不認定」となったこと受け今後は

一般社団法人の認可に向け、再度、申請したいとの事務局からの申し出に対し、出席者全員か

ら承認をいただく。 
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第１０号議案  定時総会の開催に関する件 

 

議長より「以上の審議内容を定時総会の議案として総会を開催したい」と発言があり、事務

局より平成２３年５月２６日（木）１５時よりレベル２１東京會舘にて開催する旨の報告があり、理

事会の決議を求め、承認された。 

なお事務局より一般社団法人としての認可後の理事会の開催時期等について説明する。 

それを受けて、３月及び４月の理事会は、決算時期等により非常に多忙な時期なので理事本

人の出席が困難な事態が想定できるため、開催の時期に関しては慎重に対応する様要請を頂戴

する。事務局として強く認識をする。 

 

 

最後に、その他として何かご意見・ご要望が有れば申し述べるよう議長から要請。 

それを受けて東北の堀内理事より震災発生後から今日までの状況報告、近畿の加藤理事から

は阪神・淡路大震災時の教訓、また山田調整官から国の支援体制等について意見が述べられた。 

議長より、引き続き当協会へのご協力要請と本日の長時間審議についての御礼が述べられ、

１３時４５分に閉会となった。 

以 上 

 

◆第２回 理事会 平成２３年５月２６日（木） 

 

議 案   第１号議案  定時総会提出議案の確認の件 

第２号議案  その他 

 

開 会   定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

 

事務局はここで本日の出欠状況を以下の如く報告する。 

 

理事総数２６名中 ２５名 (代理を含む）出席委任状１名 

監事総数３名中２名出席委任状１名 

 

また本日は新任の理事に予定されている方が前任の理事の代理若しくはオブザーバーとして

同席していること、手違いにより代理出席いただいた名前が誤っていたことをお詫びして報告

した。 

 

ここで本日の会の成立と共に定款２７条により会長が議長に就くことを告げた。 

議長は出席者の中から、議事録署名人として、津久浦理事と磯野理事を指名し了承を得た上

で議事に入った。 

 

第１号議案  定時総会提出議案の確認の件 
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議長より事務局に第１号議案の説明の指示があり、これを受け専務理事は、手元に配布され

た資料を確認した後、前回の理事会から変更した点が三点有ることを報告し説明する。 

 

第１点目 定款の変更の件 

・理事の定数を２０名～３０名 ⇒ ２０名～２５名に変更 

・民法改正による役員の職務等に関する事項の変更 

 

第２点目 今夏の「電力節電抑制策」の業界自主行動計画に関する一部内容の変更の件 

 

第３点目 

公益法人制度改革に沿った本部と支部の合算された決算書の承認 

以上３点が報告・説明された。 

 

また４月以降の入・退会動向については、正会員１社の入会が有ったことを報告し承認をお

願いする。 

議長が全員に声を掛けたところ、全員から賛同を得た。 

 

次に議長は、前回の理事会にて承認された新理事候補の方で、本日当席に出席の方々を紹介。

名前を呼ばれた３名の理事候補は立礼。 

また退任した鈴木理事及び萩原監事の補充は無く、本年は理事２５名と監事２名の２７名体制に

て運営することを報告する。 

 

第２号議案  その他 

 

第２号議案としては提起事項がない様なので、各支部から支部総会の日程や研修企画等の案

内、また、政策委員会に対する要望などがあれば発表するよう議長が促し、北海道の村山理事

より順次指名をしていった。 

各支部長より今後の総会の日程やセミナーの内容等がそれぞれ発表され、全ての発表が終了

後、國分会長から各支部においては地域により、いろいろ有ることと思うが、宜しくお願いし

たいと結ばれ、再度、何か意見が有ればと促したが、何も無かったため、國分会長はこの後、

定時総会ならびに懇親会にいたるまで協力をしていただくようお願いして、１４時４０分に終了し

た。 

 

◆第３回 理事会 平成２３年１１月８日（火） 

 

議  案  第１号議案  上半期事業活動報告及び下半期事業活動に関する件 

(1) 上半期事業活動報告及び今後の活動について 

(2) 上半期収支決算報告 

(3) 監査報告 

      第２号議案  平成２４年度収支予算について 
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      第３号議案  その他 

           

開 会  定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

 

農林水産省食料産業局製造卸売課   課長補佐 上河内 光秀 様  

                    係  長 中 嶋 勝治 様 

 

出欠状況  理事総数 ２３名中  出席理事 ２１名 委任状 ２名  計 ２３名 

監事総数 ２２名中  出席監事 ２２名          計 ２３名 

 

司会者が資料に基づき出欠状況を報告、会の成立とともに定款に則り、議長に会長を指名し

議事の進行をお願いする。 

 

議長が下記の二名を議事録署名人に指名し了承を得て議事に入った。 

 

 三菱食品（株）   中嶋 隆夫 理事 

 伊藤忠食品（株）  足立  誠 理事 

 

第１号議案  上半期事業活動報告及び下半期事業活動に関する件 

        

議長より、第１号議案を報告するよう指示があり専務理事より手元に配布された資料の確認

をした後、概況及び事業活動のポイントを資料に則り報告された。 

１．会員動向の件 

２．役員体制について 

明治屋商事の磯野・山本両理事から、退任届が提出されましたので、以降理事は２３名とな

る。 

３．農林水産省の組織改編について 

４．公益法人制度改革への対応状況について  

(1) 一般社団法人 日本加工食品卸協会 としての定款（案）の検討 

(2) 新会計基準による事業別収支制度を導入するにあたり、会費収入を事業別の収入に按分、

分割する事について 

(3) 内部留保率の適正化のため、今期の決算時に事業費準備資産として相当額を引当金勘定

に計上する事について 

５．｢環境自主行動計画」の調査票対応について 

６．平成２４年度 税制改正等に関する要望書について 

７．物流問題研究会からの報告 

８．情報システム研究会システム専門部会からの報告 

９．｢国民生活産業・消費者団体連合会」加入に関して 

10．その他 
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以上の項目が順を追って説明された。 

同時に上半期の収支決算の内容を説明し、更に、１０月３１日に監事各位により監査を受けた経

緯を報告した。 

議長はここで監事に監査報告を求め、濱口吉右衞門監事は「去る１０月３１日に実施した監査の

結果、業務報告を受け財務諸表及び帳票・証憑につき、適法正確に処理され報告の事実と相違

ないものと認めました」と報告をした。 

議長はここで、事業活動の内容ごとにそれぞれ質疑を求めたが、無かったので、承認を求め、

拍手で承認された。 

続いて、議長は第２号議案の説明を事務局に求めた。 

 

第２号議案  平成２４年度暫定収支予算について 

 

平成２４年の４月から５月の定時総会までの収支予算で、総会にて平成２４年度の予算の承認を

得るまでの暫定予算であり、来年１月の執行運営委員会の開催日に在京理事、あるいは代理の

方にて臨時理事会を開催して審議していただく。 

各理事の皆さまには、事前に予算案を書面にてご提示の上、意見・賛否を仰ぐ予定であり、

その結果を追認する段取りであることを説明。 

収支暫定予算を決めるにあたって、以上の様な策定方法について承認をお願いする。 

 

議長から複雑だが以上の様な方法で進めるにあたって承認をお願いする。 

 

異議なく全員から承認された。 

 

第３号議案  その他 

 

議長から、用意した議案は以上であるが折角の機会であるので何か意見・質問等が有ればと

声を掛けたところ、加藤理事より、公正取引委員会より説明の有った「優越的地位の濫用」の

件は、経営者のみならず全社員が内容を理解し、認識を統一することが大前提であり、今後事

務局を中心に啓蒙活動を推進するよう要請があった。 

 

議長より、今の意見を踏まえ、政策委員会等も含めてしっかり対処するように事務局に指示

をいただく。 

 

また 次回の開催予定は 

 

   正・副会長会議及び理事会   平成２４年４月１９日（木） 

   理事会・定時総会       平成２４年５月２４日（木） 

 

であることが事務局より報告され、１３時４５分に閉会となる。 

 以 上 



－ 17 － 

◆第４回 理事会 平成２４年１月２３日（月） 

 

出 欠 状 況 ：理事総数 ２３名 内代理を含む出席理事 １３名 委任状 １０名 計 ２３名 

◎出席理事氏名：國分勘兵衛・北見 賢（代理 清水宣和）・後藤雅治・中嶋隆夫（代理 

田口耕輝）・田中茂治・堀井壯一郎（代理 成田祐一）・濱口泰三・足立 誠

（代理 勝山元春）・津久浦慶之（代理 湯浅正男）・宗像善昌（代理 

小林由朗）・長原光男（代理 金子 稔）・加藤武雄（代理 福島和成）・

奥山則康 

◎委任状出席理事：村山圭一・堀内 琢夫・上田 弘・松川 隆志・永津 邦彦・荒木 章・

中村成朗・竹内克之・本村道生・出森義人 

 

議 案  第１号議案  平成２４年度年初収支暫定予算の件  

     第２号議案  その他 

 

定刻、事務局より開会の案内と本日の出欠状況を報告。理事会の成立を確認。 

正・副会長いずれも代理出席なので、定款第１４条３項に基づき議長として、専務理事の就任

の是非について諮ったところ、異議なく承認されたので奥山則康専務理事が議長席に着席した。 

 議長は直ちに議事録署名人として、田口理事代理と湯浅理事代理を指名し、了承を得たので

議事に入った。 

 

第１号議案  平成２４年度年初収支暫定予算の件 

                   

議長より資料の予算案と策定経緯について説明し、さらに事前に各理事・監事に質疑と賛否

を問うた結果、全員質問もなく異議もなく賛成との回答文書を得ている旨の報告を行った。こ

こで改めて出席者に賛否、質疑を問うたが、異議なく承認された。 

 

 尚、この暫定予算は５月に予定されている総会において議決される平成２４年度収支予算に包

含される事も併せて確認した。 

 

第２号議案  その他 

          

 議長より出席者に問題提起の有無を諮ったが、何もなかった。 

 

 以上で、予定の議題の審議が終了したので議長より閉会を告げた。 

以 上 
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平成２４年度 年初収支暫定予算 

（自平成２４年４月１日～至平成２４年５月２４日） 

 

１．収入の部 
 

大  科  目 中  科  目 金    額（円） 

 会費収入  会員会費収入 ９ ,０５０ ,０００  

 雑収入  雑収入 ０  

 当期収入合計  ９ ,０５０ ,０００  

 前期繰越収支差額  ２５ ,３３６ ,７０６  

 収入合計  ３４ ,３８６ ,７０６  
 

２．支出の部 
 

大  科  目 中  科  目 金    額（円） 

 事業費 
 調査研究事業費 ４,８００,０００ 

 知識啓発事業費 １,１５０,０００ 

 管理費 

 人件費 ２,４００,０００ 

 会議費 ５００,０００ 

 事務諸費 １,８００,０００ 

 当期支出合計  １０,６５０,０００ 

 当期収支差額     △１,６００,０００ 

 次期繰越収支差額      ２３,７３６,７０６ 

 

議案内容について 

 

 定款第３９条により平成２４年度年初（平成２４年４月１日より平成２４年５月２４日（総会開催予

定日）まで）収支暫定予算を次の如き立案方針で策定致しました。 

 

 収入の部でありますが、前期からの繰越分については平成２３年度予算の翌期繰越金額としま

した。 

会費収入については、当局の指導に基づき、平成２３年度実績（９月末）額の「１２分の２（２

ヶ月分の意）」としました。 

 

 支出については、調査研究費・知識啓発事業費ともに平成２３年度実績を参考とし推計しまし

た。 

 人件費については、平成２４年度見込み額にて算出しました。 

 会議費と事務諸費については、２３年度実績（２ヶ月間）を参考として算出致しました。 

             以 上 
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[正副会長会議] 

定例的に理事会の前に年２回（４月、１１月）開催した。また専務理事から会長に毎月定例的

に活動状況について業務報告を行いご意見をいただいた。 

 

◆第１回 正副会長会議 平成２３年４月２１日（木） 

当日開催される理事会の運営についての内容確認が主な議案であったが、今回は公益法人制

度改革への対応や定款変更に関する件など重要な議案もあり、また震災に関する件や電力節電

抑制策等について、それぞれ意見交換を行い共通認識をもって理事会に臨んだ。 

 

◆第２回 正副会長会議 平成２３年１１月８日（火） 

当日開催される理事会の運営内容について確認を行ったが、理事会に先立ち公正取引委員会

企業取引課より取引の適正化に向けて要請を受けたことに関し説明が行われることを確認した。 

 

 

本 部 事 業 活 動 

 

［政策委員会・食品取引改善協議会］ 

 

◆第１回 平成２３年５月１０日（火） 

平成２３年度第１回目の政策委員会・食品取引改善協議会を５月１０日（火）午前１０時から日

本橋精養軒会議室にて開催した。 

主要議題は、４月２１日に開催された理事会の内容の情報共有化や当日行われる賛助会員幹事

店会の運営内容の確認であったが、平時の在庫保有のあり方や納品日付の見直し、電力節電抑

制策等の大震災後の業界影響についても意見の交換を行った。 

また一部委員の交替もあり、あらためてこの委員会が協会における組織の枢軸的機能である

ことを確認した。 

 

◆第２回 平成２３年１０月２６日（水） 

平成２３年１０月２６日（水）午前９時半より当協会会議室に於いて開催。主要議案は上半期を

終了しての事業活動総括と下半期の活動に向けての事案検討であった。 

＊主要上半期活動報告 

① 公正取引委員会からの「食料品卸売業者と食料品製造業者との取引の適正化について」

（要請） 

② 農林水産省の組織再編について 

③ 枝野経産大臣との流通懇談会の開催について 

④ 上半期の会員動向について 

⑤ 役員の異動について 

⑥ 公益法人制度改革への対応状況について 

⑦ ２０１１年度環境自主行動計画に関する調査票の提出について 
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⑧ 節電抑制計画の実施状況につい（電力総使用量報告） 

⑨ 平成２４年度税制改正要望について 

⑩ 食品リサイクル法の業界ヒアリングについて 

⑪ 酒類卸免許の要件緩和について 

⑫ 物流問題研究会報告 

⑬ 異業種交流委員会の今後の運営について 

⑭ 今後の日程案について 

 

◆第３回 平成２３年１１月１５日（火） 

平成２３年１１月１５日（火）午前１０時より精養軒日本橋店会議室に於いて開催。 

主要な議案は１１月８日（火）に行われた正・副会長会議並びに理事会の内容についての報告

であったが、特にその中で先般の公正取引委員会からの「食料品卸売業者と食料品製造業者と

の取引の適正化」についての要請を受けて、今後業界としてどのように対応するかについて検

討を行い、会員各位には協会の周知の徹底を優先して行うことした。 

また当日行われる賛助会員幹事店会の運営について確認を行った。 

 

◆第４回 平成２４年３月２３日（金） 

午後３時より日食協会議室にて開催。 

主要な議題は、平成２３年度の事業総括と平成２４年度の事業計画案及び実施計画案についての

審議検討であったが、新年度から一般社団法人としての事業活動になることか新定款を確認し

今後のガバナンスについて共通認識をもった。 

また食品流通の現状の課題について意見交換を行い、賛助会員幹事店会の議題についての方

向性を確認した。  

 

[賛助会員幹事店会] 

 

◆第１２回 賛助会員幹事店会 平成２３年５月１０日（火） 

第１２回賛助会員幹事店会を５月１０日（火）午前１１時３０分より日本橋精養軒会議室にて開催

した。 

会議は、冒頭当協会の政策委員長中嶋隆夫氏（（株）菱食）と賛助会員幹事企業を代表して小

原利郎氏（味の素（株））からご挨拶をいただいた後、事務局の司会進行で議事に入った。 

議題は、（１）平成２３年４月２１日開催の理事会報告として、①平成２２年度事業活動報告 ②一

部役員改選について ③公益法人制度改革への対応状況について 等を報告。 

ついで、（２）意見交換テーマとして ①市場・流通構造の変化に伴う協働体制として、新た

な製・配・販連携について ②流通業界を取り巻く各種経営環境の変化と優先的対応策につい

て参加賛助会員幹事企業から発表をいただき意見の交換を行った。 

 

大震災以降、卸の品揃えや物を届ける配送力が評価され、また加工食品の価値の見直し等か

ら製配販の新たな取り組みの機運があり、様々な連携策について活発な意見が交わされた。 

特に納品日付の緩和問題は、今後の電力節電抑制策とも絡み、重要な課題であるが、メーカ
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日本加工食品卸協会「一般社団法人」への移行について 

ーにおいては賞味期限の安全係数の見直しを優先してやって頂きたく要請した。 

次回開催を平成２３年１１月１５日（火）に予定して閉会とした。 

 

◆第１３回 賛助会員幹事店会 平成２３年１１月１５日（火） 

平成２３年１１月１５日（火）午前１１時３０分より精養軒日本橋店会議室に於いて、第１３回賛助会

員幹事店会を開催した。 

会議は、冒頭に当協会を代表して政策委員長 中嶋隆夫氏（三菱食品（株））と賛助会員幹事店

１３社を代表して梅澤忠徳氏（味の素（株））からご挨拶をいただいた 

ついで事務局の司会進行で議事に入り、最初に１１月８日（火）に開催した理事会の概要につ

いて事務局から報告を行った。 

次に、本日の意見交換テーマに入り、「ＴＰＰ問題の業界に与える影響について」出席の賛助

会員幹事企業全員からご発言をいただいた。現在我が国はＴＰＰ交渉に向けて関係国と協議に入

るという局面の中で詳しい内容を把握することは難しい状況ではあるが、またメーカーさんの

製造するカテゴリーによっても影響力の違いあるものの「ＴＰＰ問題」に対する業界の本質的課

題を理解する上で大変貴重なご意見うかがうことができた。 

 

 

 

－社団法人 日本加工食品卸協会－ 

 

     会長 國分 勘兵衛  

 

 

当協会活動につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、公益法人制度改革については、２００８年１２月に「民による公益の増進」を目指し

た新しい法律が施行され、現在、民法制定以来１００年以上を経て、初めての改革が進めら

れております。この新法により、これまでの社団法人は、公益活動の有無に係らず法人格

を取得できる「一般社団法人」への移行、または公益事業を行い、かつ、高度なガバナン

スを要求される「公益法人」との、いずれかの移行が義務付けされることになりました。 

当協会は、会員ならびに理事の総意のもと、まずもって「公益社団法人」への移行を優

先すべく一昨年認定申請を行いましたが、残念ながら不認定となりました。したがいまし

て改めて「一般社団法人」へ移行すべく準備・申請をおこなって参りましたが、本年３月

２２日、内閣総理大臣より、「一般社団法人」への移行が認可されました。 

これを受けて、当協会は、本年４月１日に、「一般社団法人 日本加工食品卸協会」へ

移行するはこびとなりました。 

今後とも、当協会は、この公益法人制度改革の理念にもとづいて、事業活動に取り組み、

食品産業の発展と国民生活の向上に注力して参る所存でございます。引き続き、皆様方よ

りご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 
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－３月２２日－ 

 

 

 

 

内閣府公益認定等委員会から認可書交付 
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一般社団法人日本加工食品卸協会定款 

 

                            平成２４年４月１日より施行 

 

第１章  総   則 

 

（名 称） 

第１条 この法人は、一般社団法人日本加工食品卸協会（以下「協会」という。）と称し、そ

の英文名を、JAPAN PROCESSED FOODS WHOLESALERS ASSOCIATION とする。 

 

（事務所） 

第２条 協会は、主たる事務所を東京都中央区に置き、従たる事務所を理事会の決議によって

必要な地に置くことができる。 

 

第２章  目的及び事業 

（目 的） 

第３条 協会は、加工食品流通の近代化・効率化に関する調査研究、加工食品の卸売業の構造

改善の促進、加工食品に関する知識の普及啓発等を行うことにより、加工食品流通の近代

化と経営の合理化を図り、もって、加工食品の安定供給と国民生活の向上に資することを

目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 加工食品流通の近代化・効率化に関する調査研究及びその成果の普及 

 (2) 加工食品の卸売業の構造改善に関する事業の実施及び指導 

 (3) 加工食品に関する知識の普及啓発及び業界の課題に関する見解の提示 

 (4) 加工食品の卸売業の経営者及び従業員の教育研修 

 (5) その他協会の目的を達成するために必要な事業 

 

２ 前項の事業は、日本全国で行うものとする。 

 

第３章  会   員 

（法人の構成員） 

第５条 協会の会員は、加工食品流通の近代化及び効率化に日常的且つ積極的に関連する健全

な事業者であって、次条の規定によりこの協会の会員となった者をもって構成する。 

 

２ この協会に次の会員を置く。 

(1) 正会員 本協会の目的及び事業に賛同して入会した加工食品卸売業を業とする法人 

(2) 事業所会員 正会員の登録された出先機関の事業所 
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(3) 賛助会員 本協会の目的及び事業に賛同して入会した食品製造業及び加工食品流通に

関係する食品製造業以外の業種 

(4) 団体賛助会員 本協会の目的及び事業に賛同して入会した食品製造業及び加工食品流

通に関係する団体 

 

（会員資格の取得） 

第６条 協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認

を受けなければ ならない。 

 

２ 前条の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

 

（経費の負担） 

第７条 協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員

は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 

 

（任意退会） 

第８条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退

会することができる。 

 

（除 名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名

することができる。 

(1) この定款その他の規則に違反したとき。 

 (2) 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

（会員資格の喪失） 

第 10 条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を

喪失する。 

 (1) 第７条の支払義務を１年以上履行しなかったとき。 

 (2) 総正会員が同意したとき。 

 (3) 当該会員が解散したとき。 

 

 

第４章  総   会 

（構 成） 

第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 

２ 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 
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（権 限） 

第 12 条 総会は、次の事項について決議する。 

 (1) 会員の除名 

 (2) 理事及び監事の選任又は解任 

 (3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準 

 (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認 

 (5) 定款の変更 

 (6) 解散及び残余財産の処分 

 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開 催） 

第 13 条 総会は定時総会として毎年１回事業年度終了後３ヶ月以内に開催するほか、必要があ

る場合に臨時総会を開催する。 

 

（招 集） 

第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。 

 

２ 総正会員の議決権の５分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的で

ある事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

 

（議 長） 

第 15 条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。 

 

（議決権） 

第 16 条 総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 

 

（決 議） 

第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正

会員の議決権の過半数をもって行う。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権

の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

 (1) 会員の除名 

 (2) 監事の解任 

 (3) 定款の変更 

 (4) 解散 

 (5) その他法令で定められた事項 

 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わな

ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、
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過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任す

ることとする。 

 

（書面又は代理人による議決権の行使） 

第 18 条 総会に出席できない正会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができ

る。 

 

２ 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。 

３ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。 

４ 第１項の規定により議決権を行使する者は、当該総会に出席したものとみなす。 

 

（議事録） 

第 19 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 

２ 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第５章  役 員 等 

（役員の設置） 

第 20 条 協会に、次の役員を置く。 

 (1) 理事  ２０人以上 ２５人以内 

 (2) 監事  ２人又は３人 

 

２ 理事のうち１名を会長、３名を副会長、１名を専務理事とする。 

３ 前項の会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事

とし、専務理事をもって同法第 91 条第１項第２号の業務執行理事とする。  

 

（役員の選任） 

第 21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

 

２ 会長及び副会長並びに専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

３ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族（これらの者に準ずるもの

として当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。）である理事の合計数が、理

事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。また、監事につ

いても同様とする。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 
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３ 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、理事会において別に定める順序により、

会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 

４ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統括して業務を処理する。 

５ 会長・副会長及び専務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務

の執行の状況  を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。 

 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産

の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第 24 条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結の時までとする。 

 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

３ 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務

を有する。 

 

（役員の解任） 

第 25 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

（役員の報酬） 

第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会にお

いて定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定し

た額を報酬等として支給することができる。 

 

（名誉会長及び顧問） 

第 27 条 協会に、任意の機関として、名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。 

 

２ 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。 

(1) 会長の相談に応じること 

 (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること 

３ 名誉会長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 

４ 名誉会長及び顧問の報酬は、無償とする。 

 

 



－ 29 － 

第６章  理 事 会 

（理事会の構成等） 

第 28 条 協会に理事会を置く。 

 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権 限） 

第 29 条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) 協会の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 会長及び副会長並びに専務理事の選定及び解職 

 

（招 集） 

第 30 条 理事会は、会長が招集する。 

 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 

 

（決 議） 

第 31 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満

たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 

２ 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第７章  委 員 会 

（委員会） 

第 33 条 会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を

経て、委員会を置くことができる。 

 

２ 委員は、理事会の承認を得て、専門的な知識を有する者のうちから、会長が委嘱する。 

３ 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 
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第８章  会 計 

（事業年度） 

第 34 条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月 31 日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第 35 条 協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、

会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とす

る。 

 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くもの

とする。 

 

（事業報告及び決算） 

第 36 条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第１号及び第２号の

書類についてはその内容を報告し、第３号から第５号までの書類については承認を受けな

ければならない。 

 (1) 事業報告 

 (2) 事業報告の附属明細書 

 (3) 貸借対照表 

 (4) 正味財産増減計算書 

 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

 

２ 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置きするとともに、定款及び会

員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。 

  

（剰余金の分配） 

第 37 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

 

第９章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第 38 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

（解 散） 

第 39 条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（残余財産の処分） 

第 40 条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方
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公共団体に贈与するものとする。 

 

 

第１０章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 41 条 この協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

 

附    則 

 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項に

おいて読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から施

行する。 

 

２ 協会の最初の会長は、國分勘兵衛、副会長は後藤雅治、濱口泰三、田中茂治とする。 

 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において読み替

えて準用する同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立

の登記を行ったときは、第３４条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の

末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 
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2011 年度 

(社)日本加工食品卸協会の環境自主行動計画に 

ついての調査票提出の内容骨子(2010.4～2011.3) 

[環境数値算定標準化協議会] 

 

平成２３年１０月２日（水）午前９時３０分より、日食協会議室において開催し、農林水産省食

料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室に提出する２０１１年度（２０１０．４～２０１１．３）

の「環境自主行動計画」の環境数値について内容の確認を行った。 

温暖化対策については、輸配送の特定荷主部門はデフレ基調の継続から取扱商品の単価下落

傾向に歯止めかからず、取扱高に比し輸配送の回数と配送距離が増加し、また夏季の猛暑の影

響からエネルギー使用量及びＣＯ２排出量が増加した。しかしエネルギー消費原単位とＣＯ２排出

原単位は改善値をキープした。一方、事業場部門の特定事業者では、猛暑の影響から使用面積

は減少する中で、エネルギー消費量、原単位ともに悪化した。 

廃棄物対策では、今回初めて７社の定期報告事業者から食品廃棄物排出量と再資源化量及び

再資源化率を提出いただき貴重な業界の環境数値をまとめることができた。 

 

－環境数値算定標準化協議会・環境問題対応ＷＧ－ 

＊社団法人 日本加工食品卸協会の会員数   正会員     １４１名 

                          （平成２３年３月末現在）  

Ⅰ．温暖化対策（ＣＯ２排出抑制対策） 

① 特定荷主（輸配送部門） 

 ・フオローアップに参加している会員卸数及び売上高（倉出売上高他） 

                        １２社 ６８,０９０億円 

 ・フオローアップカバー数 正会員の８.５％（１２社／１４１社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分・日本アクセス・日本酒類販売・マルイチ産商・

三井食品・明治屋商事・ヤマエ久野・菱食・リョ－ショクリカー） 

 ②特定事業者（事業場部門） 

 ・フオローアップに参加している会員卸数及び使用面積（延床） 

                        １７社 ４,３４２,８８６㎡ 

 ・フオローアップカバー数  正会員の１２.１％（１７社／１４１社） 

（旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・関東国分・国分・佐藤・昭和・トーカン・日本アクセ

ス・菱食・日本酒類販売・藤徳物産・マルイチ産商・三井食品・明治屋商事・ヤマエ久野・

ユアサフナショク） 

 

 

（提出先：農林水産省食品産業環境対策室） 
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１．自主行動計画における目標 

 

各企業活動に伴うエネルギー消費量・原単位を基準年度２００６年度に対し、２０１１年度に

於いて事業所毎に９５％の水準にすることを目標とする。 

 

２．目標達成のための取り組み 

 （特定荷主） 

  ・着荷主との取引慣行の見直し 

  ・物流センターの統廃合 

  ・配送委託先ドライバーに対するエコドライブの啓発・推進 

・積載効率良化のための配送頻度の見直し 

・燃費改善取組のための運行指導の継続実施 

・配送効率向上につながる業務改革の継続 

・配送の効率化を目指して同業他社に対する共同配送の提案と実施 

 

（特定事業者） 

・｢管理基準」の運用徹底 

・使用エネルギーの見える化推進 

・デマンド管理システムの導入 

・窓ガラスへの遮光フィルムの導入 

・ＯＡ機器、照明器具等の省エネ機器への変更 

・パソコンの省電力設定、離席時のノートパソコンの蓋締め  

・空調の効率運転、設定温度の調整 

・１０年以上経過した空調機器の更新 

・不要時間照明消灯の徹底やエレベーターの使用削減 

・クールビズの導入 

・ボイラーのエネルギー転換（Ａ重油⇒都市ガス） 

    

３．エネルギー消費量・ＣＯ２排出量の実績 

＊（特定荷主） 

 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年度 

・生産高 

（倉出売上高他） 
５５,５４６億円 ６５,３５５億円 ６６,３８５億円 ６６,０７９億円 ６８,０９０億円 

・エネルギー消費量 

（原油換算ｋｌ） 
１３０,２００ｋｌ １４２,５７６ｋｌ １３７,９５２ｋｌ １３４,７２６ｋｌ １３８,５１７ｋｌ 

・エネルギー消費量原単位 

（原油換算／億円） 
２.３４ ２.１８ ２.０８ ２.０４ ２.０３ 

・ＣＯ２排出量 

（ｔ–ｃｏ２） 
３４５,７８６ ３７８,３７１ ３６６,２２６ ３５７,５９２ ３６７,２４０ 

・ＣＯ２排出原単位 

（ｔ－ｃｏ２／億円） 
６.２３ ５.７９ ５.５１ ５.４１ ５.３９ 
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＊（特定事業者） 

２００８年度は参考数値として以下の１０社の環境数値を算定 

エネルギー消費量（原油換算ｋｌ）１３８,１６７ｋｌ・ＣＯ２排出量 ２７８,４６２（ｔ-ＣＯ２） 

(旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・国分・日本アクセス・日本酒類販売・三井食品・明治

屋商事・菱食・リョーショクリカー） 

 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 

・使用面積 ― ４,４００,２４０㎡ ４，３４２,８８６㎡ 

・エネルギー消費量（原油換算ｋｌ） １３８,１６７ｋｌ １３７,３４７ｋｌ １４５，５４７ｋｌ 

・エネルギー消費量原単位％（原油換算／使用面積）  ３.１２０ ３.３５０ 

・ＣＯ２排出量  （ｔ-ＣＯ２） ２７８,４６２ ２４０,８２７ ２３４,９０４ 

・調整後ＣＯ２排出量  ２０５,０２７ ２０５,１７９ 

・ＣＯ２排出原単位（ｔ-ＣＯ２／使用面積）  ０.０５４７ ０.０５４１ 

・調整後ＣＯ２ 排出原単位 ― ０.０４６６ ０.０４７２ 

 

【２０１０年度の排出量増減の理由】 

（特定荷主） 

・２０１０年度における加工食品卸売業界は取扱商品の単価の下落傾向が継続し、取扱高の伸び以

上に物量が伸びため、輸配送の回数と配送距離が増加した。また夏季の猛暑の影響から重量

の重い飲料水の取り扱いが増加し、エアコン稼動時間が大きく伸びて燃料使用量が増えた。

更には東日本大震災の影響から移送距離が増加してエネルギー使用量が増加した。こうした

マイナス要素が多い年度ではあったが不採算取引の是正と内部コストの圧縮等により体質改

善に取り組み、量から質への転換を加速させ、エネルギー消費量及びＣＯ２排出量は増加した

が、エネルギー消費量原単位及びＣＯ２排出原単位においては改善値をキープした。 

（特定事業者） 

・猛暑の影響もあり２００９年度対比で使用面積は減少するもエネルギー消費量、原単位ともに悪

化する。  

  

４．クレジット等の活用状況と今後の予定 

・自主行動計画に参画している事業者のうち１社は、２００９年～２０１２年オフセットクレジット

制度 Ｊ-ＶＥＲに基づいた温室効果ガス吸収プロジェクトにより１０００ｔ強のＣＯ２クレジットを

創出する計画を進めている。 

 

５．森林吸収に関して 

・自主行動計画に参画している事業者のうち１社は、関係者が保有する三重県松阪市の山林をＪ

-ＶＥＲの間伐促進型プロジェクトとして認証を受け手入れを進めています。その山林は、森

林吸収の観点だけではなく生物多様性の面も考慮に入れて管理を行っています。 
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Ⅱ．廃棄物対策  

１．自主行動計画における目標 

 

事業所毎に発生する廃棄物の発生量を抑制して、減量化し、一層の再資源化を進めて、

排出物の削減に努める。 

   

２．目標達成のための主要な取り組み 

・事務消耗品の廃棄物（特に書類）の発生を極力抑制 

・コピー紙の両面印刷及び縮小使用による使用量の削減、書類の裏面再活用や社内封筒の複数

活用の推進 

・電子化による紙類の使用減を図る 

・分別収集による資源リサイクルの推進 

・過剰梱包材・配送資材の廃止依頼 

・流通管理による商品の不良化防止と廃棄処分の減量化 

・「食品リサイクル法」のリサイクル率達成に向けて廃棄物管理の徹底 

① 電子マニュフエスト化による「見える化」促進 

② 廃棄物処理ルートの見直し 

 

３．２０１０年度に実施した廃棄物対策の事例、効果 

・２００７年度に弊協会が作成した「改正食品リサイクル法への対応ガイドライン」「産業廃棄物

の処理について」の改訂版を活用した啓蒙・普及活動 

４．廃棄物・再資源化量の実績 

【廃棄物排出量】 

① ＯＡ用紙使用量数値提出企業 ７社 合計 

           ２００７年度実績 ８７０.９ｔ 

           ２００８年度実績 ９８４.７ｔ 

           ２００９年度実績 ８３１.６ｔ 

           ２０１０年度実績 ９４０.３ｔ 

（伊藤忠食品・加藤産業・国分・三井食品・明治屋商事・ヤマエ久野・菱食） 

                                   

② 食品廃棄物排出量と再資源化量及び再資源化率提出企業 ７社 合計 

 （排出量） （再資源量） （再資源化率） 

２００９年度実績 １,３５８ｔ ６３９ｔ ４７.０％ 

２０１０年度実績 １,３８４ｔ ７８４ｔ ５６.６％ 

（加藤産業・国分・日本アクセス・トーカン・藤徳物産・マルイチ産商・菱食） 

                                   以 上 
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食品産業における環境自主行動計画(２０１０年度実績） 

  

－農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課－ 
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食品リサイクル法による発生抑制 
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[執行運営委員会] 

 

◆第１回 ４月１３日（水） 

１５時より開催。議案は、①平成２３年度事業計画について ②平成２３年度収支予算案 ③夏

季の電力需給対策について（「業界自主行動計画」） 

 

◆第２回 ５月６日（金） 

１５時より開催。議案は、①理事会報告 ②電力節電抑制策について ③ＴＰＰについて④定時

総会の開催について ⑤支部総会の開催予定 

 

◆第３回 ６月８日（水） 

１６時より開催。①定時総会の開催について ②電力節電抑制策について ③山陽マルナカに

対する課徴金の適用について 

 

◆第３回 ７月８日（金） 

１４時３０分より開催。①農林水産省との情報交換会（米トレサ法施行後の状況について、大震

災時における食料の緊急支援の課題について） ②平成２２年度食品産業における取引慣行の

実態調査について ③食品流通に係る取引の適正化の推進について ④製・配・販連携協議会

の運営について  

 

◆第４回 ９月７日（金） 

１５時から開催。①農林水産省の組織改編について ②電気の使用制限の緩和について ③一

般社団法人の定款について ④２０１１年度の環境自主行動計画の環境数値概要 ⑤平成２３年度

情報システム研修会の内容について ⑥物流問題研究会の実践テーマについて（小売業との納

品与件緩和の議論） ⑦製・配・販連携協議会及び日本ＴＣＧＦの運営について 

 

◆第５回 １０月１３日（金） 

１５時から開催。①枝野経済産業大臣との流通業界との懇談会について ②平成２２年度環境自

主行動計画についての調査票骨子 ③異業種交流委員会の今後の運営について ④平成２４年

度税制改正等に関する要望書について ⑤物流問題研究会の実践テーマの報告 ⑥製・版・販

連携協議会及び日本ＴＣＧＦの運営について ⑦賛助会員幹事店会の議案内容について ⑧「高

齢者向け加工食品取扱に関する調査」について ⑨「国民生活産業・消費者団体連合会」説立

について 

 

◆第６回 １２月６日（火） 

１６時から開催。①放射性物質の基礎知識 ②ＴＰＰの業界における影響について ③公正取引

委員会からの取引適正化に関する要請について ④製・配・販連携協議会及び日本ＴＣＧＦ会の

運営について 
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◆第７回 １月２３日（月） 

１５時から開催。①臨時理事会開催 ②公益法人制度改革への対応状況 ③食品中の放射性物

質に係る新基準値に設定について ④「これからの環境対策を考えるシンポジウム」について 

⑤「加工食品卸売統計調査」の依頼について ⑥平成２４年度の主要事業計画について  

 

◆第８回 ２月２９日（水） 

１５時から開催。①公益法人制度改革への対応状況 ②平成２４年度事業計画及び実施計画につ

いて ③暫定「環境自主行動計画」について ④「公正取引に関する研修会」の開催について 

⑤「加工食品卸売統計調査」の依頼について ⑥酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一

部改正」案について 

 

◆第９回 ３月２７日（火） 

１５時から開催。①公益法人制度改革への対応について ②食品に含まれる放射性物質の新基

準値と対応について ③「公正取引に関する研修会」について ④暫定「環境自主行動計画」

について ⑤製・配・販連携協議会及び日本ＴＣＧＦの運営状況について ⑥平成２４年度各委員

会・研究会・Ｗ／Ｇ・ＰＪのエントリーについて ⑦賛助会員幹事店会の意見交換テーマについて 

⑧商談書見積書の標準化について 
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(資料) 

電力需要抑制の対策について 
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食料品卸売業者と食料品製造業者との取引の適正化について(要請） 
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食品中の放射性物質の新基準値の対応について 
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平成２３年度加工食品卸売統計調査 

 

　　　　平成２３年度加工食品卸売統計調査
　　　　　［社］日本加工食品卸協協会

　　　単位＝百万円･％

9,086,380 102.36% 8,876,947

3,963,578 103.98% 3,812,033

2,598,100 99.00% 2,624,380

156,559 92.34% 169,548

782,733 101.44% 771,598

987,426 106.40% 928,044

597,984 104.66% 571,344

2,503,843 103.29% 2,424,061

6,455,899 102.06% 6,325,811

126,638 99.66% 127,075

◆会員卸企業数　　　　　１３５社

◆統計調査参加企業数　　　７３社

［参加企業内訳］

［北海道支部］　６企業

・ｼｭﾚﾝ国分㈱・岩田醸造㈱・日本ｱｸｾｽ北海道㈱・㈱北海道ﾘｮｰｼｮｸ・北海道酒販㈱・㈱スハラ食品

［東北支部］　　　５企業

・佐藤㈱・㈱山形丸魚・東北国分㈱・㈱福島リョーショク・丸大堀内㈱

［関東支部］　　２４企業

・三菱食品㈱・三井食品㈱・日本酒類販売㈱・㈱日本アクセス・国分㈱・川商フーズ㈱・㈱三幸

・㈱住商フーズ・東京国分㈱・㈱関東リョーショク・㈱新潟リョーショク・新潟国分㈱・㈱平喜

・ユアサ･フナショク㈱・㈱千葉リョーショク・国分ﾌｰﾄﾞｸﾘｴｲﾄ東京㈱・常洋水産㈱・ヤマキ㈱

・㈱石津屋・関東国分㈱・廣屋国分㈱・㈱中村屋・コンタツ㈱・㈱サンヨー堂

［東海支部］　　　４企業

・三重国分㈱・㈱トーカン・㈱岐阜リョーショク・㈱昭和

［北陸支部］　　　７企業

・カナカン㈱・㈱北陸リョーショク・マルコク㈱・北陸国分㈱・㈱田中與商店・北陸中央食品㈱

・石川中央食品㈱

［近畿支部］　　　７企業

・加藤産業㈱・伊藤忠食品㈱・ヤタニ酒販㈱・㈱飯田・㈱飯田リョーショク・兵庫国分㈱・㈱ヒメカン

［中国支部］　　　６企業

・藤徳物産㈱・西中国国分㈱・山陰国分㈱・東中国国分㈱・サンリック国分㈱・中村角㈱

［四国支部］　　　３企業

・旭食品㈱・㈱四国リョーショク・四国国分㈱

［九州・沖縄支部］　　１１企業

・コゲツ産業㈱・亀井通産㈱・平林食品㈱・長崎国分㈱・ヤマエ久野㈱・㈱青木・㈱大分リョーショク

・佐賀食品㈱・㈱隅倉・大分国分㈱・南九州国分㈱

　　　　　２０１２.０４．０２　　以上　７３企業

２２年１～１２月

酒   　　　 類

２３年１～１２月 前年比

常　　温　　品

冷　　凍　　品

総卸売上高

菓　　子　　類

冷　　蔵　　品

そ　　の　　他

卸　　　　  売

直　　　　　販

メーカー ・ 他

品群別 卸売上高

業態別 卸売上高
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[食育に関するワーキング・グループ] 

平成１９年３月に初版を発行した「食育と食育選択のためのハンドブック」の改訂版を発行し

た。今回は消費者庁の設置や米トレサ法の施行や改正された関連法の内容等を盛り込み、ハン

ドブックテストも追加して再編纂を行った。 

また協会のＨＰを活用して消費者もハンドブックテストが受けられるような環境を整備した。 

 

[環境問題対応ワーキング・グループ（Ａ・Ｂ）] 

Ａチームは、廃棄物対策として食品リサイクル法の食品廃棄物等の発生抑制の業界目標値設

定のため、定期報告書から実態値を算出し、行政のヒアリングに対応して検証し、食料・飲料

卸売業（飲料を中心とするものを除く）の目標値の設定につなげた。 

Ｂチームは、温暖化対策として暫定「環境自主行動計画」の基本的スタンスの中で事業所毎

にエネルギー消費原単位を基準年度２０１１年度に対し、２０１６年度においては９５％の水準とする

目標値を設定、また二酸化炭素排出量の削減対策をオフィス活動と物流活動に分けて具体的取

り組み活動をまとめた。 

東京電力管内と東北電力管内において「節電の１５％削減の自主行動計画」を策定し、５月か

ら９月までの期間、特定事業者に指定された１５企業合計の電力使用量の結果をＨＰで公表した。

結果は使用量の大きな８月、９月に１５％削減をクリアしたことから５月から９月までの累計に

おいても削減目標値を達成して着地した。 

 

 

[ＥＤＩワーキング・グループ] 

「流通ＢＭＳ」の本格的普及拡大を迎えて、卸・小売間のシステム課題の情報交換や不定貫商

品のＥＤＩ運用、着荷日についての運用ルール、販促金の支払いデータにおけるマイナス符号の

運用等について意見交換を行った。 

また酒類・食品業界標準化推進会議で「ＧＴＩＮ」を活用したＥＤＩの普及に向けてのガイドラ

インを３種類取りまとめたので、この情報を会報に掲載すべく整理した。 

 

[税務問題対応ワーキング・グループ] 

平成２４年度の税制改正で要望する事案について検討し、最終的には前年度と同様の内容で要

望案をとりまとめ主務官庁に提出した。 

ワーキング・グループ活動報告 
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（ワーキング・グループ活動資料） 

 

 

日食協 ＨＰ 

http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/shokuiku/index.html

http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/shokuiku/index.html
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業界における節電への取り組み 

－環境数値算定標準化協議会・環境問題対応Ｗ・Ｇ－ 

東日本大震災が起きた３月１１日以降、原子力エネルギーが充分機能しない状況の中で５月に

政府から不測の事態を防ぐため東京電力管内、東北電力管内、そして６月には関西電力管内と

まさに日本中でドミノ倒しのように節電を求められ、企業、家庭ともに１５％の節電が求められ

ました。 

特に契約電力が５００ＫＷｈの「大口需要家」は「電気事業法２７条に基づく使用制限」の対象と

なり、数値が達成できない場合は、罰則が適用され、事業所名の公表と罰金の対象になります。

弊協会の調査によると両管内における対象拠点は４企業２４拠点が存在しました。 

これらを踏まえて弊協会としては「節電の１５％削減の自主行動計画」を策定し、５月から１０

月までの期間、特定事業者に指定された１５企業合計の電力使用量の結果をＨＰで公表すること

としました。 

また大口契約物流拠点については食のライフライン維持のため、農林水産省、経済産業省と

粘り強く交渉を行い、定温・冷蔵設備を持つ４企業１１拠点については社会的重要性の高い産業

分野と並んで特例措置が講じられ１５％節電のところを１０％免責され５％の節電目標となりま

した。卸物流の供給先が広範に渡り国民生活を支えるために極めて重要であると行政が認識し

た結果でありました。 

電力使用量の結果は、表のごとく使用率の高い、８月、９月がいずれも１５％削減の目標をク

リアしたことから５月から９月までの累計においても目標を達成して着地することができまし

た。業界の底力を感じたところです。省エネ イコール 省コストでもありますので、この夏の

節電の成果を活用してより業界の競争力を強化していくことにつなげたいものです。 

         [社]日本加工食品卸協会　特定事業者　電力総使用量報告書

             （対象企業：旭食品・伊藤忠食品・加藤産業・関東国分・国分・佐藤・昭和・トーカン・日本アクセス
             ・日本酒類販売・マルイチ産商・三井食品・三菱食品・明治屋商事・ユアサフナショク　以上15企業）

電力会社 実績値 実績値 実績値

年／月 目標 実績 目標値 目標 実績 目標値 目標 実績 目標値

2011／05 12,440,029 13,754,430 110.6% 2,263,732 2,382,245 105.2% 14,703,761 16,136,675 109.7%

累計 12,440,029 13,754,430 110.6% 2,263,732 2,382,245 105.2% 14,703,761 16,136,675 109.7%

2011／06 14,977,854 15,657,355 104.5% 2,444,584 2,622,521 107.3% 17,422,438 18,279,876 104.9%

累計 27,417,883 29,411,785 107.3% 4,708,316 5,004,766 106.3% 32,126,199 34,416,551 107.1%

2011／07 17,767,216 18,288,558 102.9% 2,828,883 3,079,675 108.9% 20,596,099 21,368,233 103.7%

累計 45,185,099 47,700,343 105.6% 7,537,199 8,084,441 107.3% 52,722,298 55,784,784 105.8%

2011／08 20,166,725 19,415,843 96.3% 3,423,174 3,319,647 97.0% 23,589,899 22,735,490 96.4%

累計 65,351,824 67,116,186 102.7% 10,960,373 11,404,088 104.0% 76,312,197 78,520,274 102.9%

2011／09 21,922,249 18,750,631 85.5% 3,494,218 3,210,001 91.9% 25,416,467 21,960,632 86.4%

累計 87,274,073 85,866,817 98.4% 14,454,591 14,614,089 101.1% 101,728,664 100,480,906 98.8%

       ※目標値は　前年度使用量の８５％に設定致しておりますが、一部の制限緩和拠点は前年度使用量９５％にて設定しております。

９月　９日をもって、電力制限令が解除されましたので、この報告書は９月までと致します。

合計使用量（Kｗｈ）東京電力電力使用量（Kwh） 東北電力電力使用量（Kｗｈ）
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平成２４年度 税制改正等に関する要望書 
  

 

－税務問題対応ワーキング・グループ－ 

第１ 事業者間取引における消費税の取り扱いについて 

 

総額表示の義務付けに伴う事業者間取引についての経過措置の継続適用及び税込価格へ

の変更を行う場合の端数処理の方式の統一化をお願いします。 

 

（理由） 

１．平成１６年４月１日施行の改正消費税法では、事業者間取引において経過措置として税抜

き価格を前提とした改正前の消費税法施行規則第２２条第１項の規定を当分の間みとめる

こととされております。そもそも総額表示の義務付けは、消費者に対する商品等取引価格

の表示をその対象とするものであることに加え、今後、消費税率改定や複数税率採用の可

能性を勘案した場合に、「税抜価格」を前提とした値付けについては、現行のコンピュー

タシステムでは税率を変えるだけで対応できるが、総額表示での「税込価格」を前提とし

た値付けには膨大な事務量を要する事になります。こうした事から事業者間取引は、本体

価格と消費税額を区分表示することを原則とした上記消費税法施行第２２条第１項（端数処

理）の継続適用をお願いします。 

２．消費税の転嫁は、事業者間で有利不利があってはならず、公正取引確保の観点からも、

総額表示の義務付けに伴い税込み価格の設定を行う場合の消費税の１円未満の端数処理方

法は四捨五入に統一するようお願いします。 

 

第２ 流通業務総合化及び効率化の促進に関する法律の特例措置について 

 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）に関して、加工

食品卸売業者の物流拠点施設につきましても物流業者と同様に法人税・固定資産税の特例

措置が受けられますようお願いします。 

 

（理由） 

１．加工食品卸売業者が効率的物流と環境負荷の小さい物流体系の実現を目指して自前で業

務施設を設ける場合、営業倉庫業者が物流総合効率化法の認定事業として得られる税制特

例【①所得税・法人税の割増償却５年間１０％②固定資産税・都市計画税課税標準の特例５

年間１／２（倉庫）３／４（倉庫付属設備）、５／６（港湾上屋）】が得られず、甚だ不公平

な実情にあり早期に是正をお願いします。 

１．加工食品の安定供給の確保と価格の安定を図る為には、物流体制の整備は不可欠であり、

政策課題に合致した物流施設の整備は、物流事業者のみが担っているものではなく、食品

流通を担う製・配・販３層と物流業者が必要に応じて開発投資しているものと認識され、

こうした実情に即した法律の整備が必要である。 

以上 
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[情報システム研究会] 

毎月定期的に研究会を開催し、業界内外の情報システムに関する各種団体の活動内容を共有

化し、情報システムの標準化や効率化に向けての意見交換を行った。 

また研究会の下部組織として「システム専門部会」「商品画像専門部会」「新技術検討部会」を

設置し、それぞれ専門的分野について意見交換を行い多大な成果を得た。 

毎年恒例で全国卸売酒販組合中央会と共催している「情報システム研修会」は、１０月２８日に

東京日暮里にあるホテルラングウッドにて行われた。 

 

[物流問題研究会] 

年度初めに東日本大震災における研究会参加企業の物流拠点の被災状況を確認した。 

また電力節電抑制計画については、大口需要拠点の電気使用制限に係る適用除外または規制

緩和を行政に要望すべく拠点をリスト化した。 

年度重点事業として製・配・販連携協議会と連携した活動を行うべく「小売業様との納品与

件緩和の議論」を取り上げ、実務担当者会を設置し、アンケート調査を実施した。また卸・メ

ーカー間で使用する長期休暇配送体制の確認様式を作成し普及に努めた。 

 

[商品開発研究会] 

商品開発研究会メンバー企業が共通してＦＣＰ活動で作成したＦＣＰ共通工場監査項目を活用

した工場監査ができないかどうかについて意見交換を行った。 

結論的には各社とも現状では参考程度の位置づけで考えたいとのことであった。恒例の日本

蜜柑缶詰工業組合の幹部の方と情報交換会を行い、国産蜜柑缶詰の現状について情報を共有化

した。また農林水産消費安全技術センター規格検査部からのＪＡＳ規格のヒアリングについて対

応した。 

 

[法務研究会] 

基本的に２ヶ月に１回の定期開催を継続して行い、座長は持ち回り制とし、会議の前半は債

権管理に関するテーマ、後半は流通に関した法務問題をテーマに勉強会を行った。 

主要なテーマは、「震災に係る法務問題について」「山陽マルナカに対する公正取引委員会か

らの措置命令について」「大震災に係る遅配・欠品補償について」「リース・賃貸借の契約構成

に係る諸問題について」「下請法のリスクについて」「食料品卸売業者と食料品製造業者との取引

の適正化について（要請）」「外食チェーン企業との寄託＆売買契約とその仕組みについて」「下

請け法について」であった。 

公正取引委員会は、特に食料品の取引において優越的地位の濫用として問題になり得る事例

が見受けられることを踏まえ、優越ガイドラインで例示されている行為類型に焦点を当てて、

食料品製造業者と食料品卸売業者との取引に関する実態調査を行った。 

その結果、取引の実態によっては、優越的地位の濫用になり得る行為を行っている食料品卸

売業者の存在がうかがわれた。このような状況から業界として公正取引委員会より取引の適正

化について要請を受けた事。このことから全国各地で行われた公正取引委員会主催の業種別講

研究会活動報告 
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習会への参加の啓発を行った。 

また協会として別途独自に公正取引委員会の幹部に講師をお願いして「公正取引に関する研

修会」を開催したが、特に研修会をより有意義なものにすべく研究会メンバーが事前に質問事

項をまとめ公正取引委員会に提出し、これに回答してもらう形式で行った。 

[労務管理研究会] 

今年度も継続して２ヶ月に１回の定期開催で研究会を行った。座長は持ち廻り制として事前

にテーマを決めて開催した。主要な研究テーマは、「「東日本大震災について」「各社の電力

需要抑制策」「クールビズの服装ガイドラインについて」「従業員に対する賞罰規定及び制度

について」「定年延長の考え方」「臨時社員の考え方」等で食品流通に関する労務管理問題に

ついて幅広く意見の交換を行った。 

 

[ネットワーク検討会] 

６月９日（木）午前１０時から日食協会議室において、第１４８回ネットワーク検討会を開催し

た。当日は、報告事項として ①日食協事業活動報告 ②ＥＤＩ Ｗ・Ｇ活動報告 ③Ｆ研活動報

告④情報システム研究会システム専門部会報告を行い、次いで討議事項として ①「東日本大

震災」を振り返って ②各社のＩＦＲＳ対応について ③各社の米トレサ法対応について意見交換

を行った。 

 

[研究会活動資料] 

平成 23 年度情報システム研修会開催  

――災害時の対応課題などを共有化―― 

－１０月２８日－ 

平成２３年１０月２８日（金）午後１時３０分より東京日暮里にあるホテルラングウッドにおいて

全国卸売酒販組合中央会との共催で平成２３年度情報システム研修会を開催した。 

今回は特に東日本大震災を踏まえて災害時のシステム対応のあり方など、情報部門の最新の

課題と解決の方向を共有すべく専門の講師を招いて開催した。 

当日は情報システム研究会の座長である竹腰雅一氏（伊藤忠食品（株））が冒頭開会の挨拶と

本日の研修会のコンセプトについて説明した後、奥山則康専務理事が登壇して東日本大震災以

降の活動経過を報告。 

今夏の電力使用制限で会員卸４社の大型冷蔵、冷凍物流センター１１拠点が制限義務緩和措置

の対象になったことに触れ、「震災を通じて卸のライフラインとしての重要性が行政に伝わっ

た結果だと思う」と述べるとともに、会員卸１７社の特定事業者の節電自主行動計画が最盛期の

８月に目標以上の削減が図られたことを報告した。 

続いて行われたセミナー講演では、（財）流通システム開発センター 研究開発部主任研究員 

坂本真人氏が「流通標準普及推進協議会」の活動状況について報告、ついで日本アイ・ビー・

エム（株）災害復興支援プロジェクト担当執行役員 吉崎敏文氏が「復興に向けて～危機管理・

事業継続の考え方とその実践」と題して災害時の事業継続のあり方について最新の視点で解説
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平成２２年度情報処理コストの実態調査について 

し、東日本大震災の翌週に同社で在宅勤務制度が有効を訴えた。 

ついで独立行政法人 情報処理推進機構 ＩＴ人材育成本部ＩＴスキル標準センター 柴崎美

奈子氏が「未来指向の波を作れ～今求められる人材イノベーション」と題してＩＴ人材の重要性

についてＩＴ人材白書から、より求められる人材の質の高度化等に着いて講演した。 

最後にネットイヤーグループ（株）代表取締役社長兼ＣＥＯ 石黒不二代氏が「クラウド時代の

プラットホーム戦略」について利用者と共有・共感を生むマーケティングプラットフォームで

あるＷｅｂセントリックマーケティングについて講演された。 

終了後懇親会を行い、開会の挨拶を共催者である全国卸売酒販卸組合中央会 専務理事 塩

本 昇氏が行い、中締め挨拶を加藤産業（株）常務取締役システム本部長 弥谷恵太郎氏が行っ

て閉会した。 

 

平成２３年度情報システム研修会 講師・演題 

 

(1)「流通システム標準普及推進協議会」の活動について 

（財）流通システム開発センター 研究開発部主任研究員 坂本 真人 氏 

(2)「復興に向けて～危機管理・事業継続の考え方とその実践」 

日本アイ・ビー・エム（株）災害復興支援プロジェクト担当執行役員 吉崎 敏文 氏  

(3)「未来指向の波を作れ～今求められる人材イノベーション」 

独立行政法人 情報処理推進機構 ＩＴ人材育成本部ＩＴスキル標準センター 

  柴崎 美奈子 氏 

(4)「クラウド時代のプラットホーム戦略」について 

ネットイヤーグループ（株）代表取締役社長兼ＣＥＯ 石黒 不二代 氏  

 

 

－情報システム研究会システム専門部会－ 

（調査目的） 

〝ＥＤＰ費の妥当性把握〟 

 情報システム研究会システム専門部会は、情報システム部門の経費の妥当性を客観的に評価

するため、またＥＤＰ費のトレンドを把握し情報システム部恩の将来に向けての基礎情報を蓄積

するため平成１９年度から実施している情報処理コストの実態調査を今年度も恵贈して行った。 

実態調査参加卸企業１０社順不同 

（株）日本アクセス・（株）トーカン・三井食品（株）・伊藤忠食品（株）・国分（株） 

（株）菱食・加藤産業（株）・日本酒類販売（株）・明治屋商事（株）・旭食品（株） 

 

（調査手順） 

 情報システム部門で管理している費用でも各社間においてＥＤＰ費目に差異があるため、経済
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　　　　　　　　　（単位：％）

総合計 構成比 総合計 構成比 総合計 構成比

ハードウェア関連費用
買取り経費、当期減価償却費、レンタル／リース料、
導入諸掛・その他

0.065 22.03 0.057 19.52 0.053 18.4

ソフトウェア関連費用

買取り経費、当期減価償却費、レンタル／リース料、
情報システムの企画・設計コンサルタント料、ソフト
ウェア作成・システム開発料、システムの機能変更・
拡張などの改善費用

0.066 22.37 0.069 23.63 0.067 23.26

サービス関連費用

データ作成／入力費（データ入力委託料）等、運用・
保守委託料、処理・サービス料、一般社員の教育・訓
練等費用、情報処理要員の教育・訓練等費用、外部派
遣要員人件費、その他サービス料

0.102 34.58 0.099 33.90 0.101 35.07

通信関連費用 電話回線使用料、ネットワーク関連通信回線使用料 0.020 6.78 0.021 7.19 0.021 7.29

人件費 情報システム部門等の社内要員（専従者）人件費 0.035 11.86 0.039 13.36 0.038 13.19

その他費用 0.007 2.38 0.007 2.40 0.008 2.78

0.295 100.0 0.292 100.0 0.288 100.0

　　　　　　　　　　　　　（情報システム研究会参加会員卸１０企業の合計数値）

費用区分 項　　目
平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

ＥＤＰ費対売上高比率

産業省情報処理実態調査における費用分類にマッピングし、ついで各社のＥＤＰ費の金額を調査

した。調査結果のまとめはＥＤＰ費の分類構成毎の売上比率と構成比で実施した。 

 尚、この実態コストの中には物流に関するシステムの直接コストと得意先とのＥＤＩ関連費用

は含まれていない。 

 

（調査結果分析） 

 平成２２年度のＥＤＰの情報処理コストは、対売上比率０.２８８％と過去最低レベルの数値となり

情報処理コストの低減化を実現し経営基盤の強化に寄与する。内容的にはハードウエア関連費

用は、技術革新の一層の進展から低コストでかつ効率化が進んでいるが、一方ソフトウエア関

連費用やサービス関連費用はやや固定化される傾向にある。したがって今後はこれらをより関

連付けして総括し、情報処理コストのトータルとしての管理が必要とされる。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年度情報システム研究会画像専門部会活動の概要 

－情報システム研究会画像専門部会－ 

画像専門部会は昨年に引き続き、①日食協画像標準Ｖｅｒ２.０の普及啓蒙 ②メーカー様による

自発的画像登録推進 を目標とし卸売業全体のテーマとして活動を進めてきました。 

昨年の活動結果として、画像登録依頼システムや画像確認サイトの運用開始により画像登録

推進活動を本格的に実施できる環境が整ってきており、商品画像利用ニーズの高い春夏、秋冬

の棚割シーズンに向けた画像登録依頼活動と通常月の活動としての画像未登録リストの配布・

登録依頼の２つを活動の柱とした活動も定着してきています。 

２０１１年度はこれらの活動に加え、酒類、飲料、麺類などカテゴリー別の登録状況を細かく分

析・把握し、商品画像登録率向上活動に加え登録タイミング早期化の活動に着手しましたが、
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日食協仕様「長期休暇配送体制確認書」ご活用お願いの件 

推進対象２２２社の画像ＥＤＩ化率は前年比５.４％減の５４.４％にとどまりました。しかし、テキスト

に対する画像登録率８０％超のメーカーは、活動開始年（２００９年）の３６社から８３社に増加して

おり、徐々に活動成果が表れてきています。 

以 上 

 

 

日食協 画像専門部会開催履歴 

開催日 部会名 検 討 内 容 

２０１１年 

５月１９日 

第２２回画像専門部会 ①２０１１年度活動計画について。 

②共同推進メーカーの見直し（追加と除外）について 

③新規共同推進メーカー向け説明会の開催について。 

８月１１日 第２３回画像専門部会 ①２０１１年秋冬商品画像登録活動について 

②新規追加共同推進メーカー対応について 

９月８日 第２４回画像専門部会 ①２０１１年秋冬商品画像登録活動経過と評価について 

②カテゴリー別のメーカー推進対策について 

１１月１０日 第２５回画像専門部会 ①２０１２年春夏商品画像登録活動について。 

②２０１２年度活動計画について。 

２０１２年 

２月９日 

第２６回画像専門部会 ①２０１１年度活動報告。 

②２０１２年春夏商品画像登録活動について。 

③菓子カテゴリーの画像対応について 

３月８日 第２７回画像専門部会 ①２０１２年春夏商品画像登録活動経過と評価について 

②２０１２年度登録目標達成のための活動について 

③画像登録タイミング早期化のための具体的な活動について 

 

 

 

           －物流問題研究会－ 

 

 前略 平素より日食協の活動にご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、かねてより賛助会員各位から、年末・年始やＧ・Ｗ、またお盆休み等、メーカー側の長

期にわたる休業時の配送に関して、卸側からの書式の異なった問合せに対して、大変苦慮され

ているとの申し出を受け、この度、私ども物流問題研究会が検討を重ね添付致しました「長期

休暇配送体制確認書」を作成いたしました。 

 会員卸の物流担当者から状況を聞き取り、汎用度の高い書込み用紙を作成いたしましたので、

今後は日食協標準フォマットとしてご活用いただき、少しでも皆様方の負担の軽減に繋がれば

幸甚に存じます。 

 宜しくご活用のほどをお願い致します。 
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長期休暇配送体制 確認の件 

尚、この標準フォーマットは、日食協のＨＰ（homepage3.nifty.com/nsk-nhk）の資料室からダウ

ンロードできます。                              草々 

 

 

お取引様各位  

２０１１年××月××日 

○ ○ ○ ○株式会社 

 

 

 

 

お取引様各位 2011年XX月XX日

○○○○株式会社

拝啓　貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、表題の件に付き、貴社の営業及び配送予定を確認させていただきたく

下記調査表にご記入の上、ＦＡＸにて返信頂きます様お願い申し上げます。

    敬具

TEL

FAX

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

＜記入例＞

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

○ × × × × × × × ×

○ ○ ○ × × × × × ○ ○

◎ ◎ ◎ 8/17 × × × × 8/19 8/20

特車

１．「営業日」欄には、貴社営業日は"○"休業日は"×"を入力願います。

２．「ご発注」と「お届け日」の関係がわかるように○を矢印で結んで下さい。

３．「お届け日」欄には、受注締めでご発注させていただいた場合の納品日を記入していただいても結構です。

４．「特車」欄には、特車による対応が可能な場合のみ「特車」と備考に数量を入力願います。

★８／１迄にご返信頂きますようお願い申し上げます。

○○○○株式会社
★貴社フォーマットの場合も、右記担当者へ送信願います。 ○○支社○○部

担当 ○○○○
TEL ０００－００００－００００
FAX ０００－００００－００００

お届け日

特　車

日　付

８月

８月

日　付

備　考

貴 社 名

営業日

ご発注

長期休暇配送体制　確認の件

特　車

営業日

ご発注

ご担当部署・ご担当者様

お届け日
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クールビズの服装推奨ガイドライン 
 

２０１１．０７．０１    
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 卸売専門規格「卸売専門マネジメント技法講座」 
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支 部 活 動   
 

平成２３年度 各支部総会及び研修会内容 

１６月１７日（火） 中国支部 総会及び研修会 

講師 東洋大学経営学部教授 菊池宏之氏 

「流通環境の変化と中間流通企業の戦略課題」 

１６月１７日（金） 関東支部 総会及び研修会 

講師 一般社団法人卸売協会理事長・財団法人流通経済研究所 

    名誉会長・東京経済大学名誉教授 宮下正房氏 

   「卸売業の原点―明日へのイノベーション」 

１６月２８日（火） 東海支部 総会及び研修会 

 講師 メリルリンチ日本証券（株）マネージングディレクター 

    シニアアナリスト調査部 青木英彦氏 

   「製配販新創業に向けて～閉塞を打破する新しい流通構造とは～」 

１６月２９日（水） 四国支部 総会及び研修会 

 講師 東洋大学経営学部教授 菊池宏之氏 

   「流通環境の変化と中間流通企業の戦略課題」 

１６月３０日（木） 近畿支部 総会 

１７月１４日（月） 北海道支部 総会及び研修会 

 講師 金子哲雄氏 「今すぐ出来る、日本経済への処方箋」 

１７月１５日（火） 九州・沖縄支部 総会及び研修会 

 講師 東洋大学経営学部教授 菊池宏之氏 

   「流通環境の変化と中間流通企業の戦略課題」 

１７月２１日（木） 北陸支部 総会 

１８月１９日（金） 近畿支部 研修会 

 講師 システムユニ代表取締役 岡田敏明氏 

   「なぜ今ドラッガーなのか」 

９月１５日（木） 東海支部 商品研修会（工場見学） 

 見学工場 ①内堀醸造アルプス工場 ②マルコメ本社工場 

１０月１４日（金） 東北支部 総会及び研修会 

 講師 東洋大学経営学部教授 菊池宏之氏 

   「流通環境の変化と中間流通企業の戦略課題」 

１０月２１日（金） 関東支部 商品研修会（工場見学） 

 見学施設及び工場 ①日清食品「ＣＵＰＮＯＯＤＬＥＳ ＭＵＳＥＵＭ」 

          ②キリン横浜ビアビレッジ 

１０月２５日（火） 東海支部 研修会 

 講師 農事組合法人伊賀の里モクモク手作りファ―ム 

 社長 木村 修氏 

「貿易自由化に見据え、生産から加工販売まで稼げる農業を追及」 
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１１月１１日（金） 関東支部 研修会 

 講師 日本スーパーマーケット協会 専務理事 大塚 明氏 

   「スーパーマーケットの近未来像 シナリオ２０２０」 

１１月１７日（木） 東海支部 研修会 

 講師 サッカー女子元日本代表・なでしこチャレンジプロジェクト 

 コーチ 高倉麻子氏 

   「なでしこジャパン 継続力～続けることで見えてきたもの」 

１１月２２日（火） 北陸支部 研修会 

 講師 一般社団法人日本卸売協会理事長・財団法人流通経済研究所 

 名誉会長・東京経済大学名誉教授 宮下正房氏 

   「大震災からの流通再生―卸売業への期待」 

１１月２２日（火） 近畿支部 研修会 

 講師 ともえ産業情報代表取締役 辻井啓作氏 

   「卸売業の営業力強化のポイント“リテールサポート活動の効果的 

な進め方”」 

１２月２０日（月） 近畿支部 研修会 

 講師 和歌山大学客員教授 木津川 計氏 

   「＜自己責任＞はなぜ生み出されたのか“期待される精神”の時代相」 

 

 各支部の総会内容  

［中国支部］ 

中国支部総会を６月７日（火）１５時よりホテルグランヴィァ広島にて開催した。 

中国支部事務局の磯田英之氏（中村角（株））の司会進行で、最初に定足数と配布資料の確認

を行い、ついで支部長の中村成朗氏（中村角（株））が議長席に着いて、開会の挨拶を行い本部

理事会、定時総会の内容について報告を行った。 

その後議案審議を行い、第１号議案 平成２２年度事業活動報告に関する件 第２号議案 平

成２２年度収支決算報告に関する件を一括審議し、監査報告を会計幹事企業の国分（株）中国支社

の吉村友昭氏が行った。 

ついで第３号議案 平成２３年度事業計画に関する件 第４号議案 平成２３年度収支予算

（案）に関する件を審議し全て原案通り拍手で承認された。 

最後に第５号議案 役員の改選に関する件を審議し、支部長からの提案が全会一致で承認さ

れた。 

続いて１５時３０分より会場を移して賛助会員も加わって合同研修会が開催された。 

中村支部長の挨拶の後、奥山専務理事が「日食協事業活動」を報告し、ついで東洋大学経営

学部教授・（財）流通経済研究所客員主任研究員の菊池 宏之氏が「流通環境の変化と中間流通

企業の戦略課題」と題して講演された。 

 

終了後、懇親会を行い、中村支部長の挨拶のあと副支部長店の藤徳物産（株）丹波伸夫氏が乾

杯の発声を行い、中締めを副支部長の角 博之氏（西中国国分（株））が行って閉会とした。 
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平成２３年度 新役員名簿 

支部長 中村 成朗 中村角（株）   代表取締役会長 

副支部長 大岡泫太郎 藤徳物産（株）  代表取締役会長  岡山県幹事 

副支部長 廣川 正一 広川(株)     代表取締役    広島県幹事 

副支部長 角  博之 西中国国分(株)  代表取締役社長  山口県幹事 

会計幹事 村上  尚 国分(株)中国支社 支社長 

 

 

[関東支部] 

６月１７日（金）１１時３０分より東京大手町レベル２１東京會舘に於いて定時総会に先立ち関東

支部幹事会が開催された。 

関東支部長の田中茂治氏（（株）日本アクセス）の司会進行で午後に行われる総会の議案内容

について確認後、各県のブロック代表から震災時の影響等について意見が述べられた。 

その後１３時より定時総会が行われた。 

当日の内容を議事録にて以下に掲載する。 

 

定刻 奥山常任幹事の司会兼事務局の発声により開会。 

 

議長は議事録署名人として、株式会社サンヨー堂 小林由朗殿と伊藤忠食品株式会社 佐藤

保美殿を指名し、承認され、議事に入った。 

 

第１号議案  平成２２年度事業報告に関する件 

第２号議案  平成２２年度収支決算報告に関する件 

 

議長より事務局に両案続けて説明する様指示があった。これを受けて事務局は、５月２６日

（木）に開催された本部の定時総会に於ける状況報告を含めて会報Ｖｏｌ．１６９号を資料として次

の如く報告を行った。 

１．本部活動 

・事業活動報告 

・公益法人制度改革への対応について 

２．関東支部活動 

・事業活動概況、 

・関東支部流通業務委員会活動報告。 

・関東支部の収支決算（前期繰越額１,２４０,３６５円、当期収入合計１,４５０,４７３円当期支出合計

１,７６２,３４９円、次期繰越収支差額９２８,４８９円、各予算費と内容概要）。 

 

議長は会計監事吉田学文氏（明治屋商事（株））に監査報告求め、吉田会計監事は「５月１３日

（金）に監査を行い、正確である事を確認した」旨を報告した。 

議長は両案の質疑を求めたが無かったので、承認を求め，拍手で承認された。 
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第３号議案  平成２３年度事業計画案に関する件 

第４号議案  平成２３年度収支予算案に関する件 

 

議長よりこの両案について、事務局よりを続けて説明する様に指示し、事務局はこれを受け

て、別添の両案を資料とし、協会の事業計画を演繹して関東支部事業計画を策定し、担当別予

定まで流通業務委員会で討議策定した計画案を説明した。 

そして収支予算として前期繰越額 ９２８,４８９円、当期収入合計 １,２０２,０００円、当期支出合計 

１,８６０,０００円、次期繰越額 １７０,４８９円の予算内容を説明した。 

議長はこれについての質疑を求めたが、無かったので承認を求めた所，拍手で承認された。 

 

第５号議案  役員の一部改選の件 

 

議長は、本年は役員改選時期でありませんが、会社人事の都合で一部役員から交替の申し出

を戴いたので事務局より説明をするよう指示した。 

事務局より事前の幹事会において、後任者案も含め承認を得たことを報告し、同時に新任役

員の二人を紹介し、その場で拍手をもって承認された。 

 

第６号議案  その他 

 

議長より当総会場にて審議を必要とする他の問題提起を求めたが、無かったので、本日の全

ての審議事項が滞りなく終了した事を告げた。 

１４時２０分、事務局が総会の終りを告げた。 

 

関東支部流通業務委員会事業活動報告 

  

 

流通業務委員会は、関東支部のワーキンググループとして平成２３年度の事業計画に基づき、

調査研究の継続事業として、①物流コストに関する調査と分析 ②返品実態に関する調査と分

析 ③在庫回転日数に関する調査と分析 ④「傭車及び物流動向」に関する調査と分析を行っ

た。以下に４事業の調査結果を掲載する。 

 

 

◆平成２２年度新物流コスト実態調査（平成２２年４月～平成２３年３月） 

 （社団法人 日本加工食品卸協会 関東支部 流通業務員会） 

 

関東支部流通業務委員会は、平成２２年度を対象とする物流コストについて、９月に関東支部

流通業務委員会企業１０社から回答をいただいた、新物流コスト実態調査票の内、加工食品のウ

エイトの高い３社分について、集計し分析を行った。担当は、大澤偉宏氏（伊藤忠食品㈱）平

成２２年度のわが国経済は、一部国内経済において持ち直しの傾向が見られたものの、依然とし

てデフレの影響と雇用状況の厳しさから、食品業界においても消費者の節約志向、生活防衛意
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識による価格競争の厳しさを受けた。そうした状況下で各社どのような影響を受けたかを今年

度は特に注視した。 

平均ケース単価は海外金融不安、緩やかなデフレの継続、消費マインド低迷による価格競争

の激化から昨年度に引き続き９９円下落して２，４８８円となった。 

ケース当りの物流コスト（センターフィー除く）は昨年度から２円上昇した１３４.５６円となり、

ケース当りの比率は５.４８％となる。内容としてはデータ処理料が２.４７円増の１２.６０円、設備費

は４.１９円増の２８.１８円に上昇した反面、流通加工費が０.７２円減の３５.１７円、配送費が３.９４円減

の５８.６３円となった。ケース単価の落ち込みの影響からか物流費の固定的コストが上昇してい

る反面、変動的コストが減少していることから各社ともに費用減に努力していることが伺える

が、昨今の経済情勢が食品卸業の経営にとっては厳しい状況が続いている。 

更に次年度は東日本大震災や円高の影響で景気回復が鈍化し、不透明・不確実な状況のため、

記載以外のセンターフィーコストも含めた物流費の把握を行い、調査を継続していく必要性を

感じる。 

尚、今期より酒類、食品の取り扱いの違いがどのように物流コストの実態に影響しているか

どうかを検証するため、２つのグループに分けて集計したのでこの結果についても公表する。 

 

［平成２２年度常温加工食品のケース単価及び物流コスト］ 

物流コスト 
平成２２年度 平成２１年度 平成２０年度 

金額(円) 比率(％) 構成比（％） 金額(円) 比率(％) 構成比（％） 金額(円) 比率(％) 構成比（％） 

ケース単価 ２，488円 2,587円 2,667円 

データ処理料 12.60 0.51  9.4 10.13 0.39  7.6 11.48 0.43  9.3 

設 備 費 28.18 1.13 20.9 23.99 0.93 18.1 22.59 0.85 18.2 

流通加工費 35.15 1.41    26.1 35.87 1.38 27.1 33.76 1.26 27.2 

配 送 費 58.63 2.36    43.6 62.57 2.42 47.2 56.21 2.11 45.3 

合   計 134.56 5.41 100 132.56 5.12 100 124.04 4.65 100 
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◆平成２３年度返品実態調査報告（期間平成２３年５月～９月） 

流通業務委員会 

平成２３年５月から９月までの５ヶ月間の返品実態調査を実施し、集計と分析を行った。調査

対象企業は、関東支部流通業務委員会企業９社で、前年より２社減少した。 

なお、２１年度までは６～８月分の３か月分の集計。また２２年度は一般商品及びＰＢ商品は６

～８月分の調査で、ギフト商品のみ５～９月分を対象としていたが、今回調査では全商品とも

２２年分もすべて５～９月とした。スーパーをみると売上全体は２２年の１３４５億円に対し、２３年

は１４１４億円と５％増加、百貨店は２２年の１２０億円に対し、２３年は９６億円と２１％減少している。

一方、トータルの返品率は、前年に比べスーパー０.１５ポイント、百貨店０.６４ポイントそれぞれ

減少（改善）した。（担当 ㈱サンヨー堂 柳澤 信夫） 

 

業態別調査結果は下記の通り。 

【スーパーマーケット】 

＊一般商品 

売上対比の返品率は前年よりも０.１７ポイント減少して、０.２０％となった。このチャネルには

ドラッグストアを含んでおり、年々増加傾向にあったが、２３年は一部企業の数字が含まれなか

ったため減少したと見られる。 

＊ＰＢ商品 

原則返品不可のＰＢ商品ではあるが、返品率は０.１３ポイント減少して、０.２０％となった。 

＊ギフト商品 

改善傾向にあったギフト商品は０.９１％で、前年並み。 

＊合計 

２３年の返品金額は３４９百万円で、前年比６５.２％と大幅減少、特に８月は同２８％近くに減少し

た。前年に比べ返品率は０.４０％から０.２５％と、０.１５ポイントの減少となった。 

 

【百貨店】 

＊一般商品 

返品率は３.１９％となり前年の２.４０％から０.７９ポイント増加した。前年に比べ６、７、９月の

返品が大幅増加したため。 

＊ＰＢ商品 

全体の売上は少ないものの、返品率は１.７５％で前年の３.８６％から２.１１ポイント減少した。９

月の返品は０となっている。 

＊ギフト商品 

百貨店売上の最も多い分野で、全体の８割を占めるが、返品率は３.０６％となり前年の４.６４％

から１.５８ポイント減少した。 

＊合計 

売上の減少もあってか、返品金額は２９７百万円、前年比６６.７％に減少した。返品率は前年の

３.７２％から３.０８％と、０.６４ポイント減少した。 
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業態別・商品別返品率５年の推移

スーパーマーケット
19年 20年 21年 22年 23年 19年対比 22年対比

一般商品 0.24% 0.34% 0.37% 0.37% 0.20% -0.04pt -0.17pt
PB商品 0.20% 0.32% 0.54% 0.33% 0.20% 0.00pt -0.13pt
ギフト商品 1.07% 0.99% 1.23% 0.91% 0.91% -0.16pt 0.00pt
合計 0.30% 0.40% 0.45% 0.40% 0.25% -0.05pt -0.15pt

百貨店
19年 20年 21年 22年 23年 19年対比 22年対比

一般商品 2.65% 2.40% 3.37% 2.40% 3.19% 0.54pt 0.79pt
PB商品 - 9.33% 2.57% 3.86% 1.75% - -2.11pt
ギフト商品 2.02% 1.77% 2.11% 4.64% 3.06% 1.04pt -1.58pt
合計 2.22% 1.98% 2.49% 3.72% 3.08% 0.86pt -0.64pt
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〔参考〕取引の適正化について ── 公取委の実態調査 

 

返品問題は、永遠のテーマといわれますが、環境を守り、限られた資源のムダを省くために

も、この商慣行是正策が叫ばれています。 

日食協でも２００５年に各地域別の会員を対象に、返品についての実態調査を実施し、その結果

について、翌年３月『返品問題の解決に向かって＝実態調査の集計と分析』と題する小冊子を

まとめて発表した経緯があります。 

一方、既報の通り、公正取引委員会（及び農林水産省）は、食品の取引で卸のメーカーへの

優越的地位の濫用行為を問題視すると共に、コンプライアンス上からも是正策が必要との観点

から、日食協に対しても会員企業への指導を要請しました。 

公取委が今年１０月１９日公表した「食料品製造業者と卸業者との取引に関する実態調査報告

書」によると、卸とその取引の相手方との間で、不当な要請による不利益や負担の転嫁が行わ

れるなど、小売が発生源となる複層的な構造の存在を想定、メーカーと卸との間で行われる問

題行為に対しても、監視を強めていく必要があるとしたもの。 

同報告書は、「従業員等の派遣の要請」「返品」「減額」等の商慣行で優越的地位の濫用行

為類型で、小売からの要請などに起因するとの回答割合がメーカーと卸のいずれの調査でも高

いため、その点に着目した。その上で、小売からの要請などであることを伏せてメーカーに要

請する卸がいる可能性もあることを考慮すると、小売からの要請に起因するものの割合はさら

に高くなると指摘している。 

優越的地位の濫用につながる可能性の高い行為を、卸から受けていると回答したメーカーは

１８２４社で、この１８２４社に占める項目別割合（複数回答）は、「返品」１３.５％（２４７社）、「減

額」１２.１％（２２０社）、「協賛金等の負担の要請」１２.０％（２１８社）、「取引の対価の一方的

決定」９.０％（１６４社）、「購入・利用強制」８.９％（１６２社）、「支払遅延」６.０％（１０９社）、

「従業員等の派遣の要請」５.１％（９３社）、「受領拒否」３.６％（６６社）となった。 

不当な返品の理由（メーカー247社・複数回答）

13.80%

47.40%

72.10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

上記以外の理由による

卸売業者の都合のため

卸売業者が取引先小売業から返品を受けたため
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　　　　◆平成23年度　在庫回転日数調査　（調査期間：平成２３年　１月～１２月）

「平成２３年度の在庫回転日数調査」を実施し２月に分析報告を行った。担当は　岡﨑一朗氏（三井食品㈱）。
調査対象は、関東支部流通業務委員会企業１０社。
前年の１１社から企業統廃合により２社減、新たに本年より参加の１社増となった。
拠点数は７５拠点(前年７０拠点）で関連する項目についてアンケート調査を実施した。

● 年間平均在庫日数について

年間倉出金額10社合計 （参考）年間倉出金額　拠点当たり平均

倉出金額 前年比 増減 倉出金額 前年比 増減
食品 3,212億円 132.0% 780億円 食品 43億円 123.2% 0.8億円
酒類 1,981億円 93.7% -133億円 酒類 34億円 96.9% -0.1億円
合計 5,193億円 114.2% 647億円 合計 69億円 106.6% 0.4億円

年間平均在庫金額10社合計 （参考）年間平均在庫金額　拠点当たり平均

在庫金額 前年比 増減 在庫金額 前年比 増減
食品 95億円 132.7% 24億円 食品 1.27億円 123.9% 0.25億円
酒類 46億円 106.2% 3億円 酒類 0.77億円 109.8% 0.07億円
合計 141億円 122.8% 26億円 合計 1.88億円 114.7% 0.24億円

在庫金額÷倉出金額×365日で平均在庫日数を算出すると、
食品 10.8日（前年10.8日）　±0.0日
酒類 8.4日（前年7.4日）　　+1.0日
合計 9.9日（前年9.2日）　　+0.7日

食品は倉出金額の伸びに伴い在庫金額が増加しているが、在庫日数は前年と同等となっている。
酒類は倉出金額が減少するも、在庫金額は増加し、在庫日数は1.0日の増となる。
合計では0.7日の長期化となる。
過去5年間の推移を見てみると、

H23年度 H22年度 H21年度 H20年度 H19年度
食品 10.8日 10.8日 10.3日 10.3日 10.4日
酒類 8.4日 7.4日 7.6日 7.5日 6.7日
合計 9.9日 9.2日 9.0日 8.9日 8.8日

となっており、酒類の在庫日数の長期化が顕著である。
全体では年々在庫回転日数は長期化の傾向にある。

全体的には販売先の多品種小ロット化の流れを受け、取扱いアイテムの増と出荷単位の縮小化により在庫増の傾向となる。
一方、対仕入の面では、取引制度の変化による過入荷が起きており、在庫管理の難しさが表面化している。
また、各社政策在庫や契約在庫の消化が難しくなってきている面も出てきた。
今期、特徴的な面では、震災時の緊急入荷商品が残在庫となり、その消化にも各社腐心をした。

対象10社の中で前年比較ができる９社を食品・酒類の分類でみると、
食品で在庫日数が改善したのは１社、長期化したのは８社となっている。
酒類取扱７社で在庫日数が改善したのは０社、長期化したのは７社となっている。

前年比で食品・酒類合計の在庫日数が改善したのは０社、
長期化したのが８社、横ばいが１社となっている。

● 坪当り倉出金額・在庫金額について

坪当り倉出金額10社合計

倉出金額 前年比 増減
食品 50,913千円 91.3% -4,834千円
酒類 46,107千円 87.6% -6,548千円
平均 57,457千円 88.8% -7,282千円

坪当り平均在庫金額合計

在庫金額 前年比 増減
食品 1,499千円 94.2% -93千円
酒類 1,157千円 100.7% 8千円
平均 1,540千円 93.3% -110千円

坪当りでは倉出売上金額が11.2%、在庫金額が6.7%と共に減少した結果となる。

冒頭の説明の通り、企業の統廃合や新規参加の変動に加え、今期は震災による物流環境の影響など
変動要因が複雑に絡んでおり、今回の結果がそのまま　良化・悪化と結論する事はできない。
ちなみに総坪数では12,029坪増加した。（企業数は２社減、１社増　拠点数は５拠点増）
（食品・酒類で在庫場所を明確に区分けし坪数内訳を把握している企業は少ないと推察し、カテゴリー別
の数値は参考までとする。）
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単純合計値 該当企業平均値 単純合計値 前年比％ 該当企業平均値 前年比％ 単純合計値 該当企業平均値

食品 10 321,226 32,123 77,953 32.0% 10,007 31.2% 11 243,273 22,116

酒類 7 198,085 28,298 -13,300 -6.3% 1,875 6.6% 8 211,385 26,423

合計/平均 10 519,311 51,931 64,653 14.2% 10,598 20.4% 11 454,658 41,333

食品 10 9,547 955 2,355 32.7% 301 31.5% 11 7,192 654

酒類 7 4,559 651 267 6.2% 114 17.5% 8 4,292 537

合計/平均 10 14,107 1,411 2,623 22.8% 367 26.0% 11 11,484 1,044

食品 10 108.0 10.8 -8.0 -6.9% 0.0 0.0% 11 116.0 10.8

酒類 7 66.0 8.4 -3.0 -4.3% 1.0 11.9% 8 69.0 7.4

平均 10 100.0 9.9 -7.0 -6.5% 0.7 7.1% 11 107.0 9.2

食品 10 50,913 5,091 -4,834 -8.7% 23 0.5% 11 55,747 5,068

酒類 7 46,107 6,586 -6,548 -12.4% 4 0.1% 8 52,655 6,582

平均 10 57,457 5,745 -7,282 -11.2% -140 -2.4% 11 64,739 5,885

食品 10 1,499 149 -93 -5.8% 4 2.7% 11 1,592 145

酒類 7 1,157 165 8 0.7% 21 12.7% 8 1,149 144

平均 10 1,540 154 -110 -6.7% 4 2.6% 11 1,650 150

食品
10 64,490 6,449 12,894 25.0% 1,758 27.3% 11 51,596 4,691

酒類
7 30,474 4,353 -865 -2.8% 436 10.0% 8 31,339 3,917

合計/平均 10 94,964 9,496 12,029 14.5% 1,956 20.6% 11 82,935 7,540

内の数字は在庫金額÷倉出金額×365（単純平均せず）

企業数 企業数

平成２３年度在庫回転日数調査結果

坪当り在庫金額
＜千円＞

平成２２年度

対象拠点　70

対象拠点総坪数
＜坪＞

年間倉出金額
＜百万円＞

年間平均在庫金額
＜百万円＞

前年との比較

対象拠点　＋5

平成２３年度

年間平均在庫日数
＜日＞

調査項目

坪当り倉出金額
＜千円＞

対象拠点  75



－ 107 － 

◆平成２３年度 傭車及び物流動向調査に関する分析結果 

 

 平成２３年度庸車及び物流動向調査の分析を平成２４年３月に行なった。担当は、大河内 茂氏

（升喜㈱）。アンケート調査対象企業：１０社。 

 

１．傭車動向 

１）前提 

①対象物流センター数１２５ヶ所 （・増加１社 ・変化なし７社 ・減少２社） 

②契約運送会社数９３社 （・増加２社 ・変化なし４社 ・減少４社） 

③出入り運送会社数１３０社強 （・増加０社 ・変化なし５社 ・減少５社） 

実際に出入りしている運送会社数は、一部把握困難な場合がある。 

★増加はセンター数１社・契約運送会社２社のみ。減少・変化なしの回答が多い。 

２）契約形態（括弧内：１０社回答比率） 

・配送：車建て８社（８０％） 

・配送：個建て ２社（２０％） 

・配送・倉出売上金額比率 ４社（４０％） 

・包括契約（１ｃ／ｓ当り） ２社（２０％） 

・包括契約（売上比率） ５社（５０％） 

・その他 なし（００％） 

契約形態の種類数 

 ４種類１社（１０％） ３種類２社（２０％） ２種類 ４社（４０％） １種類 ３社（３０％） 

★複数の契約形態を選択している企業が半数を超える。 

３）契約単価について 

① 今年度の結果  コストアップ １社  据置 ５社  コストダウン ４社 

（コストアップ率は＋３.３％、コストダウン率は▲０.１％～▲５％と幅あり） 

② 物量・支払運賃 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０社平均は物量１００.１％・支払運賃９９.３％ 

※ 物量と支払運賃の相関関係 

（傾向１）物量の伸長＞支払運賃伸長  ６社 

（傾向２）物量と支払運賃がほぼ比例  ２社 

（傾向３）物量伸長＜支払運賃伸長   ２社 

★物量の変化に対応して、支払運賃のコントロールができている傾向が見える。 

前年対比 物量 支払運賃 

１９０％未満 １社 １社 

１９０％以上－１９５％未満 １社 ０社 

１９５％以上－１００％未満 ２社 ３社 

１００％以上－１０５％未満 ４社 ５社 

１０５％以上－１１０％未満 １社 ０社 

１１０％以上－１１５％未満 ０社 １社 

１１５％以上－１２０％未満 １社 ０社 



－ 108 － 

③ 来年度のコスト予測  コストアップ ０社  据置 ５社  コストダウン ５社 

（コストダウン率は▲０.０２％～▲１０％と幅あり） 

★コストダウン予測が増加している。 

２．物流動向 

１）コストアップ要因 

コストアップ要因 回答数 有効回答率 

・燃料高騰 １ １０％ 

・駐車取締り強化 １ １０％ 

・重量規制強化 １ １０％ 

・運転手及び作業員の確保  ０％ 

・料金の値上げ交渉 ３ ３０％ 

・派遣社員の比率拡大  ０％ 

・物流業者変更  ０％ 

・機械化及びＩＴ化 １ １０％ 

・改正省エネ法の対応  ０％ 

・その他   

 拠点統合による物量増で増車 １ ０％ 

震災による緊急車両増加 ２ ２０％ 

★料金の値上げ交渉によるコストアップが３社と多い。 

その他回答として、震災対応による緊急車両増加を２社挙げられているのが、今年度の特

筆である。 

２）コストダウン要因 

コストダウン要因 回答数 有効回答率 

・拠点統合 ４ １７％ 

・業務外部委託  ０％ 

・物流業者変更 ２ ９％ 

・取引先整理 ３ １３％ 

・取扱商品整理  ０％ 

・機械化及びＩＴ化 １ ４％ 

・在庫管理改善 ３ １３％ 

・人員整理 １ ４％ 

・要員配置転換 ４ １７％ 

・管理者交代 １ ４％ 

・倉庫内改装  ０％ 

・構内整理 １ ４％ 

・料金の値下げ交渉 ３ １３％ 

・派遣社員の比率拡大  ０％ 

・その他  ０％ 

★拠点統合や要員配置転換による合理化、取引先整理や在庫管理改善による効率化推進、

料金値下げ交渉と様々な施策を打っていることが伺える。特に合理化によるコストダウ

ン施策が増加している。 
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３．平成２４年度に抱えている問題点・改善点 

 ○拠点統廃合 

・合併によるＤＣ統廃合、得意先単位での最適配置が今後のカギ 

・拠点再配置による配送要件の整理 

・大型センターの擁立により更なる統合推進。統合により固定費は改善されるが、配送費

アップが懸念される。 

 ○センター納品 

・ＴＣセンター納品先のコスト改善（店舗別仕分済み） 

・量販店ＤＣ・ＴＣセンター開設による汎用センター出荷金額減少 

・企業センター納品増加によるセンターフィおよびＴＣ横持費用が増加。センター化になっ

ても一部大物商品のみＤＣで細かい商品はＴＣによる店別仕分というケースが増えてお

り、物量が減っても配送件数が減らず、センターフィ増に対応する費用減が出来ていな

い。 

 ○委託業者 

・委託先の評価見直し 

・売上比率の包括契約では、商品単価下落に伴い委託業者の収入減が想定され、料金値上

げ交渉が増加すると思われる。 

○経費削減   

・商流拡大の目標が無いまま経費削減に向っている為現場は厳しい状況が継続引き続き現

場では小さいことから経費削減に努力しているので評価対象にしてやりたい。 

 ○在庫 

・不良品処理（出荷期限切れ・賞味期限切れ） 

★拠点統廃合による合理化を挙げているのが３社、センター納品に関する問題を挙げてい

るのが３社と最も多く、取引環境の変化への対応に苦慮していることが感じられる。委

託業者や経費削減への取組みを挙げているのも３社あり、ローコストへの取組みが重要

視されている。 

以 上 

 

[東海支部] 

６月２８日（火）午後１時より名古屋観光ホテルに於いて、東海支部の定時総会が開催された。 

事務局の山田将聖氏（（株）中部飲食料新聞）の司会進行で定足数を確認した後、東海支部長

の永津邦彦氏（（株）トーカン）が開会にあたり「３月１１日の東日本大震災により日本全体が食

料インフラの大切さを再認識するに至り、食品流通業界の重要性が増している。 

引き続き日本国民の食生活を守るために邁進していきたい」と挨拶した。この後、支部長が

議長席について議案の審議に入り、 

 

第１号議案  平成２２年度事業報告書承認の件 

第２号議案  平成２２年度収支決算書承認の件 

第３号議案  平成２３年度事業計画案承認の件 

第４号議案  平成２３年度収支予算案承認の件 
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第５号議案  役員改選の件 

 

以上の各議案を審議承認した後、奥山専務理事が、協会本部の重点活動報告行って閉会とな

った。 

 

[四国支部] 

６月２９日（水）午前１１時３０分より、リーガホテルゼスト高松に於いて四国支部総会に先立

ち四国支部の役員会を開催した。 

総会における議案内容の確認が主要な議案であるが、四国支部における今後の活動方針等に

ついても積極的な提案がなされた。 

昼食後、１２時３０分より賛助会員も加わって四国支部の総会が開催された。 

最初に、事務局の渡辺国雄氏（旭食品（株））が、本日のスケジュールと配布資料を確認し定

足数の報告を行い、ついで支部長の竹内克之氏（旭食品（株））が開会の挨拶を述べた。 

｢震災後はコミュニティとか、人と人との絆の重要性が言われている。海外においては原発に

対する拒否反応が強く、日本食材の供給が厳しくメニューが揃わない状況。高松空港から格安

の春秋航空が就航したので、これを利用し中国を視察したが、中国人から震災後の助け合う日

本人の姿を見て、信頼が寄せられている。日本人の素晴らしさを再認識したという情報が得ら

れた。」 

この後、支部長が議長席について議案の審議に入り、事務局が以下の議案について説明を行

った。 

 

議案内容 

第１号議案  平成２２年度事業報告並びに会計報告の件 

第２号議案  平成２３年度収支予算の件 

第３号議案  役員改選の件 

第４号議案  その他 

 

以上全て、事務局原案通り拍手で承認された。 

その後、奥山専務理事が「日食協事業活動報告」を行った。 

終了後、講演会に移り、東洋大学経営学部教授 菊池 宏之氏が「流通環境の変化と中間流

通企業の戦略課題」と題して講演された。 

 

平成２３年度 新役員名簿 

支部長 旭食品（株） 代表取締役会長 竹内 克之 

副支部長 （株）四国リョーショク 代表取締役社長 植田 元司 

会計監事 四国国分（株） 代表取締役社長 本橋 一美 
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[近畿支部] 

 

６月３０日（木）午後１時より大阪市都島区の太閤園において近畿支部総会が開催された。こ

れに先立ち午前１１時から賛助会員も多数参加して大阪府食品卸同業会と合同で「日食協の事業

活動報告会」が行われ奥山専務理事が報告した。 

支部総会は、事務局の林 善彦氏（伊藤忠食品（株））の司会進行で始まり、最初に近畿副支

部長の浅沼明氏（加藤産業（株））が、支部長に代わり開会の挨拶を述べた。 

｢先般の東日本大震災で日食協が果たした役割、その場で様々な対応をしていただき、あるい

は会員卸の様々な思いを団体を通じて行政に伝えていただき、日食協の社会的役割が再認識で

きた。近畿支部のますます今後の社会貢献を祈念申し上げる。」 

この後、事務局が定足数の確認を行い、支部長に代わって副支部長が議長席に着いて議案に

審議に入った。 

 

第１号議案  平成２２年度事業報告の件 

第２号議案  平成２２年度収支決算報告の件 

第３号議案  平成２３年度事業計画（案）の件 

第４号議案  平成２３年収支予算（案）の件 

 

以上の内容を事務局が報告し、決算監査報告を山下 明氏（五大物産（株））が行い、いずれ

も拍手で承認され閉会となった。 

 

[北海道支部] 

７月４日（月）１４時３０分より京王プラザホテルに於いて支部総会に先立ち常任幹事会が行わ

れた。 

主要議題としては、この後行われる総会の議案の確認であったが、今秋に予定している海外

研修についても実施に向けての意見交換が行われた。 

１５時から定時総会が開会され、最初に事務局の斉藤 論氏（スハラ食品（株））が定足数の確

認を行い、ついで北海道支部長村山圭一氏（スハラ食品（株））が開会の挨拶を述べた。 

｢大震災においてあらためて食のライフラインの社会的使命を痛感するも、食のサプライチェ

ーンや効率重視の一極集中や製品の賞味期限の問題など検討課題も多々あった。北海道も震災

と原発の影響から自粛ムードと観光客の激減から厳しい状況になっている。今後はＴＰＰ問題の

行方が北海道にとって大きな課題になる。流通業界は一部の量販店は好調も、全体としては市

場縮小の中での出店により価格競争は治まらず、厳しい価格競争状況にあり、地域間格差がま

すます進んで地方の中小小売の淘汰が見られる。製配販の各層において再編が急速に進むもの

と思われる。コスト削減による価格対応も限界に近づき、また新興国の台頭により食品原料が

高騰し輸入も難しくなるので、真剣に飽食の中で食品廃棄や賞味期限あるいは３分の１のルー

ル等を考え直す時期に来ている。こうした中で２つの点をお願いしたい。１つは、日食協の組

織活動に未加入メーカーはぜひとも参加していただきたい。もう一点は、賛助会員の皆さんと

コミュニケーションを図る意味で研修会、勉強会に積極的にご参加願いたい。」 

ついで議案の審議に入った。 
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第１号議案  平成２２年度支部事業報告に関する件 

第２号議案  平成２２年度支部決算報告及び監査報告に関する件 

第３号議案  平成２３年度支部事業計画（案）に関する件 

第４号議案  平成２３年度支部事業予算（案）に関する件 

第５号議案  支部役員改選に関する件 

第６号議案  その他 

 

いずれも事務局並びに会計監事の本間 孝之氏（明治屋商事（株））から報告があり全て原案

通り承認された。 

続いて、支部活動状況報告をＷＧメンバー代表佐々木 仁氏（明治屋商事（株））が行い、最

後に奥山専務理事が本部活動報告として「物流コストの実態調査」等について報告を行った。 

休憩後、１６時１５分から講師に金子哲雄氏を招いて「今すぐ出来る 日本経済への処方箋」と

題して講演会が開催された。 

終了後懇親会が行われ、開会挨拶を賛助会員世話人を代表して平山賢司氏（北海道味の素

（株））が行い、中締めを副支部長の平野喜久夫氏（日本アクセス北海道（株））が行って閉会と

なった。 

 

平成２３年度 新役員名簿 

支部長 村山 圭一 （株）スハラ食品 代表取締役社長 

副支部長 平野喜久夫 日本アクセス北海道（株） 代表取締役社長 

副支部長 内藤  悟 国分（株） 北海道支社 執行役員支社長 

常任幹事 星  正寿 三菱食品（株） 北海道支社 支社長 

常任幹事 福井  稔 シュレン国分（株） 代表取締役社長 

常任幹事 綱島  裕 北海道酒類販売（株） 代表取締役社長 

常任幹事 太田 尚史 加藤産業（株） 北海道支社 支社長 

会計監事 本間 孝之 明治屋商事（株） 北海道支社 執行役員支社長 

 

ベトナム視察研修会を開催 

平成２３年１１月１９日（土）から１１月２３日（水）研修参加企業９社１２名 

 

[九州・沖縄支部] 

７月５日（火）午前１１時より、ＡＮＡクラウンプラザホテルに於いて、九州沖縄支部の第６３

回幹事会が開催された。 

主要な議題は、午後に開催される定時総会の議案内容の確認であった。 

昼食後、午後１時から第３４回定時総会が開催された。事務局の白土恵一氏（コゲツ産業（株））

の司会進行により、最初に定足数を確認を行った後、副支部長の出森義人氏（ヤマエ久野（株））

が開会のことばを述べ、ついで支部長の本村道生氏（コゲツ産業（株））が開会の挨拶を行った。 

 

｢震災を機にいたしまして、日本の中の空気が変わってきたという声を聞く。皆で協力しよう、

力を合わせて、励ましあおうという時代の流れになってきた。消費関連の流通の中でも協力が
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必要であるという声が強くなってきている。メーカーもメーカーでありながら資材等たくさん

の協力なくしては製品は作れないと言われる。ライフラインにおける卸、中間流通の存在も深

まった。日本の物の考え方も変わってきたかもしれない。お互い協力していこうという気持ち

が起こってきたということは考えられる。日食協もかねがね理念として競争という中でも協調

ということが大事であるとしてきている。まさに社会全体でこのようなことが言われている。

先般の日食協の本部総会でもこのことが熱を持って語られた。また協会としては公益社団法人

としての認定が受けられなかったが、今後新しい形で対応していくのでこれからもご支援願い

たい。」 

この後、支部長が議長席に着いて議事録署名人を指名し、議案の審議に入った。 

第１号議案  平成２２年度事業報告並びに収支決算書承認の件 

       （会計幹事 梶山尚志氏（三井食品（株））監査報告） 

第２号議案  平成２３年度事業計画並びに予算案承認の件 

第３号議案  （イ）取引慣行改善に係る地域活動の実態報告 

       （ロ）商品展示特売会の本年度自粛の継続について 

 

いずれも事務局原案通り拍手で承認された。その後奥山専務理事が「日食協活動報告」とし

て「物流コストの実態調査」などについて報告を行った。 

１４時分からは東洋大学経営学部教授 菊池宏之氏を講師に「流通環境の変化と中間流通業の

戦略課題」という演題で特別講演会が行われた。 

 

【取引慣行改善係る地域活動の実態報告】 

福岡地区協議会代表 山本 康裕氏（ヤマエ久野（株）） 

 

１．返品問題について 

福岡地区協議会の定例会は、２ヶ月に１回、１３企業で実施。 

平成２１年度に日食協において「返品の実態調査」が行われたが、九州沖縄地区の返品率は、

全国平均０.５２％に対し０.６％と全国平均より上回っており、特に販売シェアが拡大している

ドラッグストアの返品率が１.６２％であり、中小スーパーの返品率０.９８％を大幅に上回ってい

る状況。現状把握のため、各卸より主力得意先の返品状況についての情報交換を量販、スー

パー、ドラッグ、ディスカウントストアに分けて行った。 

 

各卸から小売業に対して返品削減のお願いを口頭にて申し入れているが、ドラッグ業界の

返品率は依然高い。各卸は返品率削減のため物流コストや返品後の作業経費を考慮し現地処

理の提案を実施をしている。メーカーにもその負担を一部お願いしているが、大半は自社負

担になっている現状なのでご協力をお願いしたい。 

 

２．納品期限問題について 

消費者の少しでも新しい日付の商品に対するニーズにこたえるため、各小売業が３分の１

ルールなどの設定により、賞味期限に問題なくとも店舗への納品ができない状況が発生して

おり、これが返品問題も影響している。環境問題への取り組み、また食品ロスへの削減など
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有効活用が問われる今日、現状の設定のあり方が適正であるかは卸、メーカー、小売ですぐ

に解決できる問題であると認識し、引き続き検討すべき課題と結論づけた。 

 

[北陸支部] 

７月２１日（木）午前１１時からホテル日航金沢に於いて、午後から開催される北陸支部総会に

先立ち北陸支部役員会を開催した。 

主要な打ち合わせ事項は、支部総会の議案内容の確認であったが、今秋に予定している経営

実務研修会の日程や講師案についての打ち合わせも行った。 

昼食後、１２時２０分より北陸支部の会員卸、事業所会員卸が参加して北陸支部総会が開催された。 

最初に、出席会員メンバー全員が自己紹介を行い、続いて北陸支部長の荒木 彰氏（カナカ

ン（株））が開会の挨拶を述べた。 

｢天候異変や大震災等いろいろなことが続いているが、その中で我々卸が果たすべき役割が物

流だけではなく、ますます増えてきている。特に現状、食の安全・安心を吟味するチェック機

能が問われている。我々の機能アップのためにも横の連携をとって力を合わせていきましょ

う。」 

ついで支部長が、議長席に着いて議案の審議を行った。 

 

第１号議案  平成２２年度事業報告と収支決算報告に関する件並びに監査報告 

第２号議案  平成２３年度事業計画並びに収支予算に関する件 

第３号議案  その他 

 

事業活動については荒木支部長が報告し、収支決算状況については会計幹事の奥野 潔氏（石

川中央食品（株））が行い、会計監査報告を大村 達也氏（明治屋商事（株））が行った。いずれ

も全て原案通り拍手で承認された。 

一昨年より実施している経営実務研修会後の懇親会については好評につき今年度も継続して

行うことを確認した。また今年は役員の改選期ではないが、流通再編、統合により幹事（監査）

として坂本 正人氏（三菱食品（株））が新たに選任された。 

全ての議案が終了後、奥山専務理事が本部事業活動報告を行い、１３時２０分に総会は閉会した。 

 

[東北支部] 

１０月１４日（金）東北支部は、定時総会と経営実務研修会を仙台市青葉区にある勝山館で開催

した。 

３月１１日の東日本大震災の影響から被災地ということもあり今年の総会は開催が危ぶまれ

たが、例年秋に開催している経営実務研修会と同時に開催することになった。 

当日は、１５時３０分から降幡 進氏（国分（株））の司会進行で始まり、冒頭、東北支部長の堀

内琢夫氏（丸大堀内（株））が開会の挨拶を行い、東日本大震災についての卸業界の対応等につ

いて述べた。 

定足数の確認を行った後、早速議案の審議に入り、第１号議案 平成２２年度事業報告及び決

算報告 第２号議案 平成２３年度事業計画及び予算について審議し全て原案通り承認され定

時総会は終了した。 
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その後、賛助会員も合流して経営実務研修会が行われた。 

降幡 進氏（国分（株））の司会進行で、最初に東北支部長の堀内琢夫氏（丸大堀内（株））が

開会の挨拶を行い、ついで奥山専務理事が日食協の事業活動を報告した。 

その中で特に、東日本大震災後の被災地の復興についてふれ、堀内支部長が行政に対して直

接被災地の現状と適切な復興策について提言され、具体的に実現した内容を述べた。 

その後講演会に入り、東洋大学経営学部 教授 （財）流通経済研究所 客員主任研究員 菊

池宏之氏が「流通環境の変化と中間流通業の戦略課題」と題して講演された。 

その中で特に変質し縮小化する食を取り巻く環境として、今後食品市場の縮小金額の予測と

して毎年年間約４千８０７億円の売り上げ高が消滅すると予測し、流通業界が取り組むべき対応

の方向性について述べられた。 

卸売業が担う中間流通機能の整理としては、個別の機能単体での対応から、機能の総合化を

前提とした販売先顧客の問題解決型への転換が必要と強調された。 

講演終了後、懇親会に移り、開会の挨拶を横尾幸雄氏（山形丸魚（株））が行い、中締めを小

川真二氏（ネスレ日本（株））が行って閉会とした。 

 

各県ブロック動向 

◆静岡食品卸同業会 

静岡食品卸同業会は、６月３日（金）午後３時３０分より静岡グランドホテル中島屋にて定時

総会を開催した。 

副会長の坪井 俊彦氏（（株）静岡メイカン）の司会進行で、最初に会長の山口 茂氏（ヤマ

キ（株））が挨拶し、「東日本大震災の影響から、世の中は自粛ムードが強く、経済そのものが

シュリンクすることが懸念されるが、食品産業界が牽引して復興するようがんばりましょう。」

と述べた。 

ついで山口会長が、議長席に着いて議事に入り、①平成２２年事業報告 ②平成２２年度会計報

告 ③平成２２年度会計監査報告 ④平成２２年事業報告並びに会計報告 ⑤平成２３年事業方針

案及び予算案を審議し、全て原案通り拍手で承認された。 

この後、奥山専務理事が「日食協活動報告」を行い、終了後懇親会が開かれた。 

 

◆神奈川県食品卸同業会 

神奈川県食品卸同業会は、６月１４日（火）午後３時より横浜ロイヤルパークホテルにて平成

２３年度の定時総会を開催した。 

事務局の森谷健一氏（国分（株））の司会進行で定足数を確認した後、会長の高木一夫氏（神

奈川国分（株）が開会の挨拶を行い、議長席に着いて議案の審議に入り、①平成２２年事業報告 

②平成２２年度会計報告及び監査報告 ③平成２３年度事業計画案 ④役員改選その他 を全て

原案通り拍手で承認された。 

続いて賛助会員も加わって奥山専務理事が「日食協活動報告」行い、ついで講演会に入り、

元全日本女子バレーボール代表・元主将 吉原知子先生が「私のバレーボール人生」と題して

常にポジティブに生きてきた自らの人生を振り返りながら力強く講演された。 

終了後懇親会を行い閉会した。 



－ 116 － 

◆長野県食品問屋連盟 

長野県食品問屋連盟は、平成２４年３月７日（水）松本市内のホテルで第４３回定時総会を開催

し、会員１５社、賛助会員９０社が出席した。 

会長の原田文彦氏（（株）マルイチ産商）は、「経済が上向く傾向があるうるう年、株価上昇

率の高い壬辰（みずのえたつ）重なった今年は少しでも明るい業界に」と述べた。 

賛助会員を代表して羽入友治氏（味の素（株））は、「共創しながら、生活者に楽しい食卓を

届けよう」と呼びかけた。 

総会では、２０１２年度計画として、商品の安定供給や需給バランスに基づく適正な価格構成、

業界の地位向上などを目的に、①会員相互の連携強化、情報共有を進める ②消費者に対して

的確な商品知識などを啓発 ③専門部会による実効性の高い研究、提言などを可決し、予算案

を承認した。 

続いて記念講演を行い、高野豊氏（日本ソムリエ協会認定マスターソムリエで、長野市酒類

卸・小売業高野総本店社長）は「食品のブランド化、その先進国フランスに学ぶ」をテーマに、

商品力や技術力を十二分に訴求できる戦略を提言した。 

 

 

 事 務 局 活 動 

 

［関連省庁・諸団体］ 

 

農林水産省 

・平成２３年６月１０日付けで申請した定款の変更案について７月７日に認可。 

・食品リサイクル小委員会から食品リサイクル法における食品産業別の業種別の発生抑制の目

標値設定に関するヒアリングを受ける。 

・東日本大震災に際し飲食料品等の提供より農林水産大臣より感謝状を授与される。 

・｢フードコミュニケーション（ＦＣＰ）」活動に継続して参加し、取り組み内容について共有す

る。 

・２０１０年度環境自主行動計画の調査票を提出し、食品産業における環境自主行動計画の進捗状

況を確認する。 

・平成２４年度税制改正等の要望書を提出。 

・緊急災害時対応食糧供給体制整備調査に対応し資料を提出。 

・｢食品事業者環境対策推進支援事業検討会」に委員として参加。 

・｢ＢＣＰ検討会」に委員として参加。 

 

経済産業省 

・枝野経済産業大臣と流通業界との懇談会に消費財卸の代表として参加。 

・枝野経済産業大臣より東日本大震災より被害を受けた地域の産品の販売促進に貢献した流通

団体として感謝状を授与される。 
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総務省 

・Ａｓｐ・ＳａａＳ普及促進協議会の「食品流通情報サービス展開委員会」に委員として参加。 

 

公正取引委員会 

・取引の適正化に向けて要請を受ける   

・業種別講習会の開催について協力依頼を受け啓発に努める。 

・協会主催の「公正取引に関する研修会」に講師を派遣いただく。 

 

（財）食品流通構造改善促進機構 

・理事団体として食流機構の運営に参加、また「食料品物流円滑化推進協議会」のメンバーと

して研修会を受講。 

 

（財）食品産業センター 

・食品団体連絡協議会に参加（年６回） 

・｢食品産業における取引慣行の実態調査委員会」に委員として参加。 

 

（社）日本缶詰協会 

・当協会の団体賛助会員として多大なご支援とご協力をいただく、また缶詰関係団体専務会を

主宰いただき定期的に情報交換を行う。 

・缶詰関係団体の賀詞交換会の事務局を依頼。 

 

（財）全国食品缶詰公正取引協議会 

・｢表示審査委員会」の委嘱を受け、「食品缶詰試買検査会」に参加。 

 

（財）食品環境検査協会 

・評議員会の委員の委嘱を受け参加。 

 

（財）流通システム開発センター 

・｢流通システム標準普及推進協議会」の副会長店として、流通ＢＭＳの普及拡大推進に努める。 

 

（般社）日本卸売協会 

・連携して各種研修会の普及・啓発に努める。 

・｢安定的商品供給モデル開発検討委員会」の委員として参加。 

 

東京２３区清掃協議会 

・ペットボトルの回収事業に係る会議に参加。 

 

（財）日本貿易関係手続簡素化協議会 

・「ＥＤＩＦＡＣＴ日本委員会」の委員の委嘱を受ける。 
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日本製罐協会 

・当協会の団体賛助会員として多大なご支援とご協力をいただく。 

 

（社）日本パインアップル缶詰協会 

・当協会の団体賛助会員として多大なご支援とご協力をいただく。 

 

異業種交流委員会 

定期的に年２回委員会を開催し、異業種間の情報交換を行う。 

 

[庶務事項] 

 

◆会報発行 

 Ｖｏｌ.１６９ Ｍａｙ.２６.２０１１ Ｖｏｌ.１７０ Ｊｕｌ.２９.２０１１ Ｖｏｌ.１７１ Ｏｃｔ.２８.２０１１ 

 Ｖｏｌ.１７２ Ｊａｎ.１.２０１２ Ｖｏｌ.１７３ Ｍａｒ.２８.２０１２ 

 

◆事務所移転 

・移転日 ２０１１年４月２８日（木） 

・業務開始日 ２０１１年５月２２日（月） 

・新住所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目３番４号 江戸ビル４階 

 

◆人事 

・事務員 金田貴良江 平成２４年２月２９日 定年退職 

・事務員 岸野利栄子 平成２４年１月２１日 嘱託社員採用 
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日食協 平成２３年度業務日誌  社団法人 日本加工食品卸協会 

月 日 本    部 支     部 業 務 内 容 

４月１日 年度始め   メーカー各位お願い文書とりまとめ 

４月４日     会長業務打合（GW物流対策） 

４月５日     缶詰関係団体専務会 

４月６日     理事会資料作成･卸売統計表作成 

４月７日     理事会資料入稿 

４月８日     電力需給対策打合 

４月11日     公正取引委員会業務打合 

４月12日 拡大物流問題研究会   理事会資料作成 

４月13日 執行運営委員会   理事会資料作成･食品流通ASP委員会 

４月14日   流通業務委員会 農林水産省食料支援の打合 

４月15日 業務監査   理事会資料作成 

４月18日     支部会計合計決算・理事会資料作成 

４月19日 EDI W･G   会長業務打合･総会資料作成 

４月20日 システム専門部会・新技術検討部会  理事会準備 

４月21日 正副会長会議・理事会   定時総会案内発送準備 

４月22日 物流問題研究会   定時総会案内発送・移転準備 

４月25日 労務管理研究会   取材対応・理事会議事録作成 

４月26日     流通BMS総会・ASP協議会総会 

４月27日 情報システム研究会 
 

事務所移転準備 

４月28日     事務所移転 

    ５月２日     事務所移転整理 

５月６日 執行運営委員会   賛助会員幹事店会資料作成 

５月９日     総会資料作成 

５月10日 政策委員会・賛助会員幹事店会 各委員名簿整理・会議日程調整 

５月11日     関東支部総会資料作成 

５月12日 環境問題対応W･G（B)   缶詰関係団体専務会 

５月13日 商品開発研究会   関東支部業務監査 

５月16日 システム専門部会   賛助会員幹事店会意見交換会編集 

５月17日   流通業務委員会 金融関係住所変更届 

５月18日 法務研究会   定時総会出席名簿作成 

５月19日     製･配･販連携フォーラム 

５月20日     日本缶詰協会総会･電力需給対策説明会 

５月23日 
 

  定時総会資料作成 

５月24日     会長業務打合・日本卸売協会セミナー 

５月25日     会報寄稿・定時総会準備 

５月26日 理事会･定時総会   会報発送準備 

５月27日 EDI W･G   小売団体業務打合 

５月30日     小売業協会セミナー・業界新聞取材対応 

５月31日     業界新聞取材対応･会報発送 

    ６月１日     日缶協普及啓発委員会 

６月２日 
 

  業界新聞取材対応 

６月３日     静岡食品卸同業会総会出席 

６月６日     会報7月号寄稿・理事会・定時総会議事録作成 

６月７日   中国支部総会 関東支部幹事会資料作成 

６月８日 執行運営委員会   関東支部定時総会資料作成 

平成２３年度活動内容 
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６月９日 情報システム研究会   流通経済研究所セミナー 

６月10日     日本パインアップル缶詰協会総会出席 

６月13日     缶詰団体専務会・所管省業務打合 

６月14日 
 

  神奈川県食品卸同業会総会 

６月15日 新技術検討分科会   企業団体連絡協議会 

６月16日     関東支部総会・幹事会資料準備 

６月17日   関東支部総会 記者懇談会 

６月20日     全国食品缶詰公正取引協議会常任理事会 

６月21日     米トレサ法に関する打合・共同広告打合 

６月22日 EDI W･G   展示会見学・関東支部議事録作成押印 

６月23日 労務管理研究会   会計入力事務・関東支部収支見通し 

６月24日 物流問題研究会   食品流通改善促進機構理事会 

６月27日     クールビズ服装推奨ガイドライン作成 

６月28日   東海支部総会 食料品地域物流円滑化等推進協議会総会 

６月29日 
 

四国支部総会 商品展示会見学 

６月30日   近畿支部総会 年会費入金確認 

    ７月１日     コンサル調査対応・海外研修会企画打合 

７月４日 
 

北海道支部総会 年会費確認･会員アドレスメンテ 

７月５日   九州沖縄支部総会 会員アドレスメンテ 

７月６日     日本ボランタリーチェーン協会設立記念パーテイ 

７月７日     会報寄稿・委員会資料作成 

７月８日 拡大執行運営委員会   健保組合算定基盤提出 

７月11日     登記申請書類作成･節電実績集計 

７月12日     缶詰団体専務会・全酒卸中央会業務打合 

７月13日 システム専門部会   年会費確認 

７月14日     物流業界新聞取材対応・特定事業者電力集計 

７月15日   流通業委員会 所管省業務打合 

７月19日     会報校正・流通学会震災ヒアリング 

７月20日 
 

  商品展示会見学 

７月21日   北陸支部総会 年会費入金確認。節電使用量まとめ 

７月22日 法務研究会   節電電力量集計・所管省へ登記簿謄本提出 

７月25日     業界新聞取材対応･会長報告事項資料作成 

７月26日 情報システム研究会   会長業務報告･政策委員長業務打合 

７月27日 EDI W･G   企業･団体連絡協議会 

７月28日     臨時缶詰団体専務会 

７月29日     食品事業者環境対策推進支援事業検討会 

    ８月１日     義援金受領証送付・委員会開催案内作成 

８月２日     農林水産省政策研究所研究成果報告会 

８月３日     食育W・G打合･商品展示会見学 

８月４日   
 

JII業務打合･会計伝票入力、元帳出力 

８月５日     認可申請書類作成 

８月８日     所轄税務署住所変更届け提出 

８月９日     内閣府認可申請書類打合 

８月10日     情報システム研修会打合・新定款案作成 

８月11日     日本卸売協会業務打合・フアイネット業務打合 

８月12日     食育改訂版編纂・電力使用状況集計 

８月15日 夏期休業日 
 

  

８月16日     節電電力量集計作業 

８月17日 新技術検討分科会   商品研修会企画打合 

８月18日     会長業務報告・各種委員会開催案内 

８月19日     節電電力量集計作業･提出資料整理 
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８月22日     所管省担当課業務打合・環境数値集計 

８月23日     講演会資料作成・環境数値集計 

８月24日 EDI W･G   関東支部物流コスト集計業務 

８月25日     関東支部物流コスト集計業務 

８月26日   流通業務委員会 GTINに関する業務打合 

８月29日 物流問題研究会   日本卸売協会業務打合･小売協会打合 

８月30日   
 

関東支部物流コスト集計業務 

８月31日     関東支部物流コスト集計業務 

 
  

  ９月１日     各種委員会開催案内作成 

９月２日 環境問題対応W･G   環境問題対応資料作成 

９月５日 情報システム研究会   会計伝票入力 

９月６日 食育に関するW･G   被災状況のその後について調査報告 

９月７日 執行運営委員会   経産省流通政策担当業務打合 

９月８日     情報システム研修会企画準備 

９月９日     アンケート調査票対応 

９月12日     缶詰関係団体専務会 

９月13日   
 

環境数値とりまとめ 

９月14日     異業種交流委員会の運営についてのまとめ 

９月15日 
 

  パイン缶詰開缶研究会・所管省担当課長挨拶 

９月16日     情報システム研修会講師打合 

９月20日     賛助会員業務打合・会議準備 

９月21日     各種委員会開催案内作成 

９月22日 法務研究会   会計伝票入力 

９月26日     関東支部経営実務研究会案内書作成 

９月27日 システム専門部会   理事会開催案内作成 

９月28日   流通業務委員会 関東支部返品実態調査資料配布 

９月29日 EDI W･G   経営実務研修会講師打合 

９月30日     食品事業者環境対策推進支援事業検討会 

    10月３日     会長業務打合 

10月４日     原発事故に係る連絡会議・環境数値とりまとめ 

10月５日     異業種交流委員会 

10月６日 物流問題研究会実務者検討会 会報原稿入稿打合 

10月７日     経産大臣との流通懇談会・流通事情コンサル 

10月11日     米の流通に関する調査対応・原発事故損害賠償説明会 

10月12日     缶詰関係団体専務会・商品展示会参観 

10月13日 執行運営委員会   労務関係打合・物流コスト実態調査まとめ 

10月14日   東北支部総会･経営実務研修会 各研修会参加予定エントリー作成 

10月17日 情報システム研究会   フアイネットユーザー会 

10月18日     セミナー受講 

10月19日 情シ研新技術検討分科会   食品産業センター連絡協議会 

10月20日 
 

  セミナー受講・国税庁対応・環境問題対応打合 

10月21日   商品研修会 上期監査準備 

10月24日 労務管理研究会   公正取引委員会打合・ 

10月25日     ヒアリング資料作成 

10月26日 政策委員会・商品開発研究会 
 

理事会資料準備 

10月27日     食品リサイクル法検討ヒアリング準備 

10月28日   
 

情報システム研修会 

10月31日 物流問題研究会   業務監査 

    11月１日     食リ法業界ヒアリング・農林水産省打合 

11月２日 環境数値算定標準化協議会 経営実務研究会資料準備 
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11月４日 EDI W･G   会長業務打合・理事会資料準備 

11月７日 
 

  理事会資料作成 

11月８日 正・副会長会議、理事会   会計伝票入力 

11月９日     流通BMSに関する打合・共同広告打合 

11月10日 物流問題研究会実務検討会 
 

返品実態調査集計 

11月11日 全国事務局会議 関東支部経営実務研修会 会計伝票入力 

11月14日     缶詰関係団体専務会 

11月15日 政策委員会・賛助会員幹事店会  研修会資料作成 

11月16日 法務研究会   支部研修会用資料作成 

11月17日   東海支部合同懇談会 関東支部返品実態調査まとめ 

11月18日     理事会議事録作成 

11月21日     司法書士業務依頼打合 

11月22日   北陸支部経営実務研修会 地域物流円滑化セミナー 

11月24日     缶詰関係団体専務会懇親会 

11月25日   流通業務委員会 議事録押印 

11月28日     JII業務打合 

11月29日   
 

放射能問題説明会 

11月30日     放射性物質の基礎知識説明会（農林水産省） 

    12月１日     年末調整事務・展示会参観 

12月２日     生団連説立総会 

12月５日     新規採用面接・食育業務打合 

12月６日 執行運営委員会   会報原稿寄稿 

12月７日 情報システム研究会   食品関係団体連絡協議会 

12月８日     会報原稿寄稿 

12月９日     会長業務打合・缶詰関係団体専務会 

12月12日     会報校正・関東支部返品実態調査まとめ 

12月13日 EDI W･G 
 

食り法に関する打合 

12月14日     委員会日程調整・研究会資料作成 

12月15日 物流問題研究会   食育問題検討・採用打合 

12月16日     食品廃棄物検討委員会 

12月19日 
 

  関東支部返品実態調査まとめ 

12月20日 食育W･G   内閣府打合・日スパ協会打合 

12月21日 情報システム専門部会   農林水産省米油等の打合フアイネット打合 

12月22日 労務管理研究会   ASP・SasSクラウド協議会業務打合 

12月26日 環境問題対応W･G（A)   会報配送作業 

12月27日     認可申請書類作成 

12月28日     監査法人認可申請打合・年末挨拶対応 

12月29日     認可申請書類整理 

12月30日 仕事納め   会長年末挨拶 

    １月５日 仕事始め   業界新年賀詞交換会 

１月６日     缶詰関係団体新年賀詞交換会 

１月10日     所管省業務打合・各委員会開催案内作成 

１月11日 情報システム研究会   会計帳票打ち出し 

１月12日   
 

流通システム開発センタートップセミナー 

１月13日     共同広告打合・外食品卸協会賀詞交換会 

１月16日 物流問題研究会実務検討会   缶詰関係団体専務会・業界新聞取材対応 

１月17日     所管省業務監査・移行認可申請 

１月18日   流通業務委員会 展示会参観・調査依頼文作成 

１月19日 EDI W･G 
 

調査依頼文作成 

１月20日     富士山ポートリー見学 

１月23日 臨時理事会・執行運営委員会   農林水産省感謝状拝受 
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１月24日     所管省業務監査・流通シンクタンク打合 

１月25日 法務研究会   会員台帳整備・会計事務引継 

１月26日     食流機構臨時理事会 

１月27日     小売業協会賀詞交換会・業種別講習会 

１月30日     平成24年度事業計画案作成 

１月31日     安定的商品供給モデル開発検討委員会 

    ２月１日 情報システム専門部会   緊急食料支援供給数量調査配信 

２月２日     会長業務報告・異業種交流委員会 

２月３日     スーパーマーケットトレードショー研修 

２月６日 
 

  缶詰関係団体専務会・世界文明フオーラム 

２月７日     新環境自主行動計画案作成 

２月８日   
 

BCP検討会・会員台帳整備 

２月９日     流通大会・食品環境対策支援事業検討会 

２月10日     取引慣行調査検討会・食育資料検討 

２月13日 食育W･G   カートンプロジェクト業務打合 

２月14日     独占禁止法セミナー受講 

２月15日     食品流通情報サービス展開委員会 

２月16日     展示会参観・加工食品卸売統計集計 

２月17日     会員名簿修正・一般社団法人移行案内作成 

２月20日 労務管理研究会   近畿支部新春講演会 

２月21日     食品缶詰試買検査会 

２月22日 物流問題研究会   会員台帳整備 

２月23日     環境対策を考えるシンポジウム 

２月24日   流通業務委員会 緊急食料支援供給資料作成 

２月27日     BCP検討会・緊急災害時供給可能数量調査 

２月28日 法務研究会小委員会   事務局業務引継ぎ 

２月29日 執行運営委員会   会員台帳整理 

    ３月１日     緊急災害時食料供給リスト作成 

３月２日     会長業務打合・卸売協会業務打合 

３月５日     日缶協環境問題検討会 

３月６日     環境シンポジウム・経済産業省表彰式 

３月７日 食育W･G   缶詰関係団体専務会・業界新聞取材対応 

３月８日 情報システム研究会   TPP説明会 

３月９日 商品開発研究会   法務研究会研修会準備打合 

３月12日     食品廃棄物対策打合・食品事業者環境対策事業打合 

３月13日     事業報告書作成・卸売統計資料作成 

３月14日     食品表示一元化説明会・食品流通情報サービス展開委員会 

３月15日 執行運営委員会小委員会   事業報告書作成 

３月16日 環境問題合同会議   食品環境検査協会評議員会 

３月19日 法務研究会   会長業務打合 

３月21日     公正取引委員会業務打合 

３月22日     食流機構臨時理事会 

３月23日 政策委員会   卸売統計調査集計業務 

３月26日 EDI W･G   法人登記申請準備 

３月27日 執行運営委員会   会員台帳整理 

３月28日     公正取引に関する研修会 

３月29日     監査法人業務打合・缶詰公正取引協議会打合 

３月30日   流通業務委員会 PCA会計ソフト研修 
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会員・事業所会員・賛助会員動向表 

  平成２４年 ３月３１日現在 
一般社団法人 日本加工食品卸協会 

年 度 会 員 
前 年 

増減数 
事業所 

前 年 

増減数 

賛 助 

会 員 

前 年 

増減数 

団 体 

会 員 

前 年 

増減数 
合 計 

前 年 

増減数 

平成２４年 １３５ ▲６ １０２ ▲２９ １３２ ▲３ ３ ０ ３７２ ▲３８ 

２３年 １４１ ▲８ １３１ ▲５ １３５ ２ ３ ０ ４１０ ▲１１ 

２２年 １４９ ▲１ １３６ ▲１２ １３３ ０ ３ ０ ４２１ ▲１３ 

 ２１年 １５０  ▲７ １４８ ▲６ １３３ １３ ３ ０ ４３４ ０ 

２０年 １５７  ▲８ １５４ ▲４ １２０ ▲１ ３ ０ ４３４ ▲１３ 

 １９年 １６５  ▲６ １５８ ６ １２１  ２ ３ ０ ４４７ ２ 

１８年 １７１   ▲７ １５２ ４ １１９ １８ ３ ０ ４４５   １５ 

 １７年 １７８ ▲１１ １４８ ▲２１ １０１ ▲１ ３ ０ ４３０ ▲３３ 

１６年 １８９  ▲３ １６９ ▲２ １０２   ０ ３    ０ ４６３ ▲５ 

１５年 １９２  ▲８ １７１ ▲１０ １０２   ▲１ ３    ０ ４６８ ▲１９ 

 １４年 ２００  ▲６ １８１ １ １０３ ０ ３   ０ ４８７  ▲５ 

１３年 ２０６ ▲２ １８０ ３３ １０３   ▲２ ３ ０ ４９２  ２９ 

１２年 ２０８ ▲１８ １４７  １ １０５ ▲１ ３ ０ ４６３ ▲１８ 

１１年 ２２６ ▲２１ １４６ ３ １０６ ▲５ ３ ０ ４８１ ▲２３ 

１０年 ２４７ ▲１５ １４３ ８ １１１ １ ３ ０ ５０４ ▲６ 

   ９年 ２６２ ▲１１ １３５ ▲１ １１０ ０ ３ ０ ５１０ ▲１２ 

   ８年 ２７３ ▲１３ １３６ ５ １１０ ▲２ ３ ０ ５２２ ▲１０ 

  ７年 ２８６ ▲７ １３１ ▲１８ １１２ ０ ３ ０ ５３２ ▲２５ 

   ６年 ２９３ ▲１３ １４９ １ １１２ ▲１ ３ ０ ５５７ ▲１３ 

   ５年 ３０６ １ １４８ １０ １１３ ▲３ ３ ０ ５７０ ８ 

４年 ３０５ ２ １３８ ０ １１６ ０ ３ ０ ５６２ ２ 

昭和５５年 ３３３ － １３５ － １１６ － ４ － ５８８ － 

会 員 動 向 
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会員・事業所会員・賛助会員動向表 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 

 会 員 事業所会員 賛助会員 団体賛助会員 計 

Ｈ２３.０４.０１現在  １４１  １３１  １３５    ３   ４１０ 

新規加入    １    ０    ０    ０     １ 

退会    ７   ２９    ３    ０      ３９ 

Ｈ２４.０３.３１現在  １３５  １０２  １３２    ３   ３７２ 

 

支部別会員及び事業所会員内訳 

平成２４年 ３月３１日現在 

支部 県 会員 事・会員 支部 県 会員 事・会員 

北海道 北海道 １１ ７ 近畿 京都 ― ２ 

（計） （１１） （ ７） 大阪 １０ ９ 

東北 青森 １ ― 奈良 １ ― 

秋田 １ ― 和歌山 ― ― 

岩手 ― ― 滋賀 ― ― 

山形 １ ― 兵庫 ３ ２ 

宮城 １ ８ （計） （１４） （１３） 

福島 ３ ― 中国 鳥取 ― ― 

（計） （７） （ ８） 島根 １ ― 

関東 東京 ２８ １２ 岡山 ３ ― 

神奈川 ２ ３ 広島 ４ ８ 

千葉 ２ ２ 山口 ３ ― 

埼玉 １ ５ （計） （１１） （ ８） 

栃木 ３ １ 四国 香川 ２ ３ 

群馬 ２ ２ 徳島 ― １ 

茨城 ２ ２ 愛媛 ― １ 

長野 ２ ３ 高知 １ ２ 

山梨 ２ ― （計） （ ３） （ ７） 

静岡 ３ ３ 九州 

沖縄 

福岡 ３ ９ 

新潟 ２ ― 佐賀 ２ １ 

（計） （４９） （３３） 大分 ３ ― 

東海 愛知 ６ ８ 長崎 ３ ― 

三重 １ ０ 熊本 ２ ― 

岐阜 １ ― 宮崎 ４ １ 

（計） （ ８） （ ８） 鹿児島 ３ ― 

北陸 石川 ４ ５ 沖縄 ５ １ 

富山 １ １ （計） （２５） （１２） 

福井 ２ ― 
合 計 １３５ １０２ 

（計） （ ７） （ ６） 
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平成２３年度 入・退会会員一覧表 

（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日） 

 

[入 会 会 員] 

届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

Ｈ２３．０４．０１ 関東 神奈川県 神奈川国分㈱  

     

 

［退 会 会 員］ 

届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

Ｈ２３．０６．２９ 東 海 岐阜県 ㈱永井商店 会社都合 

Ｈ２３．０７．０５ 東 北 宮城県 エスケイ仙台酒販㈱ 統合 

Ｈ２３．０９．３０ 関 東 東京都 明治屋商事㈱ 統合 

Ｈ２３．１０．０３  〃  〃 ㈱リョーショクリカー 統合 

Ｈ２４．０１．２６  〃  〃 東亞商事㈱ 会社都合 

Ｈ２４．０３．３１  〃  〃 ㈱松尾 自主廃業 

〃 東 北 宮城県 ㈱千坂 会社都合 

     

 

［入 会 事 業 所 会 員］ 

届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

     

 

［退 会 事 業 所 会 員］ 

届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備 考 

Ｈ２３．０５．３１ 中 国 島根県 ㈱菱食山陰支店 統合 

Ｈ２４．０３．３１ 北海道 札幌市 明治屋商事㈱北海道支社 合併 

〃 東 北 宮城県   〃   東北支社 〃 

〃 関 東 東京都   〃  東京支社 〃 

〃 東 海 愛知県   〃  中部支社 〃 

〃 北 陸 石川県   〃  北陸支店 〃 

〃 近 畿 大阪府   〃  近畿支社 〃 

〃 中 国 広島県   〃  中四国支社 〃 

〃 四 国 香川県   〃  高松支店 〃 

〃 九州・沖縄 福岡県   〃  九州支社 〃 

〃 東 北 岩手県 三菱食品㈱北東北支店 名称変更 

〃  〃 福島県  〃   南東北支店  〃 

〃 関 東 東京都  〃  関東第二支社  〃 
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〃  〃  〃  〃  低温関東支社  〃 

〃  〃 神奈川県  〃  湘南支店  〃 

〃  〃 長野県  〃  長野支店  〃 

〃  〃 静岡県  〃  静岡支店  〃 

〃  〃 山梨県  〃  山梨支店  〃 

〃 北 陸 石川県  〃  金沢支店  〃 

〃 近 畿 大阪府  〃  低温関西支社  〃 

〃 中 国 岡山県  〃  東中国支店  〃 

〃 九 州 福岡県  〃  低温九州支社  〃 

〃  〃 鹿児島県  〃  鹿児島支店  〃 

〃 北海道 札幌市 伊藤忠食品㈱北海道支店 統合 

〃 関 東 東京都 ㈱サンヨー堂営業本部 〃  

〃 中 国 広島県 広川㈱広島支店 業種変更 

〃 九州・沖縄 福岡県 伊藤忠食品㈱福岡支店 名称変更 

〃 関 東 静岡県 神奈川国分㈱静岡西支店 商圏移行 

〃 関 東 長野県 ㈱マルイチ産商飯田支店 統合 

     

 

［入 会 賛 助 会 員］ 

届出月日 所 在 地 企   業   名 備  考 

    

    

 

［退 会 賛 助 会 員］ 

届出月日 所 在 地 企   業   名 備  考 

Ｈ２４．０３．３１ 大阪府 小林製薬㈱ 統合 

〃 静岡県 清水食品㈱ 会社都合 

〃 長野県 ㈱みすずコーポレーション  〃 

    

 

 

平成２４年度上期入・退会会員一覧表 

（平成２４年４月１日～平成２４年９月３０日） 

[入 会 事 業 所 会 員] 

届出月日 支  部 所 在 地 企  業  名 備考 

Ｈ２４．０４．０１ 関 東 神奈川県 ㈱関東リョーショク多摩支社  

〃  〃 東京都 国分㈱広域支社  

     



－ 128 － 

平成２３年度 収支計算書 
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貸 借 対 照 表 
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平成２３年度 正味財産増減計算書 
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財務諸表に対する注記 
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平成２３年度 財産目録 
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平成２３年度 本・支部貸借対照表 

        正味財産合計 38,261,670 37,563,772 697,898
        負債及び正味財産合計 42,512,805 41,852,438 660,367

        指定正味財産合計 0 0 0
  ２．一般正味財産 38,261,670 37,563,772 697,898

Ⅲ　正味財産の部
  １．指定正味財産

        負債合計 4,251,135 4,288,666 -37,531

          退    職    給     付     引    当    金 2,426,500 4,175,324 -1,748,824
        固定負債合計 2,426,500 4,175,324 -1,748,824

  ２．固定負債

          預                 り                 金 215,110 113,342 101,768
        流動負債合計 1,824,635 113,342 1,711,293

  １．流動負債
          未                 払                 金 1,609,525 0 1,609,525

        資産合計 42,512,805 41,852,438 660,367
Ⅱ　負債の部

        固定資産合計 18,426,500 4,175,324 14,251,176

          研 修 ・ 普 及 啓  発  事 業 引 当 預 金 16,000,000 0 16,000,000
        特定資産合計 18,426,500 4,175,324 14,251,176

        特定資産
          退   職   給    付    引    当   預   金 2,426,500 4,175,324 -1,748,824

        流動資産合計 24,086,305 37,677,114 -13,590,809
  ２．固定資産

  　　（うち特定資産への充当額） (16,000,000) (0) (16,000,000)

平成24年 3月31日現在
（単位:円）

科        目 当年度 前年度 増  減

          現　　　　　金　　　　　 預　　　　　 金 23,614,922 37,677,114 -14,062,192
          前          払           費           用 471,383 0 471,383

Ⅰ　資産の部
  １．流動資産
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平成２３年度 本・支部正味財産増減計算書

          指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 38,261,670 37,563,772 697,898

          当期指定正味財産増減額 0 0 0
          指定正味財産期首残高 0 0 0

          一般正味財産期末残高 38,261,670 37,563,772 697,898
Ⅱ　指定正味財産増減の部

          当期一般正味財産増減額 697,898 1,488,659 -790,761
          一般正味財産期首残高 37,563,772 36,075,113 1,488,659

        経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額 0 0 0

        経常外収益計 0 0 0
    (2) 経常外費用

  ２．経常外増減の部
    (1) 経常外収益

          評価損益等計 0 0 0
          当期経常増減額 697,898 1,488,659 -790,761

        経常費用計 65,113,646 56,447,356 8,666,290
          評価損益等調整前当期経常増減額 697,898 1,488,659 -790,761

            租          税           公           課 70,800 222,300 -151,500
            支       払        寄        付       金 0 1,000,000 -1,000,000

            雑                                    費 136,639 101,560 35,079
            交                 際                 費 69,475 58,770 10,705

            光       熱        水        料       費 152,627 157,692 -5,065
            賃                 借                 料 1,309,800 3,120,096 -1,810,296

            通       信        運        搬       費 412,705 423,112 -10,407
            消          耗           品           費 1,360,519 1,107,061 253,458

          事          務           諸           費 5,259,167 7,911,221 -2,652,054
            旅       費        交        通       費 1,746,602 1,720,630 25,972

          会                 議                 費 3,560,790 2,728,050 832,740
            会                 議                 費 3,560,790 2,728,050 832,740

            福       利        厚        生       費 1,074,239 1,107,992 -33,753
            退     職      給      付      費     用 1,531,576 1,135,000 396,576

            役          員           報           酬 570,600 9,510,000 -8,939,400
            職     員      給      料      手     当 4,169,500 3,765,000 404,500

        管                 理                 費 16,165,872 26,157,263 -9,991,391
          人                 件                 費 7,345,915 15,517,992 -8,172,077

          会                 議                 費 319,040 3,251,980 -2,932,940
            会                 議                 費 319,040 3,251,980 -2,932,940

            職     員      給      料      手     当 375,000 0 375,000
            賃                 借                 料 280,670 0 280,670

            宣       伝        事        業       費 1,138,600 1,149,100 -10,500
            役          員           報           酬 951,000 0 951,000

          知    識    啓     発     事    業    費 7,465,349 4,603,857 2,861,492
            啓       発        事        業       費 4,720,079 3,454,757 1,265,322

            職     員      給      料      手     当 375,000 0 375,000
            賃                 借                 料 280,670 0 280,670

            商       品        研        修       会 158,988 731,445 -572,457
            役          員           報           酬 570,600 0 570,600

            人    材    育     成     事    業    費 10,527,562 6,580,598 3,946,964
            情  報   シ   ス   テ   ム   研   修  会 968,944 1,101,105 -132,161

            賃                 借                 料 2,806,710 0 2,806,710
          教    育    研     修     事    業    費 12,881,764 8,413,148 4,468,616

            職     員      給      料      手     当 1,125,000 0 1,125,000
            旅       費        交        通       費 320,800 0 320,800

            調       査        研        究       費 16,611,311 13,651,328 2,959,983
            役          員           報           酬 7,417,800 0 7,417,800

            旅       費        交        通       費 0 369,780 -369,780
          調          査           研           究 28,281,621 13,651,328 14,630,293

        事                 業                 費 48,947,774 30,290,093 18,657,681
          旅       費        交        通       費 0 369,780 -369,780

    (2) 経常費用

            雑                 収                 入 2,156,500 3,769,015 -1,612,515
        経常収益計 65,811,544 57,936,015 7,875,529

          雑                 収                 入 2,168,544 3,788,515 -1,619,971
            受          取           利           息 12,044 19,500 -7,456

            加       入        金        収       入 20,000 0 20,000
        雑                 収                 入 2,168,544 3,788,515 -1,619,971

            賛     助      会      費      収     入 23,168,000 22,682,500 485,500
            団     体      賛      助      会     費 2,600,000 2,600,000 0

            正    会    員     会     費    収    入 27,265,000 27,505,000 -240,000
            事    業    所     会     費    収    入 1,290,000 1,360,000 -70,000

        会          費           収           入 54,343,000 54,147,500 195,500
          会     員      会      費      収     入 54,343,000 54,147,500 195,500

          配                 賦                 金 9,300,000 0 9,300,000
            配                 賦                 金 9,300,000 0 9,300,000

    (1) 経常収益
        本       部        配        賦       金 9,300,000 0 9,300,000

Ⅰ　一般正味財産増減の部
  １．経常増減の部

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで
（単位:円）

科        目 当年度 前年度 増  減
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平成２３年度 本・支部収支計算書 

        次期繰越収支差額 30,533,202 22,261,670 8,271,532
        前期繰越収支差額 37,563,772 37,563,772 0

Ⅳ  予備費支出 1,150,000 0 1,150,000
        当期収支差額 -7,030,570 -15,302,102 8,271,532

        財務活動支出計 0 0 0
          財務活動収支差額 0 0 0

        財務活動収入計 0 0 0
  ２．財務活動支出

Ⅲ　財務活動収支の部
  １．財務活動収入

          投資活動収支差額 -1,135,000 -14,251,176 13,116,176

          研修・普及啓 発 事 業 引 当 預金取得支出 0 16,000,000 -16,000,000
        投資活動支出計 1,135,000 17,531,576 -16,396,576

        特   定   資    産    取    得   支   出 1,135,000 17,531,576 -16,396,576
          退  職  引  当  資   産   取  得  支  出 1,135,000 1,531,576 -396,576

        投資活動収入計 0 3,280,400 -3,280,400
  ２．投資活動支出

        特   定   資    産    取    崩   収   入 0 3,280,400 -3,280,400
          退  職  引  当  資   産   取  崩  収  入 0 3,280,400 -3,280,400

Ⅱ　投資活動収支の部
  １．投資活動収入

          事業活動収支差額 -4,745,570 -1,050,926 -3,694,644

            租          税           公           課 70,000 70,800 -800
        事業活動支出計 70,521,000 66,862,470 3,658,530

            雑                                    費 159,000 136,639 22,361
            交                 際                 費 153,000 69,475 83,525

            光       熱        水        料       費 120,000 152,627 -32,627
            賃                 借                 料 5,615,000 1,309,800 4,305,200

            通       信        運        搬       費 675,000 412,705 262,295
            消          耗           品           費 1,510,000 1,360,519 149,481

          事          務           諸           費 10,666,000 5,259,167 5,406,833
            旅       費        交        通       費 2,364,000 1,746,602 617,398

          会                 議                 費 2,745,000 3,560,790 -815,790
            会                 議                 費 2,745,000 3,560,790 -815,790

            福       利        厚        生       費 1,250,000 1,074,239 175,761
            退     職      給      付      費     用 0 3,280,400 -3,280,400

            役          員           報           酬 9,510,000 570,600 8,939,400
            職     員      給      料      手     当 3,765,000 4,169,500 -404,500

        管                 理                 費 27,936,000 17,914,696 10,021,304
          人                 件                 費 14,525,000 9,094,739 5,430,261

          会                 議                 費 0 319,040 -319,040
            会                 議                 費 0 319,040 -319,040

            職     員      給      料      手     当 0 375,000 -375,000
            賃                 借                 料 0 280,670 -280,670

            宣       伝        事        業       費 1,150,000 1,138,600 11,400
            役          員           報           酬 0 951,000 -951,000

          知    識    啓     発     事    業    費 5,192,000 7,465,349 -2,273,349
            啓       発        事        業       費 4,042,000 4,720,079 -678,079

            職     員      給      料      手     当 0 375,000 -375,000
            賃                 借                 料 0 280,670 -280,670

            商       品        研        修       会 700,000 158,988 541,012
            役          員           報           酬 0 570,600 -570,600

            人    材    育     成     事    業    費 13,127,000 10,527,562 2,599,438
            情  報   シ   ス   テ   ム   研   修  会 1,430,000 968,944 461,056

            賃                 借                 料 0 2,806,710 -2,806,710
          教    育    研     修     事    業    費 15,257,000 12,881,764 2,375,236

            職     員      給      料      手     当 0 1,125,000 -1,125,000
            旅       費        交        通       費 0 320,800 -320,800

            調       査        研        究       費 22,136,000 16,611,311 5,524,689
            役          員           報           酬 0 7,417,800 -7,417,800

        事                 業                 費 42,585,000 48,947,774 -6,362,774
          調          査           研           究 22,136,000 28,281,621 -6,145,621

        事業活動収入計 65,775,430 65,811,544 -36,114
  ２．事業活動支出

            受          取           利           息 22,430 12,044 10,386
            雑                 収                 入 2,160,000 2,156,500 3,500

        雑                 収                 入 2,182,430 2,168,544 13,886
          雑                 収                 入 2,182,430 2,168,544 13,886

            団     体      賛      助      会     費 2,600,000 2,600,000 0
            加       入        金        収       入 0 20,000 -20,000

            事    業    所     会     費    収    入 1,310,000 1,290,000 20,000
            賛     助      会      費      収     入 23,168,000 23,168,000 0

          会     員      会      費      収     入 54,293,000 54,343,000 -50,000
            正    会    員     会     費    収    入 27,215,000 27,265,000 -50,000

            配                 賦                 金 9,300,000 9,300,000 0
        会          費           収           入 54,293,000 54,343,000 -50,000

          配                 賦                 金 9,300,000 9,300,000 0

Ⅰ　事業活動収支の部
  １．事業活動収入

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで
（単位:円）

科        目 予算額 決算額 差  異

        本       部        配        賦       金 9,300,000 9,300,000 0
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平成２３年度 本・支部財産目録 

（単位:円）

117,870
18,047,052
2,309,051
6,865,011
2,165,861

141,679
525,465

2,430,464
317,812
87,922

562,247
749,764

1,891,776
5,450,000
5,000,000

450,000
471,383

24,086,305

18,426,500
2,426,500
2,426,500

16,000,000

16,000,000
18,426,500

42,512,805

1,609,525
215,110

1,824,635

2,426,500
2,426,500

4,251,135
38,261,670

平成24年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 金        額

  預金 普通預金
      みずほ日本橋

  (流動資産)
  現金 現金手許有高

      三菱東京ＵＦＪ柳橋
      三井住友大阪中央

      三井住友東京中央
      三菱東京ＵＦＪ日本橋

      北国中央市場
      広島広島西

      北洋大通
      七十七名掛丁

  定期預金
      三菱東京ＵＦＪ日本橋

      四国本店
      福岡北九州営業部

   流動資産合計
  (固定資産)

      北国中央市場
  前払費用

      みずほ銀行普通
  研修・普及啓発事業

    特定資産
  退職給付引当預金

   固定資産合計
     資産合計

  引当預金
  みずほ銀行普通

  預り金
   流動負債合計

  (流動負債)
  未払金

     正味財産

   固定負債合計
     負債合計

  (固定負債)
  退職給付引当金
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平成２４年度事業計画（案） 

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 

 

昨年は東日本大震災で日本全体が大きな打撃を受けましたが、本年はその痛手から本格

的に立ち直る重要な年であり、震災復興を優先政策とする中で、円高対応、税制改正及び

社会保障との一体改革、雇用対策、欧州債務危機など多くの難題へ向けて政策対応を迅速

に行い、社会的変革に向けて確かな前進を確保したいものです。 

こうした環境の中で、食品流通業界はサプライチェーンの協働体制をより発展させ、食

品流通に求められる今日的価値・満足に貢献するのがより重要なテーマと考え、中間流通

機能を担う食品卸業界として平成２４年度の事業計画を次の如く計画する。 

 

１．調査研究事業 

（１）食品流通のサプライチェーンの協働体制の中で今日的中間流通機能のあり方について 

の調査研究 

（２）公正取引推進のための制度、関連法規への適正な対応を図る調査研究 

（３）災害時の緊急食料支援のサプライチェーンのあり方についての調査研究 

（４）ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）に関する業界への影響についての調査研究 

（５）次期「環境自主行動計画」についての調査研究 

（６）加工食品卸売販売統計調査の継続 

 

２．研修・普及啓発事業 

業界流通インフラの整備強化と普及啓発 

卸売経営活性化への研修 

食育運動についての新たな取り組みの啓発事業 

 

３．本部活動 

（１）新たな公益法人としての協会運営 

（２）本部活動の効果的運営と支部活動の活性化支援 

（３）会員相互間の情報共有化と情報発信力を高めるＨＰの活用強化  

 

    

                              以 上 
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平成２４年度実施計画（案） 

 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 

  

 

概 要 

平成２４年度は、事業計画（案）に基づき主要な組織活動として下記のような事業を実施

する。 

 

（１）政策委員会 

・サプライチェーン・マネジメントの抜本的イノベーションを図る協働体制の活動と連 

動して全体最適化に取り組む 

・｢食品取引改善協議会」や「賛助会員幹事店会」をとおして食品卸売業の活性化とそ 

の方向性について協議、提言する 

・取引の適正化に向けての環境整備に努める 

・暫定「環境自主行動計画」についての普及・啓発 

 

（２）執行運営委員会 

・災害時の緊急食料支援のサプライチェーンのあり方についての調査研究 

・ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）に関する業界への影響についての調査研究 

・加工食品卸売統計調査の継続 

 

（３）ワーキンググループと主要研究会の活動テーマ 

① 食育に関するＷ・Ｇ 

・｢食育と食品選択のためのハンドブック」第２版の普及・啓発 

② 環境問題対応Ｗ・Ｇ 

・暫定「環境自主行動計画」の普及・啓発 

③ ＥＤＩ Ｗ・Ｇ 

・業界ＥＤＩシステムの標準化推進 

④ 情報システム研究会 

・各システム研究団体活動の情報共有化と「流通ＢＭＳ］の普及拡大 

⑤ 物流問題研究会 

・納品期限の合理的な基準づくりの提言 

⑥ 法務研究会 

・取引適正化に向けた法令遵守ガイドラインの研究 

                                以 上 
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平成２４年　４月　１日

　　運営組織図（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　日本加工食品卸協会

賛助会員幹事店会

食品取引改善協議会

正 環境数値算定標準化協議会

副    　（環境自主行動計画）

会 食育に関するＷ・Ｇ

長

会 環境問題対応Ｗ・Ｇ（Ａ・Ｂ）

議

ＥＤＩ　Ｗ・Ｇ

税務問題対応Ｗ・Ｇ

理 執 システム専門部会

事 政 行

会 策 運 情報システム研究会

・ 委 営

総 員 委 商品画像専門部会

会 会 員 物流問題研究会

会 物流問題実務検討会

商品開発研究会

缶詰ブランドオーナー会

法務研究会

労務管理研究会

ネットワーク検討会

北海道支部

東北支部

関東支部 流通業務委員会

東海支部

北陸支部　

近畿支部

中国支部

四国支部

九州・沖縄支部

各支部賛助会員連絡会

執行運営委員会ＰＪ 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策　ＰＪ

緊急災害時食料供給に関するＰＪ
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平成２４年度 運営組織名簿 
一般社団法人 日本加工食品卸協会 

（社名５０音順：敬称略) 
 

政策委員会・食品取引改善協議会 

  会 社 名 委員名 所属・役職 

○ 伊藤忠食品㈱ 青山 裕一 執行役員東日本営業本部本部長兼WEB本部本部長 

  加藤産業㈱ 多原 善雄 常務取締役東京本部長 

○ 国分㈱ 北見  賢 常務取締役経営統括本部副本部長兼営業本部長 

  ㈱日本アクセス 堀井壯一郎 取締役副社長 社長補佐営業管掌 営業統括本部長 

  三井食品㈱ 竹下  修 執行役員営業本部副本部長兼酒類統括部長 

◎ 三菱食品㈱ 中嶋 隆夫 取締役専務執行役員加食事業本部長 

  
一般社団法人 

日本加工食品卸協会 
奥山 則康 専務理事 

 
◎印：委員長  ○印：副委員長 

 

執行運営委員会 

  会 社 名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 向田 隆志 商品本部本部長 

  加藤産業㈱ 福島 和成 取締役東京本部副本部長兼東関東支社長 

  国 分㈱ 清水 宣和 常務取締役経営統括本部副本部長兼業務本部長 

  コンタツ㈱ 湯浅 正男 取締役営業統括部長 

  ㈱サンヨー堂 小林 由朗 取締役商品部部長 

  ㈱日本アクセス 成田 祐一 専務取締役経営企画本部長 中国事業管掌 

  三井食品㈱ 金子  稔 執行役員経営統括本部長 

 
三菱食品㈱ 宮田 善康 執行役員加食事業本部副本部長兼加食商品本部長 

○ 
一般社団法人 

日本加工食品卸協会 
奥山 則康 専務理事 

 
○印：座長 

  

 

賛助会員幹事店会 

[賛助会員幹事店委員各位] 

 会 社 名 氏 名 役 職 

 味の素㈱ 小原 利郎 常務執行役員食品事業本部副事業本部長 国内営業統括 

 カゴメ㈱ 寺田 直行 取締役専務執行役員営業管掌兼コンシューマー事業本部長 

 カルピス㈱ 岸上 克彦 常務執行役員 

 キッコーマン食品㈱ 福光 正則 取締役専務執行役員兼ナショナル・セールス・マネジャー 

 キユーピー㈱ 山本 範雄 執行役員家庭用本部本部長 
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 サントリーフーズ㈱ 安部  博 常務取締役営業本部長 

 日清オイリオグループ㈱ 吉田 伸章 執行役員東京支店長兼ＲＳ営業部長 

 日清食品㈱ 三浦 善功 代表取締役専務取締役営業本部長 

 日清フーズ㈱ 岩崎 浩一 常務取締役営業本部長 

 日本水産㈱ 西田 潤一 執行役員広域営業本部長 

 ネスレ日本㈱ 芹澤 祐治 常務執行役員営業本部長 

 ハウス食品㈱ 藤村 浩史 常務執行役員営業本部長 

 ㈱桃屋 菅原 通之 営業企画室室長 

 

[日本加工食品卸協会委員各位] 

 会 社 名 氏 名 役 職 

 伊藤忠食品㈱ 青山 裕一 執行役員東日本営業本部本部長兼WEB本部本部長 

 加藤産業㈱ 多原 善雄 常務取締役東京本部長 

 国分㈱ 北見  賢 務取締役経営統括本部副本部長兼営業本部長 

 コンタツ㈱ 湯浅 正男 取締役営業統括部長 

 ㈱サンヨー堂 小林 由朗 取締役商品部部長 

 ㈱日本アクセス 堀井壯一郎 取締役副社長 社長補佐営業管掌 営業統括本部長 

 三井食品㈱ 竹下  修 執行役員営業本部副本部長兼酒類統括部長 

 三菱食品㈱ 中嶋 隆夫 取締役専務執行役員加食事業本部長 

 一般社団法人 

日本加工食品卸協会 
奥山 則康 専務理事 

 

環境数値算定標準化協議会 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

  協議委員     

○ 三菱食品㈱ 宮地 行夫 ロジスティクス本部資産管理部長 

  ㈱日本アクセス 中井  忍 常務執行役員ロジスティクス本部長 

  国分㈱ 奥村 恒弘 取締役経営企画部長 

  実務委員     

  三菱食品㈱ 小林 一之 ロジスティクス本部資産管理部環境管理ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

  ㈱日本アクセス 高田 英一 ロジスティクス本部ロジスティクス管理部担当部長 

△ 国分㈱ 山田 英夫 経営企画部環境担当 

  
一般社団法人 

日本加工食品卸協会 
奥山 則康 専務理事 

 
○印：協議委員長  △実務委員会座長 
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食育に関する ＷＧ 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

 
伊藤忠食品㈱ 杉本 匡生 商品本部営業サポート部部長 

 
加藤産業㈱ 里中  周 営業企画部専任課長 

 
国 分㈱ 岡村 宏隆 社長室長兼経営企画部広報担当部長兼環境担当部長 

○ ㈱日本アクセス 中島 敏彦 関東支社営業企画部長代行兼営業推進課長 

 
      〃 掛村 佳代 総合企画本部営業企画部営業推進１課 

 
三井食品㈱ 笠井  隆 営業本部営業推進部副部長 

 
三菱食品㈱ 西村 武司 リテールサポート本部ＲＳ推進部部長代理 

 
  〃 宮田 史生    〃     ＲＳ推進部ＲＳ・Ａチーム 

 
○印：座長 

  

 

環境問題対応Ｗ・Ｇ（Ａチーム） 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

 
伊藤忠食品㈱ 関戸  隆 経営企画室ＩＲ広報・ＣＳＲチーム 

 
加藤産業㈱ 安井 弘人 環境管理部専任課長 

 
国 分㈱ 山田 英夫 経営企画部環境担当 

 
㈱日本アクセス 田近 博巳 ＣＳＲ・法務・コンプライアンス部 

 
  〃 青木  丹    〃     環境管理課担当課長 

 
  〃 石田    薫    〃   部長代行兼環境管理課長 

 
三井食品㈱ 斎藤 好治 物流本部物流管理部施設管理室室長 

 
三菱食品㈱ 浅野  誠 ロジスティクス本部資産管理部環境管理チームリーダー 

 
○印：座長 

  

 

環境問題対応Ｗ・Ｇ（Ｂチーム） 

 
会社名 委員名 所属・役職 

 
伊藤忠食品㈱ 関戸  隆 経営企画室ＩＲ広報・ＣＳＲチーム 

○ 加藤産業㈱ 大海 裕也 環境管理部係長 

◎ 国 分㈱ 山田 英夫 経営企画部環境担当課長 

 
日本酒類販売㈱ 亀山  猛 情報物流本部物流統括部物流企画課主任 

 
㈱サンヨー堂 小林 由明 業務部課長 

 
㈱日本アクセス 奥山 利一 人事・総務本部環境管理部部長 

 
三井食品 ㈱ 高田 憲一 物流本部物流管理部遵法推進室 

 
明治屋商事 ㈱ 吉見 政宣 管理本部人事総務部総務チームリーダー 

 
㈱菱 食 小林 一之 戦略機能部門統括部ＳＣＭ環境チーム チームリーダー 

 
◎印：座長 ○印：副座長 
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ＥＤＩ Ｗ・Ｇ委員 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

○ 伊藤忠食品㈱ 佐多 洋文 システム企画開発部企画第二課係長 

  加藤産業㈱ 生嶋 正基 情報システム部係長 

  加藤産業㈱ 森  拓也 情報システム部 

  国 分㈱ 平田 幸則 情報システム部ＥＤＩシステムチーム・チームリーダー 

  ㈱日本アクセス 天野 浩平 情報システム本部システム開発部  業務・会計システム課 

  日本酒類販売㈱ 今野 政亨 情報物流本部情報統括部開発課 

  三井食品㈱ 松本 芳幸 コーポレートスタッフ本部情報システム部支援室 

 
三菱食品㈱ 中川  守 情報システム本部ＩＴ管理・企画部ＩＣＴ企画チームリーダー 

 
○印：座長 

  

 
※オブザーバー 太田 岳秀 ㈱ファイネット企画・開発部主任 

 

税務問題対応 ＷＧ 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 酒井 健雄 経営企画室副室長 

○ 国 分㈱ 鈴木 清史 経理財務部 副部長 

  ㈱サンヨー堂 小林 由朗 取締役商品部 部長 

  ㈱日本アクセス 重田 一頼 常務執行役員 管理本部長 

  三井食品㈱ 荒井  徹 経理財務本部経理部 部長 

 
三菱食品㈱ 桜井 信彦 財務経理本部 経理部部長 

 
○印：座長 

  

 

情報システム研究会 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

  旭食品㈱ 竹内 恒夫 情報システム本部情報管理部部長 

◎ 伊藤忠食品㈱ 竹腰 雅一 情報システム本部本部長 

  加藤産業㈱ 弥谷惠太郎 常務取締役システム本部長 

○ 国 分㈱  高波 圭介 情報システム部長 

  ㈱ジャパン・インフォレックス 吉田 泰則 情報システム担当課長 

  ㈱トーカン 牧内 孝文 執行役員流通システム統括部長兼機能開発部長 

  ㈱日本アクセス 八十島幹夫 情報システム本部システム開発部部長 

  日本酒類販売㈱ 大西 完治 情報物流本部情報統括部部長 

  三井食品㈱ 馬場 恵三 コーポレートスタッフ本部情報システム部部長 

  三菱食品㈱ 熊谷 孝志 情報システム本部 東日本ＩＴユーザサポート部長 

  ヤマエ久野㈱ 草場 信之 経営・情報企画部ビジネスサポート課次長 

 

◎印：座長  ○印：副座長 

※オブザーバー  村田 利衛 株式会社 ファイネット 営業推進部長 
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情報システム研究会システム専門部会 新技術検討分科会 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 侭田 直之 情報システム本部システム企画開発室システム企画第一課 

  加藤産業㈱ 岩井 和司 情報システム部係長 

  国 分㈱  嘉数 裕樹 情報システム部運用・インフラチーム 

  ㈱トーカン 五十川裕樹 流通システム統括部業務システム設計業務企画課主査 

  ㈱日本アクセス 山本 真悟 情報システム本部システム開発部物流システム課 

  日本酒類販売㈱ 石津 秀信 情報物流本部情報統括部情報企画課課長代理 

  三井食品㈱ 大島 史照 コーポレートスタッフ本部情報システム部運用室 

  三菱食品㈱ 平井 健之 情報システム本部ＩＴ開発第一部管理システム開発チーム 

 
※座長：輪番制 

 

 

情報システム研究会「商品画像専門部会」 

 会 社 名 委員名 所属・役職 

 伊藤忠食品㈱ 杉本 匡生 商品本部営業サポート部部長 

 加藤産業㈱ 里中  周 営業企画部専任課長 

   〃 山田 良知 情報システム部専任課長 

   〃 小川 宗大 営業企画部 主任 

 国分㈱ 花澤  裕 営業本部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ担当副部長兼事業開発部新規事業担当副部長 

 ㈱日本アクセス 日高 泰仁 営業統括本部営業企画部担当部長兼営業推進第一課長 

    〃 安西由希子 営業統括本部営業企画部営業推進第一課長代行 

 三井食品㈱ 後藤  力 営業本部営業推進部担当 

 三菱食品㈱ 前田 耕次 営業推進本部業務改善企画チーム 

   〃 豊嶋 和義 リテールサポート本部ＲＳ推進部システムサポートチーム 

 ㈱ＪＩＩ 西田 邦生 代表取締役社長 

   〃 宍戸 良造 常務取締役 

   〃 吉田 泰則 情報システム担当課長 

   〃 黒田  亮    〃    専任課長 

   〃 谷原 郁子 インフォレックス推進部ＥＤＩ情報管理チーム課長補佐 

    〃 堀川 益雄 取締役副社長 

   〃 仁木 崇夫 画像情報担当 課長補佐 

 ㈱サイバーリンクス 杉谷 宗紀 ＳＣＭ推進室事業推進課課長 

   〃 薮中明希子 ＳＣＭ推進室事業推進課 

 ㈱ファイネット 大村 勝利 営業推進部部長代理 
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物流問題研究会 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

○ 伊藤忠食品㈱ 神山 浩二 ロジスティックス本部ロジスティックス部企画課課長 

  加藤産業㈱ 橋本 紀三 ロジスティクス部次長 

  国 分㈱ 本郷 秀貴 物流事業部課長 

  コンタツ㈱ 三角 悦雄 物流統括部部長 

  ㈱サンヨー堂 小林 由明 業務部課長 

  ㈱日本アクセス 鶴井  弘 ロジスティクス本部汎用物流部長 

  日本酒類販売㈱ 佐藤  稔 情報物流本部物流統括部次長 

  三井食品㈱ 斎藤 好治 物流本部物流管理部施設管理室室長 

◎ 三菱食品㈱ 竹島健二郎 執行役員関東ロジスティクス統括部長  

 
   〃 菊島 隆文 ロジスティクス本部ロジスティクス統括部物流損益チーム 

 
◎印：座長  ○印：副座長 

  

 

物流問題研究会実務検討会 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 鹿生 達寛 ロジスティックス本部ロジスティックス部企画課 

  加藤産業㈱ 松村 功士 ロジスティクス部 

  国 分㈱ 広沢  大 物流部リーダー 

   〃 新山 泰子 物流部 

  日本酒類販売㈱ 佐藤  恭 情報物流本部物流統括部物流運営課主任 

  コンタツ㈱ 鈴木 義之 物流統括部部長代理 

  ㈱サンヨー堂 小林 由明 業務部課長 

  ㈱日本アクセス 生清  武 ロジスティクス本部汎用物流部汎用物流推進課 

  三井食品㈱ 西山 真輔 物流本部ロジスティクス営業部 

  三菱食品㈱ 鈴木 啓史 ロジスティクス本部ロジスティクス統括部酒類チーム 

 

商品開発研究会兼ブランドオーナー会 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

◎ ㈱サンヨー堂 宗像 義昌 代表取締役社長（日食協理事） 

○   〃 島垣 研二 常務取締役商品本部長兼缶詰部長 

  国分㈱ 鉄林 康司 食品統括部オリジナル商品担当部長兼育成メーカー担当部長 

    〃 森  公一 食品統括部オリジナル商品担当副部長 

  ㈱明治屋 滝下 広明 商品事業本部マーケティング部部長 

    〃 中川  泉 本社品質保証部品質保証チームリーダー兼お客様相談室長 

  三菱食品㈱ 土藏  隆 ㈱リリーコーポレーション代表取締役社長 

  伊藤忠食品㈱ 秋元 博信 商品本部商品統括部商品統括第一課課長 

  伊藤忠商事㈱ 中野 和真 食材流通部開発輸入課課長代行 
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  加藤産業㈱ 上岡 正典 商品管理部次長 

  川商フーズ㈱ 景山健太郎 食品流通部食品流通グループグループ長 

  ㈱北村商店 北村 篤司 代表取締役社長 

  正栄食品工業㈱ 山本 一彦 果実商品部フルーツ加工品グループ課長 

  ストー缶詰㈱ 須藤 修吉 代表取締役社長 

  ㈱日本アクセス 立石 晴久 商品統括本部商品企画開発部長 

  三井食品㈱ 平岩 敏郎 品質管理部部長 

  ㈱明治 渡部 信二 健康事業本部健康事業営業部長 

  ㈱ヤグチ 栗栖 信也 専務取締役兼執行役員商品部長 

 

◎印：委員長   ○印：幹事店会座長 

※幹事店会メンバー 

・㈱サンヨー堂   ・㈱明治屋   ・国分㈱   ・三菱食品㈱  ・加藤産業㈱ 

 

法務研究会 

座長輪番 会 社 名 委員名 所属・役職 

７ 旭食品㈱ 池上  隆 本社管理本部法務部部長 

６ 伊藤忠食品㈱ 五島  実 職能本部審査法務部部長 

８ 加藤産業 ㈱ 相良 広基 経理部部長 

 
   〃 中島 嘉幸 総務部部長 

２ 国 分 ㈱ 柄   秀典 審査法務部長 

４ ㈱日本アクセス 北山  誠 執行役員ＣＳＲ・法務・コンプライアンス部部長  

５ 日本酒類販売㈱ 柳川 俊泰 執行役員内部監査室室長兼管理本部 法務部部長  

１ 三井食品㈱ 松野 啓介 コーポレートスタッフ本部法務部部長 

３ 三菱食品㈱ 三輪 和男 コンプライアンス・法務部長 

 
  〃 関原 伸介 財務経理本部 リスクマネジメント部長 

座長：輪番制 
  

 

労務管理研究会 

座長順番 会 社 名 委員名 所属・役職 

６ 伊藤忠食品㈱ 上床 浩生 職能本部人事総務部人事チームチーム長 

８ 加藤産業㈱ 中島 嘉幸 総務部長 

３ 国 分㈱ 小木曽泰治 執行役員人事総務部長 

７ ㈱サンヨー堂 玉井 英一 常務取締役総務部長兼財務部長 

２ ㈱日本アクセス 森本 雄介 人事・総務本部 人事部長代行 

４ 廣屋国分㈱ 伊東 一昌 業務本部人事総務担当課長 

５ 三井食品㈱ 篠田  博 コーポレートスタッフ本部人事総務部部長 

１ 三菱食品㈱ 稲好 隆明 財務経理本部 人事部長 

座長：輪番制 
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ネットワーク検討会 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

○ 伊藤忠食品㈱ 竹腰 雅一 情報システム本部本部長 

  国分㈱ 福沢美二郎 情報システム部ＥＤＩシステムチーム課長 

  ㈱日本アクセス 森下 昌紀 情報システム本部システム開発部部長代行 

  日本酒類販売㈱ 島田 剛宏 情報物流本部情報統括部開発課課長代理 

△ 三井食品㈱ 松本 芳幸 コーポレートスタッフ本部情報システム部支援室 

  三菱食品㈱ 中川  守 情報システム本部ＩＴ管理・企画部 ＩＣＴ企画チームリーダー 

 
○印：座長  △印：副座長 

 

執行運営委員会ＰＪ「新型インフルエンザ対策」 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 阿部 研人 職能本部人事総務部人事チーム 

    〃 大澤 偉宏 ロジスティック本部ロジスティック部第二課副課長 

  加藤産業㈱ 入江 幸徳 本社社長室次長 

  国 分㈱ 山本 栄二 取締役コンプライアンス担当役員 

  ㈱日本アクセス 佐々木靖之 人事・総務本部総務部部長 

  三井食品㈱ 篠田  博 コーポレートスタッフ本部人事総務部部長 

 
三菱食品㈱ 渡邉 泰史 管理本部総務部 部長代理 

 

執行運営委員会「緊急災害時食料供給に関するＰＪ」 

 
会 社 名 委員名 所属・役職 

  伊藤忠食品㈱ 桂    裕之 経営企画室ＩＲ広報・ＣＳＲチームチーム長 

    〃 阿部 研人 職能本部人事総務部人事チーム 

  加藤産業㈱ 入江 幸徳 社長室次長 

  国分㈱ 松本 啓輔 人事総務部副部長 

  ㈱日本アクセス 宇佐美文俊 ロジスティクス本部ロジスティクス企画部長 

  三井食品㈱ 牧村 高志 経営統括本部経営企画部長 

  三菱食品㈱ 久間 勝洋 ロジスティクス統括部業務統括チーム 
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平成２４年度 本・支部総収支予算（案） 
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平成２４年度 本部収支予算（案） 
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平成２４年度 支部収支予算（案） 
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  新年度事業活動 

 

正・副会長会議開催 

      －４月１９日－ 

４月１９日（木）午前１０時３０分より、理事会に先立ち正・副会長会議が開催された。 

当日に開催される理事会の内容確認が主要な議案であるが、特に今回は一般社団法人に移行

して初めての会議となるため新たな運営ガバナンスについて詳細を確認した。 

また任期満了に伴い役員全員が改選になるため、事務局から各役員のご意向について報告し

役員候補者の事務局案について説明を行った。 

 

 

理 事 会 開 催 

－４月１９日－ 

４月１９日（木）午前１１時３０分より、レベル２１東京會舘において定例理事会が開催された。

今回から一般社団法人として新しい運営ガバナンスに基づき会議の運営が行われた。 

理事２３名中１６名の理事とオブザーバー参加者２名、監事２名の出席を得て、５月２４日に開

催予定の定時総会に向けての議案審議を行った。以下に当日の内容を掲載する。 

 

議  案 第１号議案 協会の一般社団への移行認可と運営について 

 第２号議案 平成２３年度事業報告に関する件 

 第３号議案 平成２３年度収支決算報告に関する件 

 第４号議案 会員の動向に関する件 

 第５号議案 会費の額及び徴収の方法に関する件 

 第６号議案 平成２４年度事業計画案に関する件 

 第７号議案 平成２４年度収支予算案に関する件 

 第８号議案 役員の改選に関する件 

 第９号議案 定時総会の開催に関する件 

 第10号議案 その他 

 

出欠状況  理事総数  ２３名中   出席理事１６名    計１６名 

監事総数  ２２名中   出席監事２２名    計２２名 

オブザーバー          ２２名 

来賓出席  農林水産省 食料産業局食品製造卸売課 

食料産業調査官  山田啓二様 

食品第２班    尾川大輔様 
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開  会  定刻になり奥山専務理事の司会により開会。 

来賓の紹介後、冒頭國分勘兵衛会長が次の如く挨拶を行った。 

 

「本日は、ご多忙の中、またご遠方からも、ご出席をいただき

まして誠にありがとうございます。 

とりわけ、農林水産省からは公務ご多用の中、食料産業局食

品製造卸売課の山田調査官様をはじめ、幹部の方にご来臨を賜

り誠に有難く厚く御礼申し上げます。 

また、本日ご参集の皆様方には、平素から当協会の活動につ

きまして、格別のご指導、ご協力を賜っております事を重ねて

厚く御礼申し上げます。特に、支部活動の重責を担っていただ

いておられる理事の皆様には、地域活動の活性化にご努力をい

ただいておりますこと、誠に有難く深く感謝申し上げます。 

さて、弊協会の公益法人制度改革への対応ですが、既にご案

内のとおり、この４月１日から一般社団法人に移行いたしてお

ります。今後は公益法人制度改革の理念にもとづいて、事業活動に取り組み食品産業の発展と

国民生活の向上に注力して参りたいと考えております。また新定款のもと新たなガバナンスが

求められる運営になって参りますので、引き続き、皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

昨今の状況でございますが、震災から１年余りが経過し、被災地の生活再建に伴う消費も増

加して、いくらか景況感が良くなってきている感じがいたしますが、景気の復調を持続的な回

復にもっていくためには復興需要で時間を稼げる間に国も企業も変革を少しでも前に進めるこ

とが重要ではないかと考えております。特に政府の役割としては不確実性を一つでも多く減ら

すことだと思います。原発の再稼動問題を早期に決着をつけて、昨年のような計画停電ではな

く前向きな計画節電になるように今夏の電力対策を明確にすることはその第一歩かと思います。

消費税増税の問題もこれから具体的に議論が始まるかと思いますが、食品流通としては出来る

だけ流通に徴税コストがかからないやりかたを要望していきたいと考えております。いずれに

いたしましても将来の不安を和らげる道筋を明確にして国民の犠牲をもって解決するという覚

悟が問われるかと思います。 

食品流通業界におきましても震災以降、製配販のそれぞれの立場を乗り越えるような発想で

の取り組みが多くなって参りました。こうした状況の中でこそ協会活動の真価が問われるもの

と思います。行政のご指導、ご助言もいただきながら業界がまとまり協調してやるべきことは

おおいに協調して行い、卸の存在価値を高めて、主張すべきことはきちんと主張することが大

事かと考えます。 

本日は、５月２４日に定時総会の開催を予定いたしておりますので、これに先がけまして報告

内容を充分ご審議をお願いするものであります。また本年は役員の改選時期でございます。新

しい法人格のもとでの活動につきまして充分ご認識をいただき、それぞれご審議をお願いした

いと思っております。 

最後に毎回お願いしていることではございますが、特に全国規模でご商売をされている理事

の方にお願いでございますが、これから開催されます支部の総会や研修会のお集まりには、各

地域の責任者の方にご出席いただき、卸の団結、協会のまとまりを示していただき顔の見える

國分勘兵衛会長 開会ご挨拶 
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業界として広く評価をいただけるよう理事の皆様方よりご指示をお願い申し上げます。 

甚だ簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。 

 

次いで来賓を代表して農水省食料産業局の山田商業調整官が次の如くご挨拶された。 

 

「平素は、食料産業行政の推進について、御理解と御協力を賜りありがとうございます。 

先ずは、本年４月１日から一般社団法人日本加工食品卸協会として新たに、スタートされま

した。先ずはおめでとうございます。 

貴協会傘下会員におかれましては、国民に対して加工食品等の食料品の安定供給について御

尽力をいただいていることに敬意を表します。 

最近の農林水産省や関係省庁動き説明をもって御挨拶としたいと考えております。 

さて、消費者庁で検討を行っている食品表示の一元化の検討の状況につきましては、中間論

点整理のバブコメを３月５日～４月４日まで実施いたしました。消費者庁としては、４月１８日

に第７回の検討会を開催し、バフコメの集計結果と今後の検討の方向として、①食品表示の目

的、②食品表示の考え方、③食品表示の適用範囲④原料原産地表示について④栄養成分表示に

ついて、これらのたたき台を提示いたしました。今後、今月を含め５月、６月にさらに検討会

を開催し、報告書を取りまとめることとしています。消費者庁としては来年のこの時期に法案

を国会に提出するとしているようです。農林水産省といたしましては、食品事業者における表

示の実行可能性を踏まえ、適切な対応をしてまいりたいと考えております。 

食料・農業・農村政策審議会食料産業部会の状況について、３月２７日に開催し、食品産業の

将来ビジョンについて議論が行われたところです。同月３０日には食品産業の将来ビジョンが策

定公表されました。 

｢食品産業の将来ビジョン」において、食品産業に期待される役割と目指すべき方向として、

①食品産業が農林漁業の成長産業化に参画し、また、「イノベーション」を通じた需要拡大、

更に第１次産業、第２次産業及び第３次産業を融合した農山漁村の６次産業化を推進していき

ます。 

このため、官民共同出資ファンドの創設により農産漁村の活性化を図っていくこととしてお

ります。 

放射性物質の新基準値に関する対応については、新基準値が４月１日から施行されました。

施行に当たって３月３０日付けで都道府県、政令指定都市の保健衛生部局に対して厚生労働省か

らＱ＆Ａが提示されました。農水省といたしましては、関係団体に対して新基準値の周知徹底

を図るため通知を行いました。 

今回の新基準値は、一般食品は１００ベクレル、乳製品及び乳児用食品は５０ベクレル、水

は１０ベクレルとなっております。水の代替のあるお茶飲料も１０ベクレルとなっています。 

さて北朝鮮の全面輸出入禁止措置等の継続に関する通知については、４月３日の閣議決定に

より１８年１０月１４日から輸入の禁止、２１年６月１８日から輸出禁止等を実施してきたところであ

ります。このため農林水産省では、４月１２日付けで関係団体に通知をし、当該禁止措置等の継

続を２５年４月１３日まで実施することとしていますので、周知方をお願いいたします。 

最後に日本加工食品卸売協会及び傘下会員の益々の御繁栄と本日御出席の皆様方の御健勝を

祈念いたしまして御挨拶といたします。」 
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事務局はここで本日の出欠状況を報告し、会の成立と共に議長に会長を指名し、列席者の承

認を受け、國分会長が議長席に就いた。また、今後の理事会に関しても、議長については、今

回を慣例として会長に議長を務めて戴くことで全員の了承を得た。 

議長は早速議事に入った。 

 

第１号議案  協会の一般社団への移行認可と運営について 

 

議長より、第１号議案を事務局より報告するよう指示があり専務理事より、手元に配布され

た資料の確認をした後、一般社団への移行後のガバナンス等について説明された。 

理事会開催時期や権限等、従来とは変わる点を詳細にわたり説明し、異議なしの掛け声にて

承認を得た。 

 

第２号議案  平成２３年度事業報告に関する件 

第３号議案  平成２３年度収支決算報告に関する件 

 

続いて関連のある、第２号議案と第３号議案の説明をするよう、事務局に要請。 

それを受けて、専務理事より、それぞれの内容を、配布した参考資料に基づき説明する。特

に今期の収支決算に係る特別事項（管理費から事業費への振替、引当預金の設定）について詳

細を報告した。同時に４月１３日に監事各位より監査を受けた経緯を報告。 

 

議長はここで、監事に監査報告を求め、濱口監事より「去る４月１３日に専務理事より業務報

告を受けたのち、監事２名にて行なった監査の結果、財務諸表及び帳票・証憑に関して、適法

正確に処理され報告の事実と相違ないものと認めました。」と報告。 

議長は、両議案の質疑を求めたが無かったので、承認を求め拍手で承認された。 

続いて、議長は第４号議案の説明を事務局に求めた。 

 

第４号議案  会員の動向に関する件 

 

事務局より、平成２３年度内に於ける入退会者のリストに基づき、報告を行い、承認さ 

れた。 

 

第５号議案  会費の額及び徴収の方法に関する件 

 

議長の指名をうけ、事務局より平成２４年度の年会費の額及び徴収方法について説明した。額

に関しては、本年が３年に一度の見直し時期であり、過日、自主申告いただいた売上高に基づ

く会費区分により算定。また、賦課徴収方法については 

① 年額一括 

② 銀行振込み 

③ 振込手手数料は会員各位負担 

④ 納付期限  平成２４年６月２９日（金） 
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との説明が有り、議長はこれに関して承認を求め異議なく賛同を得た。 

 

第６号議案  平成２４年度事業計画案に関する件 

第７号議案  平成２４年度収支予算案に関する件 

 

議長より関連ある両議案を続けて説明するよう指示があった。 

平成２４年度事業計画案について、中嶋政策委員長より、調査研究事業、普及啓発・研修・実

践事業及び実施計画案についての説明がなされた。 

 

「平成２４年度の主要な事業計画につきましてご説明申し上げます。 

昨年は東日本大震災で日本全体が大きな打撃を受けましたが、本年はその痛手から本格的に

立ち直る重要な年であります。震災復興を優先政策とする中で、色々な政策課題に迅速に取り

組み。社会変革に向けて確かな前進を確保したいものと考えます。 

こうした環境の中で、食品流通業界はサプライチェーンの協働体制をより発展させ、食品流

通に求められる今日的価値・満足に貢献することがより重要なテーマと考え、事業計画を策定

いたしました。 

調査研究事業では、食品流通のサプライチェーンの協働体制の中で今日的な中間流通機能の

あり方を研究するテーマについては、製・配・販連携協議会等と充分情報を共有化して進めて

参ります。 

昨年私達の業界は、公正取引委員会から取引の適正化について要請を受けましたが、この要

請を真摯に受け止め、公正取引推進のための制度や関連法規への適正な対応を図るため業界と

しての遵守マニュアルを作成していく調査研究を行います。 

また昨年の大震災時に経験した緊急時の食料供給のあり方については、毎年行政に報告して

いる緊急災害時に備えた食料調達可能数量等の調査について、行政と充分協議検討しながら有

事に備えるため、この調査を基礎として緊急食料支援の機能性、機動性を高めて具体的実現性

のある形を研究したいと思います。ＴＰＰに関する情報は、現状極めて乏しい状況にありますが、

ＴＰＰは我々業界にとりましても大変重要な課題でもありますので引き続きどのような影響が

考えられるかについて調査して参ります。 

環境問題については、暫定版としての「環境自主行動計画」をまとめてありますが、原発の

問題の結着のあり方で我が国の環境事情は大きく変化して参りますので、行政のご指導をいた

だいて最終的にまとめ直して参ります。 

最後に、業界の情報発信力を高めるため昨年日食協のＨＰをリニュアルいたしております。

是非ご関心をもってご覧いただきたいと思います。 

以上主要な事業計画の内容でございますが、これらの活動につきましては食品卸売業界自身

の協調性と強い団結力が何より前提となりますので、ここにご出席の皆様のご支援とご協力を

お願い申し上げましてご報告とさせていただきます。」 

 

事務局からの補足として本年度の事業計画に基づく新組織案を説明し、これを含めて承認さ

れた。 
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第７号議案については事務局より、事業計画と連動した収入、支出について新会計基準に基

づき資料の如くに策定した根基について説明した。 

ここで議長は質疑を求めたが、無かったので両案を一括しての承認を求めたが、拍手を以っ

て承認された。 

 

第８号議案  役員改選に関する件 

 

議長より、本年は役員全員任期満了に伴う改選期であると同時に、新法人として最初の役員

就任の年になる事、また、あらかじめ事務局に命じ、各位にご意向を伺わせたところ、一部の

方から会社人事の都合により役員交代の申し出が有ったが、大半の皆さまから内諾を頂戴した

事の報告が有り、その詳細の説明を事務局に促した。 

事務局よりその内容が報告された。 

 

［退任理事・監事］ ［新任理事・監事］ 

三菱食品㈱  後藤 雅治  理事 中野 勘治 氏 

コンタツ㈱  津久浦慶之  理事 津久浦慶明 氏 

伊藤忠食品㈱ 足立  誠  理事 青山 裕一 氏 

廣屋国分㈱  濱口吉右衞門 監事 升本  正 氏 

 

報告を受け議長より、理事３名及び監事１名の退任、並びに事務局の新任者案について承認を

求め、拍手を以って異議なく承認された。なお、再任についても異議なく承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会会場 
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第９号議案  定時総会の開催に関する件 

 

議長より「以上の審議内容を定時総会の議案として総会を開催したい」と発言があり、事務

局より平成２４年５月２４日（木）１５時よりレベル２１東京會舘にて開催する旨の報告があり、理

事会の決議を求め、承認された。 

なお事務局より一般社団法人としての認可後の理事会の開催時期等について説明する。 

それを受けて、３月の理事会は、特に多くの酒類系卸問屋等の決算期等により非常に多忙な

時期なので、理事本人の出席が困難な事態が想定されるので、開催の時期に関しては慎重に対

応するよう、また、今後の状況によっては当協会自体の事業年度の変更も視野に入れた検討を

行うこととする。 

 

第１０号議案  その他 

 

事務局より、他に２点の報告がなされた。 

一点は、次回の理事会（５月２４日）の席上、理事候補者全員が総会において、承認をいただ

くという前提で、理事各位の互選により会長・副会長・専務理事の三役の人事について検討い

ただくこと、二点目は今夏の業界の電力需要抑制対策として、クールビズの開始を、５月に前

倒しをして９月まで推進したい旨の説明が有り全員の賛同を得た。 

 

議長より、引き続き当協会へのご協力要請と本日の長時間審議についての御礼が述べられ、

１３時３５分に閉会となった。 

以 上 
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